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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（１）連結経営指標等

回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期

決算年月 2021年９月 2022年９月 2023年９月 2024年９月 2025年９月

売上高 （百万円） 14,924 59,193 71,149 107,781 129,764

経常利益 （百万円） 5,148 12,466 17,989 28,909 26,493

親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 2,946 8,475 12,466 20,457 18,156

包括利益 （百万円） 3,040 8,584 12,569 20,474 18,271

純資産額 （百万円） 29,391 36,159 44,298 53,329 57,186

総資産額 （百万円） 91,899 158,052 183,675 230,619 126,857

１株当たり純資産額 （円） 342.39 422.35 517.45 629.36 681.46

１株当たり当期純利益金額 （円） 34.51 99.24 145.97 240.07 216.18

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 31.8 22.8 24.1 23.1 45.0

自己資本利益率 （％） 10.4 26.0 31.1 42.0 32.9

株価収益率 （倍） 20.7 11.4 9.2 9.2 11.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 26,658 △50,872 4,774 △29,266 108,246

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △1,145 △552 △9,359 6,569 806

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △31,916 43,646 7,342 24,229 △110,874

現金及び現金同等物の期末残高 （百万円） 19,414 11,719 14,584 16,041 14,321

従業員数 （人） 336 337 307 355 383

（注）１．従業員数は就業人員であります。
２．第22期から第23期において、主として業容拡大に伴う期中採用により、従業員数が増加しております。
３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
４．第21期より、金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため、
第20期についても百万円単位に変更しております。

５．「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を第21期の期首より適用しており、

第21期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。当該会計基準等
の適用により、国内不動産ファンド事業における不動産小口化商品の販売に関する会計処理について、第20期
の当社利益相当額（当社役務手数料相当額）を売上高に計上する方法から販売価額相当額を売上高に計上する
方法に変更しております。なお、当該売上高の計上方法の変更による上記各利益への影響はありません。ま
た、第20期の売上高は、当該会計基準等適用前の金額であり、国内不動産ファンド事業について同じ方法で処
理した場合の各期の売上高は以下のとおりです。

回次 第20期

決算年月 2021年９月

売上高 （百万円） 33,584
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（２）提出会社の経営指標等

回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期

決算年月 2021年９月 2022年９月 2023年９月 2024年９月 2025年９月

売上高 （百万円） 12,961 57,307 68,519 105,218 125,123

経常利益 （百万円） 5,533 12,760 17,956 29,398 26,911

当期純利益 （百万円） 3,602 8,989 12,189 20,348 18,305

資本金 （百万円） 3,095 3,095 3,095 3,095 3,095

発行済株式総数 （株） 89,073,600 89,073,600 89,073,600 85,403,600 83,803,600

純資産額 （百万円） 30,011 37,412 45,331 54,238 58,164

総資産額 （百万円） 91,184 168,300 190,324 235,667 150,336

１株当たり純資産額 （円） 351.39 438.07 530.81 641.56 694.64

１株当たり配当額
（円）

18.50 50.00 73.00 120.30 130.40

（うち１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (38.75) (65.20)

１株当たり当期純利益金額 （円） 42.19 105.25 142.72 238.79 217.95

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 32.9 22.2 23.8 23.0 38.7

自己資本利益率 （％） 12.6 26.7 29.5 40.9 32.6

株価収益率 （倍） 17.0 10.8 9.4 9.3 10.9

配当性向 （％） 43.8 47.5 51.1 50.4 59.8

従業員数 （人） 234 241 248 287 309

株主総利回り （％） 138.1 225.7 279.4 466.5 520.9

（比較指標：配当込みTOPIX） （％） (127.5) (118.4) (153.7) (179.2) (217.8)

最高株価 （円） 824 1,360 1,531 2,629 3,065

最低株価 （円） 449 545 1,017 1,214 1,700

（注）１．従業員数は就業人員であります。
２．第22期から第23期において、主として業容拡大に伴う期中採用により、従業員数が増加しております。
３．第24期の１株当たり配当額130円40銭の内、期末配当額65円20銭については、2025年12月23日開催予定の定時
株主総会の決議事項となっております。

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
５．最高・最低株価は、2022年４月４日より東京証券取引所（プライム市場）におけるものであり、それ以前は東
京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

６．第21期より、金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため、
第20期についても百万円単位に変更しております。

７．「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を第21期の期首より適用しておりま

す。国内不動産ファンド事業について同じ方法で処理した場合の第20期の売上高は以下のとおりです。

回次 第20期

決算年月 2021年９月

売上高 （百万円） 31,622
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２【沿革】

年月 事項

2001年11月 東京都世田谷区において有限会社ファイナンシャル・プロダクト・グループとして設立。主にリー

ス事業に係る匿名組合契約に関し顧客紹介等アドバイザリーサービスを行う。

2002年10月 有限会社エフ・ピー・ジーに商号変更し、東京都千代田区平河町に本社を移転

2002年11月 有限会社ＦＰＧに商号変更

2004年２月 株式会社ＦＰＧに組織変更及び商号変更

2004年８月 リース事業に係る匿名組合出資持分の販売を開始

（海上輸送用コンテナを対象としたオペレーティング・リース事業の取扱いを開始）

2005年１月 東京都千代田区丸の内二丁目３番２号に本社を移転

2008年５月 第二種金融商品取引業者の登録完了（注）　登録番号　関東財務局長（金商）第1832号

2008年７月 大阪営業部（現：大阪営業１部・大阪営業２部）を開設

2009年６月 福岡営業所（現：福岡支店）を開設

2009年７月 船舶を対象としたオペレーティング・リース事業の取扱いを開始

2009年10月 名古屋支店を開設

2010年９月 大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に株式を上場（2012年１月上場廃止）

2010年10月 Ｍ＆Ａアドバイザリー業の業務開始（現：Ｍ＆Ａ事業）

2011年４月 航空機を対象としたオペレーティング・リース事業の取扱いを開始

2011年10月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

2012年２月 FPG Asset & Investment Management B.V.を設立（現：当社持分法適用関連会社）

2012年８月 大宮支店を開設

2012年10月 東京証券取引所市場第一部に株式を上場

2012年11月 FPG Asset & Investment Management Asia Pte.Ltd.を設立（現：当社持分法適用関連会社）

2013年３月 株式取得により、第一種金融商品取引業の登録を行う株式会社ＦＰＧ証券を子会社化（現：当社連

結子会社）

2013年４月 宅地建物取引業者の免許取得　免許証番号　国土交通大臣（３）第8421号

2013年６月 株式会社ＦＰＧリアルエステート設立（現：当社連結子会社）

2013年６月 不動産特定共同事業法に基づく許可取得　許可番号　国土交通大臣第１号

2013年８月 不動産関連事業（不動産特定共同事業法に基づく業務）を開始（現：国内不動産ファンド事業）

2013年８月 株式会社ＦＰＧ証券において、証券事業を開始

2013年11月 株式取得により、AMENTUM CAPITAL LIMITEDを、関連会社化

2013年12月 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号に本社を移転

2014年10月 株式取得により、信託業法に基づく、運用型信託会社の免許を有するベルニナ信託株式会社（現:株

式会社ＦＰＧ信託）を子会社化（現：当社連結子会社）し、信託事業を開始

2015年４月 仙台支店、広島支店及び高松支店を開設

2015年５月 株式取得により、持分法適用関連会社であるAMENTUM CAPITAL LIMITED（現:FPG Amentum Limited)

を子会社化（現：当社連結子会社）し、航空機投資管理サービス事業（現：リースファンド事業）

を開始

2015年６月 信託契約代理店の登録完了　登録番号　関東財務局長（代信）第94号

2015年12月 信託契約代理業の業務開始（2025年9月に廃業）

2016年４月 株式会社ＦＰＧ信託の信託機能を活用した不動産小口化商品の提供を開始

2016年６月 札幌支店及び金沢支店を開設

2016年８月 岡山支店を開設

2016年12月 株式会社ＦＰＧ信託の信託機能を活用した航空機リース事業案件の提供を開始
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年月 事項

2019年６月 株式会社ＦＰＧ証券において、投資運用業の登録完了

2019年10月 当社において、プライベートエクイティ事業を開始

2019年11月 株式取得により、北日本航空株式会社を子会社化（現：株式会社オンリーユーエア（当社連結子会

社））し、同社を通じて、航空事業を開始

2020年２月 横浜支店を開設

2020年４月 FPG AIM Americas Inc.を設立（現：当社持分法適用関連会社）

2020年７月 高崎支店を開設

2021年１月 貸金業の登録完了　登録番号　東京都知事（1）第31841号

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行

2022年６月 海外不動産投資商品の提供を開始

2022年12月 英文社名をFinancial Partners Group Co., Ltd.に商号変更（旧社名　Financial Products Group

Co., Ltd.）

2023年11月 株式取得により、株式会社ＡＮＤ ＡＲＴを子会社化（現：株式会社ＡＮＤ ＯＷＮＥＲＳ（当社連

結子会社））し、同社を通じて、共同保有プラットフォーム事業を開始

2023年12月 金融商品仲介業の登録完了　登録番号　関東財務局長（金仲）第1022号

2024年４月 株式会社オンリーユーエアにおいて、プライベートジェット事業を開始

2024年10月 今治営業所を開設

2025年４月 盛岡営業所を開設

2025年５月 株式会社ＦＰＧ証券において、受益証券発行信託による個人投資家向け小口化商品「F.bit」の取扱

いを開始

2025年７月 水戸営業所及び京都営業所を開設

（注）金融商品取引法の施行により、匿名組合出資持分（匿名組合契約に基づく権利）が同法の有価証券とみなされることになったことに伴い、当社の行う匿名組合出資持分の販売

行為が、第二種金融商品取引業に該当することになったため、第二種金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けたものです。
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３【事業の内容】

当社グループは、当連結会計年度末現在、当社（株式会社ＦＰＧ）、連結子会社9社、持分法適用関連会社３

社、非連結子会社944社（注７）から構成されております。各社の当社グループで遂行する事業に係わる位置づけ

及びセグメントとの関連は以下のとおりであります。

報告セグメント 会社名 主な事業

リース
ファンド事業

株式会社ＦＰＧ
合同会社Ｆｂiｔ第１号

リースファンド事業

FPG Asset & Investment Management B.V.
FPG Asset & Investment Management Asia Pte.Ltd.
FPG AIM Americas Inc.

リースファンド事業（注１）

FPG Amentum Limited
ＡＭＥＮＴＵＭ ＡＬＰＨＡ ＬＩＭＩＴＥＤ
その他1社

リースファンド事業（注２）

株式会社ＦＰＧ信託 信託事業（注３）
株式会社ＦＰＧ証券 証券事業（注３）

国内不動産
ファンド事業

株式会社ＦＰＧ 国内不動産ファンド事業
株式会社ＦＰＧ信託 信託事業
株式会社ＦＰＧリアルエステート 不動産賃貸借事業（注４）

海外不動産
ファンド事業

株式会社ＦＰＧ 海外不動産ファンド事業
株式会社ＦＰＧ証券 証券事業（注５）

その他
株式会社ＦＰＧ

M&A事業
プライベートエクイティ事業

株式会社オンリーユーエア 航空事業
株式会社ＡＮＤ　ＯＷＮＥＲＳ 共同保有プラットフォーム事業

（注）１. オペレーティング・リース事業の案件組成サポートを行っております。
２. 航空機投資及び投資管理サービスの提供を行っております。
３. リースファンド事業の案件組成・管理に係るものも含みます。
４. 国内不動産ファンド事業において、マスターリース会社として不動産賃貸借事業を行うものです。
５. 海外不動産ファンド事業の案件組成・管理に係るものも含みます。
６. 各社ごとの連結子会社・持分法適用会社の別、異動の状況は「第１　企業の概況　４.関係会社の状況」

をご参照ください。
７. 上記の他、当連結会計年度末時点で、非連結子会社が944社あります。これらは主にリースファンド事業
において、航空機、船舶又は海上輸送用コンテナを対象としたオペレーティング・リース事業の営業を
行っている会社等であります。

各事業の概要は、以下のとおりであります。

リースファンド事業（オペレーティング・リース事業を含む。）

(1) リースファンド事業の内容

当社グループは、オペレーティング・リース事業案件及び受益証券発行信託案件の投資家への提供並びにその他

リースファンド関連業務により収益を得ております。

　リースファンド事業における収益の大半を占めるオペレーティング・リース事業案件は、当社が組成する海上輸

送用コンテナ、航空機及び船舶を対象としたオペレーティング・リース事業で、主に匿名組合方式又は金銭の信託

方式の形態で提供しております。なお、その事業損益・収支は投資家に帰属します。

　匿名組合方式の場合、匿名組合の営業者となる特別目的会社である当社子会社（ＳＰＣ）が、リース物件を取得

し、オペレーティング・リース事業を行います。 当社は当該リース事業に係る匿名組合出資持分の私募の取扱いを

行うほか、リース開始時点で、当社が一時的に匿名組合出資持分を立替取得し、貸借対照表に「商品出資金」とし

て計上し、当該持分を投資家に譲渡いたします。

　金銭の信託方式の場合、当社が信託の受託者である株式会社ＦＰＧ信託に金銭を信託し、同社は、特定金外信託

契約に基づき、当社が信託した金銭をもってリース物件（航空機）を取得し、オペレーティング・リース事業を行

います。当社は、当該特定金外信託契約に係る信託受益権の未販売相当額を、貸借対照表に「金銭の信託（組成用

航空機）」として計上し、信託受益権を投資家に譲渡いたします。

　当社グループは、案件の組成、管理、投資家への匿名組合出資持分及び信託受益権の販売をすることで、当社子

会社（ＳＰＣ）又は信託及び投資家から収受する手数料を売上高に計上しております。
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当社のリースファンド事業案件の大部分を占める匿名組合方式の内容を事業系統図等で示すと以下のとおりです。な
お下記説明は、案件によって異なる場合があります。

 

 
（本書における「オペレーティング・リース事業」とは、主に以下の要素を持つ一連の仕組みを指し、一般に「日本型オペレーティング・

リース」と呼ばれております。なお、本説明は、匿名組合方式を前提としたもので、当社の事業内容をご理解いただくための概要を記載し

ており、案件によって仕組みが異なる場合があります。

・当社子会社（ＳＰＣ（注１））が、投資家との間で匿名組合契約（注２）を締結し、出資を受け入れ、また金融機関から借入（ノンリ

コースローン（注３））により資金調達を行う。

・調達した資金により海上輸送用コンテナ、船舶及び航空機といった物件を取得し、オペレーティング・リースにより賃貸を行う。

　リース期間終了後リース物件を売却する（注４、注５）。

・投資家は、リース期間中は当該事業の損益を、投資家自身の決算に取り込むことで、税の繰り延べ効果を享受でき（注６）、リース物

件売却によるキャピタルゲインも享受できる。

 
（注）１ 当社では、オペレーティング・リース事業を行うに際して、当該事業の損益及び収支等を明確にするために、個別案件ごとに

ＳＰＣを利用しております。

         なお、当社は、当社子会社（ＳＰＣ）から、組成、販売、管理のリース事業の運営に必要な全ての業務を受託し、当社が代わ

りに業務を行うことで、当社子会社（ＳＰＣ）から、手数料を得ております。当社子会社（ＳＰＣ）は、匿名組合の出資総額

及びリース料から、当該手数料を支払います。当社の子会社及び関連会社が、オペレーティング・リース事業案件の組成サ

ポート及び管理を行う場合、当社子会社（ＳＰＣ）から手数料を得ております。

２ 匿名組合とは、商法第2編第4章に規定されており、匿名組合契約とは、匿名組合員が営業者の行う事業のために出資をなし、

その事業により生ずる損益を分配することを約する契約です。そのため、匿名組合事業から発生する損益は、全て匿名組合員

に帰属します。

３ ノンリコースローンとは、返済原資を借入人（営業者）が保有する特定の資産から生ずる将来のキャッシュ・フロー（リース

料や資産の売却代金を含む。）に限定し、借入人の他の資産に遡及させないローンをいいます。

４ 賃借人にリース終了時に予め定められた価格でリース物件を買い取ることができる購入選択権（Call Option）が付与される

案件と付与されない案件があります。

５ 案件によって、出資と借入の比率は異なりますが、一般的には、リース物件価格の約３割程度が出資の目安となります。また

借入による資金調達がない場合もあります。

６ 営業者の損益は、リース期間前半には、定率法等を選択することにより、減価償却費等の費用が、収益よりも先行して発生す

るため赤字となる傾向にあり、一方、リース期間後半には減価償却費等が減少するため、黒字となる傾向があることから、営
業者にとって税の繰り延べ効果が発生します。投資家は、匿名組合契約に基づき、出資割合に応じた事業損益の分配を受ける
ことで、この税の繰り延べ効果を享受することが可能となります。
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業務の流れの概要

内容 業務の説明

１．案件受注
　入札又は個別交渉により、航空会社、航空機リース会社、海運会社等の賃借人
からリース事業を受注します。

２．案件組成

当社子会社（ＳＰＣ）が、当社又は投資家との間で匿名組合契約を締結し、営

業者となって、出資を受け入れ、また金融機関から借入（ノンリコースローン）

により資金調達を行い、リース物件を取得し、オペレーティング・リース事業を

開始します。

３．私募の取扱い

　　又は出資持分譲渡

＜私募の取扱い＞

リース開始日以前は、投資家に対して匿名組合出資持分（匿名組合契約に基づ

く権利）の取得勧誘（販売）を行います。この勧誘行為は、金融商品取引法上、

有価証券の私募の取扱いに該当します。

＜出資持分譲渡＞

リース開始日以後、匿名組合出資持分の未販売分がある場合には、当社が当該

持分を取得し、投資家に対して当該持分を譲渡（販売）し、匿名組合契約の地位

譲渡を行います。この譲渡行為は、金融商品取引法上の有価証券の売買に該当し

ます。

４．案件管理 オペレーティング・リース事業の運営に係る管理業務を行います。

５．リース物件売却
リース期間満了後、リース物件の売却、借入金の返済等を行い、残余財産を投

資家に分配します。

 

計上される売上の概要

当社グループは、子会社（ＳPＣ）から収受する各種手数料・報酬を以下の区分に応じて売上計上しておりま

す。

内容 売上計上時期

①　案件組成に対する手

　　数料

「私募の取扱い」の場合

当社子会社（ＳＰＣ）が、投資家から匿名組合契約に基づく出資を受け入れ、

リースを開始した時点

「出資持分譲渡」の場合

当社が、投資家と匿名組合契約の地位譲渡契約を締結し、投資家から譲渡代金

の入金があった時点

②　匿名組合出資持分を

　　販売することに対す

　　る手数料

③　管理業務を行うこ

　　とに対する手数料
管理期間に対応した額を売上計上

④　リース物件を売却

　　することに対する

　　手数料

　　（成功報酬含む）

リース物件を売却した時点

（注）１．上記手数料①②について、案件組成時に収受しますが、売上計上時期まで、契約負債に計上しております。

（注）２．上記には連結決算上、内部取引として消去される取引は含めておりません。

国内不動産ファンド事業

当社グループは、主に国内不動産を対象とした株式会社ＦＰＧ信託（以下「ＦＰＧ信託」）の信託機能を活用し

た不動産小口化商品の投資家への提供及びその他関連業務により収益を得ております。また、不動産を小口化せず

に一棟で販売する場合もあります。

不動産小口化商品は、当社が対象不動産又は対象不動産を信託財産とする信託受益権を取得し、ＦＰＧ信託に対

象不動産を信託又は受託者変更して小口化した信託受益権を投資家に譲渡することで、対象不動産から生じる損益

等が、受益者である投資家に帰属する仕組みであります。当社は、信託受益権の未販売相当額を、「組成用不動

産」として、貸借対照表に計上し、投資家に譲渡いたします。

当社グループは、対象不動産又は対象不動産を信託財産とする信託受益権の取得及び信託受益権の投資家への譲

渡、運用指図を含む一連の業務を通じて、信託受益権の譲渡価額や信託財産から収受する手数料等の収益を売上高

に計上しております。

当社グループが提供する信託機能を活用した不動産小口化商品の内容を事業系統図等で示すと以下のとおりです。

なお、本説明は、当社の事業内容をご理解いただくための概要を記載しており、商品によって、仕組みが異なる場

合があります。
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・投資家は、当該不動産小口化商品に投資することで、不動産の運用によるインカムゲイン及び不動産の売却によるキャピタルゲイン
の享受が可能です。付随して、不動産小口化商品の相続税や贈与税の税務面におけるメリットも期待できます。

 

業務の流れの概要

内容 業務の説明

１．対象不動産取得
当社が事業に適格な対象不動産又は対象不動産を信託財産とする信託受益権を

選定し取得します。

２．信託の設定・変更

当社が対象不動産を取得した場合は、当社は委託者となり、取得した対象不動

産を、受託者となるＦＰＧ信託に信託し、当初受益者として信託契約で定められ

た個数の信託受益権を取得します。

当社が対象不動産を信託財産とする信託受益権を取得した場合は、受託者をＦ

ＰＧ信託に変更し、信託変更契約で定められた個数の信託受益権を取得します。

３．対象不動産の運用指図
当社は委託者として信託財産である対象不動産の運用管理について受託者であ

るＦＰＧ信託に指図を行います。

４．対象不動産の賃貸

ＦＰＧ信託は信託財産である対象不動産を株式会社ＦＰＧリアルエステートに

マスターリースし、同社が各テナントに転貸します。またＦＰＧ信託は管理会社

に建物管理業務とテナント管理業務を委託します。

５．信託受益権の譲渡 当社は、信託受益権を複数の投資家に譲渡します。

６．配当
ＦＰＧ信託は、信託決算を行い、受益者に受益権保有個数に応じた配当を分配

します。

７．対象不動産の売却

ＦＰＧ信託は、一定期間経過後、当社の指図に従い、不動産を売却します。

ＦＰＧ信託は、売却収入から売却に伴う諸経費を控除した金額を、受益権保有

個数に応じて受益者に交付し、信託契約を終了します。
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計上される売上の概要

当社グループは、信託受益権の譲渡対価や信託財産から収受する各種手数料・報酬を以下の区分に応じて売上計

上しております。

内容 売上計上時期

①　信託受益権の譲渡対価
当社が信託受益権を投資家に譲渡した時点で、信託受益権の譲渡価額を売上高

に、信託受益権の簿価を売上原価に計上

②　事業の管理等を行うこ

とに対する報酬（信託事

務に対する信託報酬、対

象不動産等の管理等に関

して指図を行うことに対

する委託者報酬等）

管理期間に対応した額を売上計上

③　対象不動産の売却処分

を行ったことに対する事

務手数料・成功報酬

不動産を売却した時点

　　（注）上記には連結決算上、内部取引として消去される取引は含めておりません。

海外不動産ファンド事業

当社グループは、海外不動産を対象とした集団投資事業案件の投資家への提供その他関連業務により収益を得てお

ります。

海外不動産を対象とした集団投資事業案件は、当社グループが組成する米国不動産を対象とした集団投資事業案件

に投資家が投資することで、その事業損益・収支が投資家に帰属するもので、任意組合方式の形態で提供しておりま

す。

当該集団投資事業案件は、当社を業務執行組合員、株式会社ＦＰＧ証券（以下「ＦＰＧ証券」）を一般組合員と

して、米国リミテッドパートナーシップへの出資を通じて米国不動産事業に対して投資する民法第667条第1項に基

づく任意組合を設立し、任意組合への出資時点で、ＦＰＧ証券が取得する任意組合出資持分を、貸借対照表の「商

品出資金」に計上するとともに、投資家に譲渡いたします。

当社グループは、案件組成、管理、投資家への任意組合出資持分の販売をすることで、任意組合から収受する手数

料等の収益を売上高に計上しております。

　当社グループが提供する集団投資事業案件の内容を事業系統図等で示すと以下のとおりです。なお、本説明は、

当社の事業内容をご理解いただくための概要を記載しており、案件によって、仕組みが異なる場合があります。

・投資家は、当該事業の損益を、投資家自身の決算に取り込むことで、海外不動産の運用によるインカムゲイン及び海外不動産の売却に

よるキャピタルゲインの享受が可能です。また、投資対象国の特性により、一定の場合には、税の繰り延べ効果も享受できます（注）
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（注）　米国不動産は、物件全体に占める償却資産である建物の割合が高いこと、及び築年数が経過した中古不動産でもその資産価値

が高く維持される傾向があるという投資対象国の特性から、減価償却費が収益より先行して計上される傾向があり、この場合、

税の繰り延べ効果を享受することが可能となります。

 

業務の流れの概要

内容 業務の説明

１．米国不動産の選定 当社が事業に適格な米国不動産を選定します。

２．案件組成

業務執行組合員である当社と一般組合員であるＦＰＧ証券との間で民法第667

条第１項に基づく任意組合契約を締結し、任意組合を設立します。

任意組合は、米国不動産を保有し賃貸事業を行う米国籍のリミテッドパート

ナーシップ（以下「ＬＰＳ１」という。）の出資持分を保有する米国籍のリミ

テッドパートナーシップ（以下「ＬＰＳ２」という。）への出資を通じ、米国

不動産に投資します。ＬＰＳ１はＬＰＳ２からの出資金や金融機関からのノン

リコースローンを原資に米国不動産を購入します。

ＬＰＳ１は米国不動産を賃貸し、管理会社に管理業務を委託します。

３．譲渡
ＦＰＧ証券は、投資家との間で組合契約地位譲渡契約を締結し、投資家に任

意組合契約の地位譲渡を行います。

４．投資一任契約・

　　事業運営

業務執行組合員である当社及びＬＰＳ２のＧＰは、ＦＰＧ証券と投資一任契

約を締結し、出資金の運用を行う権限の全部を投資運用業者であるＦＰＧ証券

に委託し、ＦＰＧ証券は、当該権限に基づき投資判断を行います。

業務執行組合員である当社は事業の運営を行います。

５．米国不動産の売却

一定期間経過後、投資運用業者であるＦＰＧ証券が米国不動産の売却の検証

を行い相当と判断したときに、業務執行組合員であり、ＬＰＳ１及びＬＰＳ２

のＧＰの親会社である当社が米国不動産の売却等業務を行います。物件売却損

益等任意組合の残余財産は投資家へ、出資持分に応じて最終分配されます。

 

計上される売上の概要

当社グループは、任意組合やＬＰＳ２から収受する各種手数料・報酬を以下の区分に応じて売上計上しており

ます。

内容 売上計上時期

①　案件組成に対する手

　　数料

ＦＰＧ証券が、投資家と任意組合契約の地位譲渡契約を締結し、投資家から譲

渡代金の入金があった時点②　任意組合出資持分を

　　販売することに対す

　　る手数料

③　事業運営業務を行う

　　ことに対する手数料
管理期間に対応した額を売上計上

④　リース物件を売却

　　することに対する

　　成功報酬

リース物件を売却した時点

（注）１．上記手数料①②について、案件組成時に収受しますが、売上計上時期まで、契約負債に計上しております。

 （注）２．上記には連結決算上、内部取引として消去される取引は含めておりません。

（注）３. 上記手数料①③④には、投資一任報酬が含まれております。
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航空事業

航空運送事業者及び航空機使用事業者として、主として個人富裕層及び法人向けのプライベートジェット事業、

及び離島に所在する病院へのドクター搬送に特化したチャーターフライト事業を行い、収益を得ております。

共同保有プラットフォーム事業

アート作品、スーパーカー等の実物資産の共同保有プラットフォームサービス事業を行い、収益を得ております。

Ｍ＆Ａ事業

主に、顧客の事業の売却等に関して、アドバイザリー契約を締結し、手数料を得るとともに、事業の売却等が成

約した際には、所定の成功報酬を得ております。

プライベートエクイティ事業

将来的に投資により取得した事業会社の発行する株式等又はプライベートエクイティファンドへの出資に係る持

分を売却し、譲渡収益を獲得することを目的とする投資活動を行っております。

信託事業

顧客との間で締結した信託契約に基づき、信託財産の運用・管理を行うことで、手数料・報酬を得ております。

なお、事業別売上高の計上に際しては、当社のオペレーティング・リース事業及び不動産小口化商品の案件組成サ

ポート・管理に関するサービスからの売上高は、それぞれリースファンド事業の売上高及び国内不動産ファンド事

業の売上高に含めることとしております。

証券事業

　当社が組成したオペレーティング・リース事業案件及び海外不動産を対象とした集団投資事業案件に係る任意組

合出資持分の引受けや、投資一任契約を締結し、顧客の受託資産に関する金融商品の価値等の分析に基づく投資判

断その他受託資産の管理及び運用の指図に関する判断を行うことで、収益を得ております。なお事業別売上高の計

上に際しては、当社のオペレーティング・リース事業の案件に関するサービスからの売上高はリースファンド事業

の売上高に、海外不動産を対象とした集団投資事業案件からの売上高は海外不動産ファンド事業の売上高に含める

こととしております。
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４【関係会社の状況】
 

名称 住所 資本金
主要な事業

の内容

議決権の

所有割合
関係内容

（連結子会社）    　(％)  

株式会社ＦＰＧ証券（注１)
東京都

千代田区

12,699

百万円

証券事業
（注３）

100.0

業務受託
資金借入
役員の兼任あり
（注３）

FPG Amentum Limited アイルランド
500,000

ユーロ

リース
ファンド事業
（注４）

86.9
役員の兼任あり
（注４）

株式会社ＦＰＧ信託（注２）
東京都

千代田区

100

百万円
（注５） 100.0

業務受託

役員の兼任あり

（注５）

株式会社オンリーユーエア
東京都

千代田区

25

百万円
（注６） 100.0

業務受託

資金貸付

役員の兼任あり

（注６）

株式会社ＦＰＧリアルエステート
東京都

千代田区

10

百万円

不動産
賃貸借事業
（注７）

100.0
業務受託

（注７）

株式会社ＡＮＤ　ＯＷＮＥＲＳ
東京都

千代田区

96

百万円
（注８） 80.0

業務受託

資金貸付

役員の兼任あり

（注８）

ＡＭＥＮＴＵＭ ＡＬＰＨＡ　　　　

ＬＩＭＩＴＥＤ
アイルランド

100

米ドル
（注９） (注12) （注９）

合同会社Ｆｂｉｔ第１号
東京都

千代田区

1

百万円
(注10) 100.0

業務受託

役員の兼任あり

(注10)

その他１社      

（持分法適用関連会社）

オランダ

 

33,000

ユーロ
（注11） 25.0 （注11）FPG Asset & Investment

Management B.V.

FPG Asset & Investment Management

Asia Pte.Ltd.
シンガポール

80,000
シンガポー
ルドル

（注11） (注13) （注11）

FPG AIM Americas Inc.
アメリカ合衆

国

250,000

米ドル
（注11） (注13) （注11）

 （注）１．特定子会社に該当いたします。

２. 有価証券届出書の提出会社に該当いたします。

３．リースファンド事業及び海外不動産ファンド事業の案件組成・管理に係るものも含みます。

４．航空機投資管理サービスの提供を行っております。

５．信託事業を行っており、当社のリースファンド事業及び国内不動産ファンド事業の案件組成・管理に係る

ものも含みます。

６．航空事業を行っております。

７．国内不動産ファンド事業において、マスターリース会社として不動産賃貸借事業を行っております。

８．共同保有プラットフォームサービス事業を行っております。

９．2024年10月に設立し、リースファンド事業において、航空機投資サービスの提供を行っております。

10．2025年4月に設立し、リースファンド事業において、受益証券発行信託による受益証券を取り扱っており

ます。

11．リースファンド事業において、オペレーティング・リース事業の案件組成サポートを行っております。

12．FPG Amentum Limitedが100％の議決権を有しております。

13．持分法適用関連会社のFPG Asset & Investment Management B.V.が100％の議決権を有しております。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

2025年９月30日現在

従業員数（人）

383

（注）１．従業員数は、就業人員であります。

　　　２．当社グループは、事業の報告セグメントを「リースファンド事業」、「国内不動産ファンド事業」及び

「海外不動産ファンド事業」としておりますが、人員につきましては、当該セグメント別の管理を行っ

ておりません。

 

(2）提出会社の状況

   2025年９月30日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

309 41.4 4.9 10,187

（注）１．従業員数は、就業人員であります。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．当社は、事業の報告セグメントを「リースファンド事業」、「国内不動産ファンド事業」及び「海外不

動産ファンド事業」としておりますが、人員につきましては、当該セグメント別の管理を行っておりま

せん。

 

(3）労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 

(4）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

①　提出会社

管理職に占める

女性の割合(％)

男性の育児休業

取得率(％)

男女の賃金の差異(％)

全労働者 正規雇用労働者
非正規雇用

労働者

6.3 100.0 56.1 57.3 27.1

（注） １．対象期間は、2025年９月期(2024年10月１日～2025年９月30日)です。

２．集計対象には、社外から受け入れた出向者を除き、社外への出向者を含んでおります。

３．賃金は、給与、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

４．「管理職に占める女性の割合」及び「男女の賃金の差異」は、「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出しております。

５．「男性の育児休業取得率」は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律」(平成３年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律施行規則」(平成３年労働省令第25号)第71条の６第２号における育児休業等

及び育児目的休暇の取得割合を算出しております。

 

　　　このうち、男女の賃金の差異については、当社では同一雇用形態において男女の賃金に差を設けていないた

　　め、主に等級別の人員構成の差によるものです。当社では、女性従業員に対して管理職や職責の大きい業務への

　　挑戦を促すことや、全従業員を対象とした育児や介護との両立支援策の拡充及び利用促進等に取り組み、男女賃

　　金差異の解消を進めてまいります。

 

②　連結子会社

　　　いずれの事項につきましても、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）

　　及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

　　定による公表をしないため、記載を省略しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

（1）経営方針

　当社は、「金融で未来を拓く」を企業理念に掲げ、「小口化」という仕組みによる新たな投資の選択肢を提案

し、多くのお客さまに本当に価値ある資産をお届けしております。

　上記の企業理念のもと、当社グループは今後も企業価値の向上に努めてまいります。

（2）経営環境、中長期的な経営戦略及び優先的に対処すべき課題

　当連結会計年度は、主力のリースファンド事業、国内不動産ファンド事業及び海外不動産ファンド事業において、

お客さまの旺盛な需要に応える形で積極的な販売を推進してまいりました。その結果、売上高は129,764百万円と過

去最高（注１）を更新し、親会社株主に帰属する当期純利益は18,156百万円となりました。また、当社は株主の皆さ

まへの利益還元を重要な経営課題と認識しており、当連結会計年度は配当金のお支払いに加えて、20億円を上限とす

る自己株式の取得を期初に公表し、期中に782,500株の自己株式の取得を完了いたしました。

　このように、収益性の拡大と資本の効率性の改善に取り組んだ結果、当期のROE（自己資本利益率）は32.9%と、市

場平均を大幅に上回る結果となり、これらの取り組みが評価されたことで、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄

に、２年連続で選定されました。

　2026年9月期は、さらなる事業成長と収益性の向上に取り組むことで、過去最高益（注２）の更新を目指してまい

ります。

（注１）過去最高売上高：2024年9月期　107,781百万円

（注２）過去最高益：2024年9月期　営業利益28,633百万円、経常利益28,909百万円、親会社株主に帰属する当期純利益20,457百万円

　中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題は、以下のとおりであります。

　前年度の有価証券報告書に掲げた事業運営方針では、リースファンド・不動産ファンド（国内・海外）分野でリー

ディングカンパニーとしての地位を維持・獲得し、連結ベースでの過去最高益の更新の継続を目指すとともに、企業

価値向上のためのSDGs(持続可能な開発目標）への取り組みを進めるものとしておりました。

　2025年9月期においては、出資金販売額や不動産商品販売額が過去最高を大幅に更新する等、販売が好調に推移す

る中、出資金販売額に対する手数料総額が低い短期フルエクイティ案件の販売構成比が増加したこともあって、リー

スファンド事業の売上高が前年度の横ばいとなったものの、国内不動産ファンド事業における不動産商品販売額の増

加が牽引し、連結売上高は過去最高を更新する129,764百万円となりました。

　一方で、短期フルエクイティ案件の販売構成比の増加により、リースファンド事業の売上総利益は前年度に比べ減

少し、さらに、原価率の高いプレミアム大規模案件の販売構成比が高まったことや、市場先高観のある開発案件（高

級賃貸マンション）販売の来期持ち越しもあって、国内不動産ファンド事業において売上高増加に見合う売上総利益

増加とならなかったこと等により、売上総利益は36,046百万円となりました。

　売上総利益の減少により、営業利益は25,417百万円、経常利益は26,493百万円及び親会社株主に帰属する当期純利

益は18,156百万円となり、過去最高益の更新はなりませんでした。
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　当社グループは引き続き下記事業運営方針に従い、さらなる成長に向けて、各種施策を実施してまいります。

　事業運営方針の概要は、以下のとおりであります。

＜方針＞

 ・リースファンド・不動産ファンド（国内・海外）分野でリーディングカンパニーとしての地位を維持・獲得

 ・第４の柱の構築

＜戦略＞

・成長を支える体制の強化（営業体制の拡充、人員増強と育成）

・DXの推進（事業領域の拡大、UXの改善、業務効率化の推進）

・FPG証券、FPG信託等FPGグループ各社のリソースを活用した新たな商品サービスの創出

・SDGsへの取り組みの継続

＜コミットメント＞

・毎期の増収増益を目指す

・配当性向（連結）50％を目安とする株主還元方針を維持

・ステークホルダーへの貢献

　なお、当社グループのSDGs（持続可能な開発目標）への取組状況は、「第２　事業の状況　２. サステナビリティ

に関する考え方及び取組　（１）サステナビリティ共通　④指標及び目標」をご参照ください。

２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組の状況は、次のとおりです。

（1）サステナビリティ共通

①ガバナンス

　当社グループは、株主をはじめ、顧客・従業員・地域社会等の各種のステークホルダーの立場を踏まえた上

で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う仕組みであるコーポレート・ガバナンスの強化が、企業の持続

的な成長と中長期的な企業価値の向上のために重要であるとの認識に立ち、そのための経営体制の実現に取り組

んでおります。

　こうした中、当社グループはサステナビリティ基本方針を制定し、同方針のもと、中長期的な企業価値向上の

観点から、サステナビリティを意識した経営及びサステナビリティを巡る具体的な取り組みを推進しておりま

す。

　具体的には、サステナビリティ基本方針にて、SDGsに関連した4つの重点項目（地域経済・地域社会への貢

献、地球環境にやさしい取り組みの実践、人権・ダイバーシティの尊重及び人材育成・働き方の改革、ガバナン

スの強化）を設定しており、これらの取組の進捗状況を経営企画部にてモニタリングし、その結果については取

締役会に報告する体制を構築しております。

②リスク管理

　当社グループではサステナブルな企業経営を実現するために、経営上のリスクの把握、監視、評価といったリ

スク全般に係る事項について定期的に検討・審議を行う「リスクマネジメント委員会」を設置する等、リスク管

理体制の強化に努めております。

　リスクマネジメント統括部署であるリスク管理部は、当社グループの企業価値の毀損に繋がる恐れのあるリス

ク（気候変動リスクを含む）の状況や予兆を監視するために、当該リスクが所在する業務を所管する部署に対し

てヒアリング等を実施したうえで資料を作成し、定期的にリスクマネジメント委員会に報告しております。これ

を受けて、リスクマネジメント委員会では（1）主要リスクのモニタリング、（2）当社グループの事業特性・リ

スクプロファイル等の変化を踏まえた主要リスクの見直し、（3）リスクに対する必要な対策の検討及び対策実

施の検証について審議する等、総合的にリスクの監督及び管理を行っております。そして、リスクマネジメント

委員会にて報告・審議された内容については、取締役会に報告されております。

③戦略

　当社グループは、中長期的な企業価値向上の観点から、サステナビリティを意識した経営及びサステナビリ

ティを巡る具体的な取り組みを推進していくために、2021年10月に「サステナビリティ基本方針」を制定いたし

ました。

「サステナビリティ基本方針」の内容は次のとおりです。

＜サステナビリティ基本方針＞

　ＦＰＧグループは、「金融で未来を拓く」という企業理念の下、事業活動を通じて、持続可能な社会の実現と

企業価値の向上を目指しております。取り組みにあたっては、「Environment（環境）」、「Social（社

会）」、「Governance（ガバナンス）」を意識した経営をステークホルダーの皆さまと推進してまいります。こ
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れに伴い、“SDGs（Sustainable Development Goals）”（持続可能な開発目標）の達成に貢献できるように、

SDGsに関連した4つの重点項目を設定し、積極的に取り組んでまいります。

（4つの重点項目）

1. 地域経済・地域社会への貢献

2. 地球環境にやさしい取り組みの実践

3. 人権・ダイバーシティの尊重及び人材育成・働き方の改革

4. ガバナンスの強化

④指標及び目標

　当社グループは、サステナビリティを意識した経営を推進するために、「サステナビリティ基本方針」のSDGs

に関連した4つの重点項目について取り組むべき事項を定めており、具体的な取り組み事例は次のとおりとなり

ます。

 

（2）気候変動への対応

　気候変動問題は、持続可能な社会を実現するために解決すべき重要な課題です。当社グループは、企業が今後

存続していくためには、事業活動を通じてその課題の解決に取り組むことが重要であると考えております。

①ガバナンス

　当社で想定される気候変動リスクについては、リスクマネジメント統括部であるリスク管理部が担当するリス

クマネジメント委員会（委員長：代表執行役員）にて、検討・審議を行います。リスクマネジメント委員会の報

告・審議内容は取締役会に報告されます。

②リスク管理

　当社で想定される気候変動リスクに対し、該当リスク部署がリスク評価及びアクションプランの策定・実施等

を行い、リスク管理部にて取り纏めのうえ、リスクマネジメント最高責任者である当社代表執行役員を委員長と

するリスクマネジメント委員会に定期的に状況を報告します。リスクマネジメント委員会にて報告内容を蓄積

し、気候変動リスクに対する取組につき継続的な改善を図ります。
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③戦略

a.シナリオの選択・事業インパクト評価

 

b.想定されるリスクと影響

 

c.想定される機会と影響
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④指標と目標

a.CO2排出量

b.目標

　近年、様々な産業で脱炭素への取り組みが求められていることから、当社においても地球環境にやさしい取り

組みを進め、今後、必要なデータの収集と分析を行い、気候変動リスクに関する指標・目標等TCFDの枠組みに

沿った情報開示の充実に努めて参ります。

 

（3）人的資本・多様性

①戦略

　当社グループは、サステナビリティ基本方針で定めた重点項目の一つに「人権・ダイバーシティの尊重及び人

材育成・働き方の改革」を掲げており、2023年10月に「ダイバーシティ及び人材育成基本方針」を制定いたしま

した。

「ダイバーシティ及び人材育成基本方針」の内容は次のとおりです。

＜ダイバーシティ及び人材育成基本方針＞

　私たちは、多様な金融商品・サービスを通じてお客さまの課題を解決し、お客さまの夢の実現に貢献する

ファイナンシャルパートナーです。これからも創造性豊かな独自の金融商品やサービスの提供を通じて、挑戦

するお客さまに寄り添いながら、強く豊かな社会の創造に貢献します。このために多様な価値観を尊重し合え

る人材の育成及び多様な人材が活躍できる職場環境の整備を推進します。

1. 多様な人材の活躍推進：国籍、人種、宗教、性別、性的指向・性自認、障がい、年齢に関わらず、多様な人

材の採用・育成・登用を推進し、全ての従業員に対して社内のあらゆる制度を公正に運用します。

2. キャリア形成支援：従業員一人ひとりのキャリア形成と能力開発を支援し、個人の保有する能力及び個性が

発揮できる組織づくりを促進します。

3. 仕事と生活の調和支援：従業員一人ひとりの情況に合わせ、多様で柔軟な働き方ができるよう、仕事と生活

の調和を支援します。

4. 企業風土・文化の創造：従業員一人ひとりが本方針に共感し、目的を理解することで、多様な人材が活躍で

きる企業風土を醸成し、企業文化を創造します。
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②指標及び目標

　当社グループは、人材育成・社内環境整備に係る重点項目と指標を掲げて、人的資本・多様性の取り組みを推

進しております。

重点項目 指標
実績

（2025年9月期）

多様な人材の活躍推進

女性社員比率（単体） 38.7％

女性採用比率（単体） 43.3％

女性管理職比率（単体） 6.3％

育児休業後の復職率（単体） 100.0％

障がい者雇用率（単体） 2.1％

キャリア形成支援 資格取得支援制度利用率（単体） 45.1％

仕事と生活の調和支援

月平均残業時間（注1）（単体） 12.3時間

年次有給休暇取得率（単体） 70.8％

男性の育児休業取得率（単体） 100.0％

企業風土・文化の創造 ― ―

（注1）管理職を除く（時間管理対象者のみ）

（注2）人材育成・社内環境整備は連結子会社各社で行われていますが、規模・制度の違いから一律に記載せず、

人材の大多数が所属する当社単体について開示しています。

（注3）目標については今後の検討課題とし現時点では開示しておりません。

３【事業等のリスク】

当社グループの業績及び財政状態等に重要な影響を及ぼす可能性のある主要なリスクは以下のとおりです。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1）リースファンド事業のリスクについて

オペレーティング・リース事業案件について

当社は、匿名組合方式、金銭の信託方式等によるオペレーティング・リース事業案件の組成及び管理並びに

投資家への匿名組合出資持分・信託受益権の販売を行うことで、手数料等の収益を得ております。投資家に帰

属するオペレーティング・リース事業の事業収支・損益が、当初想定したものよりも悪化し、損失が発生する

場合や、税制の変更などにより、投資家の期待に沿えない場合など、投資家の投資意欲が減退し、今後の出資

金販売額が減少する等して、当社の手数料等の収益が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性があ

ります。

オペレーティング・リース事業の事業収支・損益が、当初想定したものよりも悪化する主な要因として、①

為替変動、②リース物件賃借人のリース料支払の不履行、③将来のリース物件の価額変動があげられます。①

については、将来のリース物件の売却や投資家への出資金等の償還が外貨で行われる場合で、リース組成時点

よりも為替レートが円高傾向にある場合に、円換算後のオペレーティング・リース事業の事業収支・損益が悪

化し、投資家が損失を被る可能性があります。②については、賃借人が法的倒産手続の開始を含む何らかの理

由で当社子会社（ＳＰＣ）又は受託者に対して契約条件どおりにリース料を支払わない場合、オペレーティン

グ・リース事業の事業収支・損益が悪化して、投資家が損失を被る可能性があります。③については、リース

期間終了時に賃借人がリース物件を購入しない場合には、当社子会社（ＳＰＣ）又は受託者は市場を通じて第

三者にリース物件を売却又は再リースを行うことになりますが、当初想定したリース物件の売却価額より低い

価額で売却する場合又は再リースの条件によっては、オペレーティング・リース事業の事業収支・損益が悪化

し、投資家が損失を被る可能性があります。

当社グループは、当該リスクへ対応するため、オペレーティング・リース事業のリスクを投資家に十分に説

明するとともに、賃借人のリース料支払の不履行リスクを減少させるため、賃借人には、信用力の高い世界的

に大手の海運会社、航空会社及びリース会社を選定しております。また、リース物件価格の変動リスク等に対

処するため、当社グループのリース物件のリマーケティング能力を向上させるとともに、案件によっては、

リース物件の売却価額について、残価保証会社による残価保証を利用することにより一定額以上でのリース物

件の換価を確保する等の対策を行っております。なお、税制の変更については「(5)法的規制について」をご参

照ください。

 

当社グループが一時的に取得する匿名組合出資持分又は信託受益権について

当社グループは、オペレーティング・リース事業の組成時に、投資家に譲渡することを前提に匿名組合出資

持分（以下「出資持分」といいます。）を一時的に取得する場合があり、当該出資持分を（連結）貸借対照表

に「商品出資金」として計上いたします。また、金銭の信託方式の場合、信託受益権の未販売相当額を、（連

結）貸借対照表に「金銭の信託（組成用航空機）」として計上いたします。
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出資持分又は信託受益権を投資家へ譲渡するまでに、リース物件の価値の下落、賃借人の信用の悪化、為替

相場が円高になる等の事由により当該出資持分又は信託受益権の価値が低下し、実質的に損失が発生する場合

には、当社は当該出資持分又は信託受益権の価額を切り下げたうえ、損失を計上する可能性があり、当社グ

ループの業績に影響を与える可能性があります。

当社は出資持分を投資家に円建で譲渡する場合、譲渡価格をオペレーティング・リース事業案件の組成時点

の為替レートの水準を基礎として決定しております。このため、当該匿名組合出資案件の組成後に急激に為替

相場が円高傾向になった場合には、譲渡価格が、譲渡時点における為替レートの水準で算定される出資持分の

価格に比して割高になり、投資家の投資意欲が減退し、当該出資持分を購入する投資家が減少する等の事由に

より、当初の販売計画に遅れが生じ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

また、譲渡する投資家を最終的に見つけることができなかった場合には、当社グループが投資家として、オ

ペレーティング・リース事業案件に関与することになるため、リース物件の価額の下落等の事情が生じる場合

等において、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

当社グループは、保有する出資持分又は信託受益権について、賃借人には信用力の高い世界的に大手の海運

会社、航空会社及びリース会社を選定し、短期間で投資家に譲渡することが可能な案件の組成に努めておりま

す。

 

特定業種への依存について

リースファンド事業におけるオペレーティング・リース事業案件のリース物件は、航空機、海上輸送用コン

テナ及び船舶であり、航空業界及び海運業界の設備投資動向にオペレーティング・リース事業案件の組成動向

が影響を受ける可能性があり、結果として当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

また、海運業界や航空業界の業績次第では、投資家の賃借人に対する信頼度の低下や、リース期間終了時の

物件売却価額の低下が生じる可能性があるため、投資家の投資意欲が減退し、出資金販売額が減少する等し

て、当社の収益が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

(2）国内不動産ファンド事業のリスクについて

国内不動産ファンド事業について

当連結会計年度の国内不動産ファンド事業においては、主に国内不動産を対象とした不動産小口化商品を投

資家へ販売することにより収益を得ております。

不動産市況等の経済環境の急激な変化、自然災害、対象不動産の稼働状況の低下により、対象不動産の収益

性・流動性が当初想定したものより悪化する場合や税制の変更などにより、投資家の期待に沿えない場合に

は、投資家の投資意欲が減退し、今後の不動産小口化商品販売額が減少する等して、当社グループの収益が減

少し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

なお、当社グループは、当該リスクへ対応するため、当該不動産小口化商品のリスクを投資家に十分に説明

するとともに、不動産の収益性・流動性を確保するべく、投資対象とする国内不動産の投資方針を定め、その

方針に合致する優良物件を厳選のうえ取得し、案件の組成に努めております。具体的には、東京都心部（千代

田区、港区、中央区、新宿区、渋谷区、品川区等）その他国内主要都市（大阪市、福岡市、名古屋市等）の中

心部において、主にオフィスビル、賃貸住宅、商業施設を対象に、取得時の遵法性・耐震性に関し一定水準以

上のものを厳選して投資しております。税制の変更については「(5)法的規制について」をご参照ください。

なお、「(5)法的規制について」に記載のとおり、令和8年度税制改正大綱の公表を受け、今後、税制改正に

より、2027年1月1日より、従来見込まれていた不動産小口化商品の相続税や贈与税の税務面におけるメリット

が大幅に減少または消滅する可能性があることから、今後の不動産小口化商品に対する当社の対応を2025年12

月19日に決定しております。

当社の対応としましては、投資家のニーズに真摯に対応すべく、税制改正の内容を慎重に見極めつつ、その

内容や影響について丁寧な説明を行ったうえで不動産小口化商品の販売を継続してまいります。なお、2027年1

月1日から適用される税制改正による投資家のニーズや市場の変化を十分に精査し、投資運用商品としての価値

を高めるべく柔軟に取組方針を検討してまいります。

しかしながら、2025年９月期の国内不動産ファンド事業の売上高95,988百万円及び売上総利益10,076百万円

について不動産小口化商品の販売がその多くの部分を占めるなど、今後、投資家の需要が大きく減少する場合

には、収益が減少するなどして、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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当社グループが一時的に取得する不動産、不動産信託受益権について

当社グループでは、国内不動産ファンド事業において、国内不動産を対象とした不動産小口化商品を投資家

に提供するため、不動産（不動産信託受益権を含む。）を取得し、「組成用不動産」として（連結）貸借対照

表上に計上しております。

当該不動産を投資家等に譲渡するまでに、経済環境の急激な変化が生じた場合や、自然災害等により損害が

生じた場合、入居テナントの退去等により当初想定どおりに譲渡できない場合等には、資産の価値が変動し、

場合によっては、評価損を計上すること等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

当社グループは、当該リスクへ対応するため、前記記載のとおり、投資対象とする国内不動産の投資方針を

定め、その方針に合致する優良物件を厳選のうえ取得し、取得後短期間のうちに投資家等へ譲渡することが可

能な物件の取得に努めております。

 

(3）海外不動産ファンド事業のリスクについて

海外不動産ファンド事業について

当社グループは、海外不動産を対象とする集団投資事業案件にかかる任意組合出資持分を投資家に販売する

ことにより手数料等の収益を得ておりますが、不動産市況や為替等の経済環境の急激な変化、自然災害、対象

不動産の稼働状況の低下等により、投資家に帰属する損益が当初想定したものより悪化する場合や、税制の変

更などにより、投資家の期待に沿えない場合には、投資家の投資意欲が減退し、今後の任意組合出資持分販売

額が減少する等して、当社グループの収益が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

当社グループは、当該リスクへ対応するため、当該海外不動産を対象とする任意組合出資持分のリスクを投

資家に十分に説明するとともに、不動産の収益性、流動性を確保するべく、投資対象とする海外不動産の投資

方針を定め、その方針に合致する優良物件を厳選して取得し、案件の組成に努めております。具体的には、米

国ニューヨーク州、ノースカロライナ州、テキサス州、フロリダ州、ハワイ州等の人口増加が見込まれる賃貸

市場・投資市場においてニーズの高い都市部に所在し、安定的な稼働が期待でき、かつメンテナンス状態が良

好な、集合住宅、オフィスビル、ホテル等の大規模物件であり、流動性が高く価格推移も比較的安定している

不動産を厳選して投資しております。

なお、税制の変更については「(5）法的規制について)をご参照ください。

 

当社グループが一時的に取得する海外不動産を対象とした集団投資事業案件について

当社グループでは、海外不動産ファンド事業において、海外不動産を対象とする集団投資事業案件にかかる

任意組合出資持分を投資家に提供するため、事業開始日時点で、当社子会社である株式会社ＦＰＧ証券が投資

家に譲渡することを前提に、一時的に任意組合出資持分を立替取得し、「商品出資金」として(連結）貸借対

照表上に計上いたします。

当該任意組合出資持分を投資家に譲渡するまでに、為替等の経済環境の急激な変化が生じた場合や、自然災

害等により損害が生じた場合、入居テナントの退去等により当初想定どおりに譲渡できない場合等には、資産

の価値が変動し、場合によっては、評価損を計上すること等により、当社グループの業績に影響を与える可能

性があります。

当社グループは、当該リスクへ対応するため、前記記載のとおり、投資対象とする海外不動産の投資方針を

定め、その方針に合致する優良物件を厳選して取得し、取得後短期間のうちに投資家へ譲渡することが可能な

案件の組成に努めております。

 

(4）航空事業のリスクについて

連結子会社である株式会社オンリーユーエアは、航空運送事業者及び航空機使用事業者として、主として個人

富裕層及び法人向けのプライベートジェット事業及び離島に所在する病院へのドクター搬送に特化したチャー

ターフライト事業を行っております。航空機の運用については、法令に従った機体の点検・整備の確実な実施を

図ることで、安全運航の確保に努めておりますが、航空機の喪失又は損傷等につながる重大な航空機事故等が発

生した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

(5）法的規制について

事業遂行に関連する法令

当社がリースファンド事業で取り扱う出資持分及び信託受益権は、金融商品取引法第２条第２項の有価証券

に該当し、私募の取扱いや売買により投資家に譲渡するためには、金融商品取引法及び金融サービスの提供及

び利用環境の整備等に関する法律その他法的規制を遵守する必要があります。当社は、金融商品取引法第29条

に基づく第二種金融商品取引業の登録を行っておりますが、同法第52条にて、登録の取消し、業務の停止等と

なる要件を定めており、これに該当した場合は、当社に対して登録の取消し、業務の停止が命じられることが

あります。

また、当社グループは、リースファンド事業に加えて、国内不動産ファンド事業、海外不動産ファンド事

業、証券事業、信託事業、航空事業等を遂行しておりますが、これらの多角的な事業を遂行するために、宅地
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建物取引業法に基づく宅地建物取引業者の免許取得、不動産特定共同事業法に基づく許可取得、金融商品取引

法に基づく第一種金融商品取引業及び投資運用業の登録、貸金業法に基づく貸金業者の登録、信託業法に基づ

く信託業の免許取得、航空運送事業及び航空機使用事業の許可取得等を行っており、宅地建物取引業法、不動

産特定共同事業法、金融商品取引法、貸金業法、信託業法、航空法その他関連する法令等を遵守する必要があ

ります。

当社グループは、事業を遂行するにあたり役職員への企業倫理・コンプライアンス教育を定期に実践し、グ

ループ全体の法令遵守意識の啓発に努める等により各法令等の遵守を徹底しており、本書提出日現在におい

て、かかる登録・許可・免許の取消事由に該当する事実はないと認識しておりますが、今後、何らかの事由に

より当社グループが業務停止命令や登録・許可・免許の取消し等の行政処分等を受けた場合には、当社グルー

プの業績に影響を与える可能性があります。

なお、連結子会社である株式会社ＦＰＧ証券は、第一種金融商品取引業者として、金融商品取引法に基づ

き、同法に定める自己資本規制比率を120％以上に維持する必要があります。本書提出日現在において、自己資

本規制比率を120％以上に維持していると認識しておりますが、今後、何らかの事由により、維持できない場合

には、業務停止命令や登録の取消し等の行政処分等を受けること等により、当社グループの業績に影響を与え

る可能性があります。

 

税務その他関連する法令

リースファンド事業、国内不動産ファンド事業、海外不動産ファンド事業において当社グループが提供する

商品・サービスは、現行の税務、会計その他当該商品・サービスに関連する法令等に基づきその設計を行って

おります。当社は、必要に応じて、個別に税理士、弁護士等から意見書を取得すること等により、関連する法

令等の内容及びその法解釈について必要な検証を行っております。しかしながら、将来、当該法令等が改正さ

れ又は新たに制定されることにより課税の取扱いに変更が生じる場合等、当社グループが提供する商品・サー

ビスに対する投資家の投資・購入意欲が減退して、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

過去においては、2005年度税制改正における「租税特別措置法第67条の12（組合事業に係わる損失がある場

合の課税の特例）」により、匿名組合の営業者から投資家へ分配される損失及び利益のうち、投資家が損金と

して計上できる額は出資額を上限とする等、税当局による規制強化が図られております。

当社グループでは、当該リスクへの対応策として、事業や商品の多角化に努め、関係法令等の動向について

適宜情報収集及びその分析を行い、関連部署を中心に適切に対応することとしております。

なお、2025年12月19日付で、令和8年度税制改正大綱（以下、「本大綱」と言います。）が、自由民主党及び

日本維新の会より公表されました。本大綱には、不動産小口化商品について、実際の取引価格をベースとする

相続税評価額に改正する内容が含まれており、この改正が実現した場合には、2027年１月１日より、従来見込

まれていた不動産小口化商品の相続税や贈与税の税務面におけるメリットが大幅に減少または消滅する可能性

があることから、今後の不動産小口化商品に対する当社の対応を2025年12月19日に決定しております。当該対

応の内容は「(2)国内不動産ファンド事業のリスクについて」に記載のとおりです。

　

（6）情報システムに関するリスク

事業活動における情報システムの重要性が高まる中、当社グループは、社内規程に基づき外部からの不正アク

セス及びウイルス感染の防御、内部管理体制の強化等の対策に努めており、また、安定的な情報システム稼働を

維持するためのメンテナンス、バックアップシステムの確保等の障害発生の防止策を講じております。

このような対策にもかかわらず、万一、当社グループが扱う個人情報・機密情報が外部に漏洩した場合は、行

政処分、損害賠償、当社グループの信用力低下等により、当社グループの業績に影響を与える可能性がありま

す。

また、災害やサイバー攻撃等外的要因や人為的要因等により情報システムに障害が生じた場合は、重要な業務

やサービスの停止、機密情報等の盗取や漏洩等を引き起こし、事業活動の継続に支障をきたす可能性がありま

す。

 

(7）不測の事態の発生によるリスクについて

金融、資本市場等の混乱に伴う経済危機、地震、津波、台風等の自然災害及び感染症の拡大等、国内外におい

て不測の事態が発生した場合は、リースファンド事業、国内不動産ファンド事業及び海外不動産ファンド事業に

おける商品組成・販売が困難になる可能性がある等、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。当

社グループではリスクモニタリング体制を整備する等、影響を最小化するための体制整備に努めております。

(8）資金調達に関するリスク

当社グループは、リースファンド事業、国内不動産ファンド事業及び海外不動産ファンド事業における案件組

成資金その他運転資金の一部を金融機関からの借入金、社債及びコマーシャル・ペーパーによって調達しており

ます。

また、主に案件組成資金を機動的に調達するため、金融機関と、コミットメントライン契約及び当座貸越契約

を締結しております。これら契約の大半は、その契約期間が概ね１年です。

EDINET提出書類

株式会社ＦＰＧ(E24651)

有価証券報告書

 23/128



世界経済の悪化等何らかの理由により、個別の借入れができなくなる場合や、コミットメントライン契約及び

当座貸越契約を締結できなくなる場合は、適時に資金調達ができなくなる可能性があり、当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。

また、コミットメントライン契約及び当座貸越契約には、財務制限条項が付されているものがあり当社グルー

プの業績が悪化した場合には、財務制限条項に抵触し、借入について期限の利益を喪失する可能性があります。

期限の利益を喪失し、一括返済が求められた場合、当社グループの事業運営に重大な影響が生じる可能性があり

ます。

なお、当連結会計年度末における資金調達枠の総額及び財務制限条項の内容については、「第５ 経理の状況

１．連結財務諸表等 （１）連結財務諸表　注記事項（連結貸借対照表関係）」をご参照下さい。

当社グループでは、当該リスクへの対応策として、流動性を管理し、資金調達方法の多様化に努め、適時に必

要な資金調達が実施できる体制を整備しております。

 

(9）連結の範囲決定に関する事項

当社は 、リースファンド事業におけるオペレーティング・リース事業の匿名組合営業者として利用する子会社

について、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）第５条第１項

第２号に基づき、連結の範囲に含めることで利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがある子会社と判断し、

連結の範囲から除いております。また、リースファンド事業及び海外不動産ファンド事業において当社及び当社

の子会社が業務執行組合員となる任意組合については、その業務執行権が管理業務に準ずるものに過ぎないた

め、実務対応報告第20号「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」

（企業会計基準委員会）に基づき、連結の範囲に含めておりません。海外不動産の集団投資事業案件で投資ビー

クルとして利用する子会社については、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大

蔵省令第28号）第５条第１項第１号に基づき、子会社に対する支配が一時的であると判断し、連結の範囲から除

いております。当社は、上記会計基準等に照らし、匿名組合営業者として利用する子会社、任意組合及び投資

ビークルとして利用する子会社の運営についての当社グループの関与状況を検討したうえで、連結の範囲から除

外しておりますが、今後、新たな基準の設定や、実務指針等の公表により、特別目的会社（ＳＰＣ）に関する連

結範囲の決定について、当社が採用している方針と大きく異なる会計方針が確立された場合や、当社グループの

関与状況に変更が生じた場合には、当社グループの連結範囲決定方針においても大きな変更が生じ、子会社の判

断や連結の範囲の判断に変更が生じる可能性があります。また連結の範囲に含めることによって、当社の個別財

務諸表においてもリース事業の損益及び資産・負債を計上する可能性があります。

 

(10）重要な訴訟事件等に関わるリスク

当社グループは、オペレーティング・リースを利用したリースファンド事業、国内不動産ファンド事業、海外

不動産ファンド事業及びその他事業を展開していますが、これらに関連して、投資家・紹介先を含めた取引先等

より法的手続等を受ける可能性があります。当社グループは法令や契約条件の遵守に努めており、今後当事者と

なる可能性のある訴訟及び法的手続の発生や結果を予測することは困難ではありますが、当社グループに不利な

結果が生じた場合は、当社グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

 

(11）代表取締役社長への依存及び当社の事業推進体制について

当社の代表取締役社長である谷村尚永は、当社の創業者であるとともに、設立時より最高経営責任者であり、

また、本書提出日現在、同氏は、同氏が代表取締役を務める資産管理会社であるＨＴホールディングス株式会社

と合わせ、当社発行済株式総数の31.62％を保有する大株主であります。同氏は当社グループの事業推進の中心

的役割を担っていることから、同氏に不測の事態が発生した場合、円滑な事業の推進に支障が生じる可能性があ

ります。

このため当社グループでは、取締役会や社内会議において、役職員の情報共有や経営組織の強化を図り、同氏

に過度に依存しない経営体制の整備を進めております。

 

　上記の主要なリスクが顕在化する可能性の程度や時期を合理的に予測することは困難ですが、顕在化した場合で

あっても、各項目に記載した対策を実施することで、当社グループの業績への影響を最小化すべく努めてまいりま

す。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の経営成績、財政状態及びキャッ

シュ・フローの状況の概要は次のとおりであります。

①経営成績の状況

(単位：百万円）

 
2024年９月期

連結会計年度

2025年９月期

連結会計年度
増減率

 売上高 107,781 129,764 20.4％

 売上原価 69,435 93,717 35.0％

売上総利益 38,346 36,046 △6.0％

 販売費及び一般管理費 9,713 10,628 9.4％

営業利益 28,633 25,417 △11.2％

 営業外収益 3,072 3,555 15.7％

 営業外費用 2,796 2,479 △11.4％

経常利益 28,909 26,493 △8.4％

親会社株主に帰属する

当期純利益
20,457 18,156 △11.2％

　当連結会計年度においては、世界経済は、欧米における高い金利水準の継続や米国の通商政策の影響等がありま

したが、景気は緩やかに持ち直しました。一方、日本経済においては、雇用・所得環境が改善する中で、各種政策

の効果もあって、景気は緩やかに拡大しました。このような状況のもと、当社グループは、事業運営方針に従い、

各種施策の実施に努めました。

　当連結会計年度において出資金販売額や不動産商品販売額が過去最高を大幅に更新する等、販売が好調に推移す

る中、出資金販売額に対する手数料総額が低い短期フルエクイティ案件の販売構成比が増加したこともあって、

リースファンド事業の売上高が前年度の横ばいとなったものの、国内不動産ファンド事業における不動産商品販売

額の増加が牽引し、連結売上高は過去最高額（注１）を更新する129,764百万円（前年度比20.4％増）となりまし

た。

　一方で、短期フルエクイティ案件の販売構成比の増加により、リースファンド事業の売上総利益は前年度に比べ

減少し、さらに、原価率の高いプレミアム大規模案件の販売構成比が高まったことや、市場先高感のある開発案件

（高級賃貸マンション）販売の来期持ち越しもあって、国内不動産ファンド事業において売上高増加に見合う売上

総利益増加とならなかったこと等により、売上総利益は36,046百万円（前年度比6.0％減）となりました。

　売上総利益の減少により、営業利益は25,417百万円（前年度比11.2％減）、経常利益は26,493百万円（前年度比

8.4％減）及び親会社株主に帰属する当期純利益は18,156百万円（前年度比11.2％減）となりました。

　セグメント別の詳細は、「第２　事業の状況　４．経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況の分析　(1)経営成績等の状況の概要　①経営成績の状況［セグメント別業績の概況]」をご参照ください。

（注１）過去最高額：2024年９月期の107,781百万円

（注２）主な会計処理の概要：リースファンド事業及び海外不動産ファンド事業は出資金販売額に対する手数料額を売上高に計上し、国

内不動産ファンド事業は不動産商品販売額を売上高に、対象不動産の簿価を売上原価に計上しております。

売上高/売上原価/売上総利益

　売上高は、129,764百万円（前年度比20.4％増）及び売上原価は、93,717百万円（前年度比35.0％増）並びに売

上総利益は、36,046百万円（前年度比6.0％減）となりました。
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［セグメント別業績の概況]

(単位：百万円）

 
2024年９月期

連結会計年度

2025年９月期

連結会計年度
増減率

 売上高 107,781 129,764 20.4％

　リースファンド事業 29,278 29,842 1.9％

　国内不動産ファンド事業 75,093 95,988 27.8％

　海外不動産ファンド事業 2,731 3,516 28.7％

　その他事業 678 417 △38.4％

 売上原価 69,435 93,717 35.0％

 売上総利益又は損失（△） 38,346 36,046 △6.0％

　リースファンド事業 26,119 23,145 △11.4％

　国内不動産ファンド事業 9,725 10,076 3.6％

　海外不動産ファンド事業 2,352 3,105 32.0％

　その他事業 150 △282 －

(単位：百万円）

 
2024年９月期

連結会計年度

2025年９月期

連結会計年度
増減率

リースファンド事業    

　リース事業組成金額 495,468 365,084 △26.3％

　出資金販売額 184,372 233,227 26.5％

国内不動産ファンド事業    

　不動産ファンド事業組成金額 115,880 43,670 △62.3％

　不動産商品販売額 73,840 94,950 28.6％

海外不動産ファンド事業    

　不動産ファンド事業組成金額 43,165 － －

　出資金販売額（海外不動産） 12,880 16,850 30.8％

用語の説明

［リース事業組成金額］

 　組成したオペレーティング・リース事業案件のリース物件の取得価額の合計額であります。

［出資金販売額］［出資金販売額（海外不動産）］

 　出資金（オペレーティング・リース事業の匿名組合出資持分及び任意組合出資持分並びに海外不動産を対象とした集団投資事業案件に

係る任意組合出資持分）について、リース開始日までに投資家へ私募の取扱いを行ったもの及びリース開始日時点で当社又は当社子会社

が一旦立替取得し、（連結）貸借対照表の「商品出資金」に計上したものについて、投資家へ譲渡したものの合計額であります。なお、

［出資金販売額］には、信託機能を活用した航空機リース事業案件に係る信託受益権譲渡価額・航空機の売却価額、販売目的で保有する

航空機の売却価額及び受益証券発行信託による個人投資家向け航空機小口化商品の販売額を含めております。

［不動産ファンド事業組成金額］

　国内不動産ファンド事業：不動産小口化商品は信託受益権１個当たりの価額に組成個数を乗じた額及び現物不動産は販売予定価格であ

ります。

　海外不動産ファンド事業：海外不動産についてのリース物件の取得価額であります。

［不動産商品販売額］

 　不動産小口化商品は、信託受益権１個当たりの価額に販売個数を乗じた額となります。なお、現物不動産を一棟売却した場合は、その

販売価額となります。

（リースファンド事業）

　リースファンド事業における組成金額は、海運案件を主体とした組成を継続したものの受渡しスケジュールの遅

延等が発生した結果、365,084百万円（前年度比26.3％減）となりました。

　出資金販売額は、販売が好調に推移し、通期ベースで過去最高となる233,227百万円（前年度比26.5％増）とな

りました。一方で、出資金販売額に対する手数料総額が低いものの投資家から好評の３年未満の短期フルエクイ

ティ案件の販売構成比が増加した結果、販売用航空機の売却による売上高増加はあったものの、売上高は29,842

百万円（前年度比1.9％増）及び売上総利益は23,145百万円（前年度比11.4％減）となりました。

 

EDINET提出書類

株式会社ＦＰＧ(E24651)

有価証券報告書

 26/128



（国内不動産ファンド事業）

　組成金額は、43,670百万円（前年度比62.3％減）となりました。

　不動産商品販売額は、投資家の旺盛な需要に応え、不動産小口化商品の積極的な販売を継続した結果、通期ベー

スで過去最高を大幅に更新する94,950百万円（前年度比28.6％増）となりました。

　一方で、原価率の高いプレミアムな大規模案件の販売構成比が増加したことや、市場先高感のある開発案件（高

級賃貸マンション）販売の来期持ち越し、さらには前連結会計年度に計上した当社が管理する投資家へ販売済の不

動産小口化商品に係る投資対象不動産の売却手数料の剥落（売上総利益ベースで536百万円）等の結果、売上高は

95,988百万円（前年度比27.8％増）及び売上総利益は10,076百万円（前年度比3.6％増）となりました。

（海外不動産ファンド事業）

　海外不動産ファンド事業における組成は、米国の金利やインフレの動向を注視し、慎重な取組みを継続した結

果、当連結会計年度の組成は見合わせました。

　出資金販売額は、積極的な販売を推進した結果、期初在庫は中間連結会計期間末時点で完売となる等、16,850百

万円（前年度比30.8％増）となりました。

　この結果、売上高は3,516百万円（前年度比28.7％増）及び売上総利益は3,105百万円（前年度比32.0％増）とな

りました。

（その他事業）

　前連結会計年度に保険事業を廃止したこと及び2024年４月に開始したプライベートジェット事業に係る費用が先

行している結果、その他事業の売上高は417百万円（前年度比38.4％減）及び売上総損失は282百万円（前年度は

150百万円の売上総利益）となりました。

(注）Ｍ＆Ａ事業、プライベートエクイティ事業、航空事業及び共同保有プラットフォーム事業等を総称して、「その他事業」としてお

ります。

販売費及び一般管理費

(単位：百万円）

 
2024年９月期

連結会計年度

2025年９月期

連結会計年度
増減率

 販売費及び一般管理費 9,713 10,628 9.4％

　 人件費 5,083 5,254 3.4％

　 その他 4,630 5,374 16.1％

(注）人件費には、給料手当、賞与（引当金繰入額含む）、法定福利費、福利厚生費、退職給付費用、人材採用費等を含めております。

販売費及び一般管理費は、10,628百万円（前年度比9.4％増）となりました。

これは人件費が5,254百万円（前年度比3.4％増）、その他の費用が5,374百万円（前年度比16.1％増）となった

ことによるものであります。

営業利益

上記の結果、営業利益は、25,417百万円（前年度比11.2％減）となりました。
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営業外収益/営業外費用

(単位：百万円）

 
2024年９月期

連結会計年度

2025年９月期

連結会計年度
増減率

 営業外収益 3,072 3,555 15.7％

  受取利息 781 1,169 49.7％

  金銭の信託運用益 370 98 △73.5％

  不動産賃貸料 1,470 1,407 △4.3％

  航空機賃貸収入 73 154 111.9％

  持分法による投資利益 362 485 33.9％

  その他 14 239 －

 営業外費用 2,796 2,479 △11.4％

  支払利息 720 1,289 79.0％

  支払手数料 927 760 △18.0％

  為替差損 865 123 △85.7％

  その他 283 305 7.7％

営業外収益は3,555百万円（前年度比15.7％増）となりました。これは主に、不動産賃貸料が1,407百万円（前年

度比4.3％減）、受取利息が1,169百万円（前年度比49.7％増）、持分法による投資利益が485百万円（前年度比

33.9％増）となったことによるものであります。

営業外費用は2,479百万円（前年度比11.4％減）となりました。これは主に、資金調達の期中平均額の増加及び

市場金利上昇等の影響により支払利息が1,289百万円（前年度比79.0％増）となったこと、また、支払手数料が760

百万円（前年度比18.0％減）、為替差損が123百万円（前年度比85.7％減）となったことによるものであります。

経常利益/特別損益/親会社株主に帰属する当期純利益

　経常利益は26,493百万円（前年度比8.4％減）となりました。

　特別利益は、前連結会計年度において株式会社ＦＬＩＰ第２８１号における固定資産売却益及び事業終了益等、

合計600百万円を計上しましたが、当連結会計年度においては計上がありませんでした。なお、特別損失は177百万

円（前年度は68百万円）となりました。

　上記の結果、法人税等を控除した親会社株主に帰属する当期純利益は18,156百万円（前年度比11.2％減）となり

ました。

 

EDINET提出書類

株式会社ＦＰＧ(E24651)

有価証券報告書

 28/128



②財政状態の状況

(単位：百万円）

 
2024年
９月末

2025年
９月末

増減額

　資産合計 230,619 126,857 △103,762

　流動資産 221,673 119,535 △102,137

　（現金及び預金） 17,441 14,321 △3,119

　（組成資産） 195,193 98,538 △96,655

　（その他） 9,039 6,676 △2,362

　固定資産 8,946 7,321 △1,624

　負債合計 177,290 69,671 △107,619

　流動負債 131,746 41,000 △90,746

　（借入金・社債） 104,600 25,858 △78,742

　（契約負債） 16,994 6,449 △10,545

　（その他） 10,151 8,693 △1,458

　固定負債 45,543 28,670 △16,872

　（借入金・社債） 45,021 28,145 △16,875

　（その他） 522 525 3

　純資産合計 53,329 57,186 3,857

　自己資本比率 23.1％ 45.0％  

　資産合計は126,857百万円（前年度末比103,762百万円の減少）となりました。これは主に、リースファンド事業

の出資金販売額や不動産商品販売額が通期の過去最高を更新する等、販売が好調に推移した結果、組成資産残高が

減少したことによるものです。

　負債合計は、69,671百万円（前年度末比107,619百万円の減少）となりました。これは主に、組成資産取得のた

めの借入金の返済を進めたため借入金・社債が減少したことによるものです。

　純資産合計は57,186百万円（前年度末比3,857百万円の増加）となりました。これは主に、前年度の期末配当

6,894百万円、当期の中間配当5,467百万円の実施及び自己株式2,100百万円を取得した一方で、親会社株主に帰属

する当期純利益を18,156百万円計上したことによるものです。

組成資産及び借入金・社債の状況は以下のとおりです。

組成資産の状況

(単位：百万円）

 
2024年
９月末

2025年
９月末

増減額

組成資産合計 195,193 98,538 △96,655

リースファンド事業 110,010 51,940 △58,070

　商品出資金 107,910 51,940 △55,970

　金銭の信託（組成用航空機）(注） 2,100 － △2,100

国内不動産ファンド事業 68,332 46,598 △21,734

　組成用不動産 68,332 46,598 △21,734

海外不動産ファンド事業 16,850 － △16,850

　商品出資金 16,850 － △16,850

（注）当社が組成する信託機能を活用した航空機リース事業案件は、当該リース事業を遂行する特定金外信託契約に係る受益権を投資
家に譲渡するものであり、当社は、この法的実態を鑑み、未販売の当該受益権相当額を「金銭の信託（組成用航空機）」に計上し

ております。当該信託契約は、当社が信託の受託者である株式会社ＦＰＧ信託に金銭を信託し、同社が当初委託者である当社の指

図に基づき、当該金銭をもって航空機を購入したうえで、航空会社にリース・市場売却等を行うものであります。信託受益権を、

投資家に譲渡することで、委託者の地位が承継されると共に、信託財産から生じる譲渡後の損益が投資家に帰属いたします。
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（リースファンド事業）

　未販売の匿名組合出資持分・任意組合出資持分を計上する商品出資金は、海運案件を主体とした組成を継続し

た一方で、通期ベースでの過去最高の販売額を大幅に更新する等、積極的な販売を推進した結果、前年度末に比

べ減少しました。

（国内不動産ファンド事業）

　2025年６月に大規模開発案件「神宮前５丁目計画」の用地を取得する等、組成を継続した一方で、通期ベース

での過去最高の販売額を大幅に更新する等、積極的な販売を継続した結果、前年度末に比べ減少しました。

（海外不動産ファンド事業）

　海外不動産を対象とした集団投資事業案件に係る任意組合出資持分を計上する商品出資金は、新たな組成を行わ

なかった一方で、積極的な販売を推進した結果、中間連結会計期間末時点で期初在庫は完売しております。第６号

案件以降については、米国の金利やインフレ動向を注視しつつ、組成と販売を推進してまいります。

借入金・社債の状況

(単位：百万円）

 
2024年
９月末

2025年
９月末

増減額

借入金・社債合計 149,621 54,003 △95,618

流動負債 104,600 25,858 △78,742

　短期借入金 89,145 19,866 △69,279

　コマーシャル・ペーパー 10,000 1,000 △9,000

　１年以内返済予定の長期借入金 5,355 4,992 △363

　１年以内償還予定の社債 100 － △100

固定負債 45,021 28,145 △16,875

　長期借入金 44,021 27,145 △16,875

　社債 1,000 1,000 －

 

コミットメントライン契約

及び当座貸越契約の総額
141,850 148,600 6,750

　組成資産取得のための借入金の返済を進めたため、借入金・社債の残高が減少いたしました。
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③キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べて

1,719百万円減少し、14,321百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりで

あります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　税金等調整前当期純利益の計上及び販売による商品出資金・組成用不動産の減少があったこと等から、営業活動

から得られた資金は108,246百万円（前年度は29,266百万円の資金支出）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動から得られた資金は806百万円（前年度は6,569百万円の資金収入）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

配当金の支払や組成資産取得のための借入金の返済等により、財務活動において使用した資金は110,874百万円

（前年度は24,229百万円の資金収入）となりました。

④生産、受注及び販売の実績

(a) 生産実績

当社グループでは生産活動は行っておりません。ただし、生産実績の代替的指標として、リースファンド事業

におけるリース事業組成金額及び国内不動産ファンド事業・海外不動産ファンド事業における不動産ファンド事

業組成金額は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

前年度比
（増減率）

リースファンド事業   

　リース事業組成金額 365,084 △26.3％

国内不動産ファンド事業   

　不動産ファンド事業組成金額 43,670 △62.3％

海外不動産ファンド事業   

　不動産ファンド事業組成金額 － －

（注）１．「リース事業組成金額」とは、組成したオペレーティング・リース事業案件のリース物件の取得価額の合計額であります。

 ２．オペレーティング・リース事業の組成は主に外貨建で行われており、本邦通貨への換算レートは組成時の為替レートを採用

しております。

３. 「不動産ファンド事業組成金額」とは、国内不動産については、不動産小口化商品は信託受益権１個当たりの価額に組成個

数を乗じた額及び現物不動産は販売予定価格であります。海外不動産については、リース物件の取得価額の合計額でありま

す。

(b) 受注実績

当社グループは受注生産形態をとっていないため、該当事項はありません。
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(c) 販売実績

　当連結会計年度の販売実績をセグメント別に示すと、以下のとおりであります。

(単位：百万円）

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

前年度比
（増減率）

リースファンド事業 29,842 1.9％

国内不動産ファンド事業 95,988 27.8％

海外不動産ファンド事業 3,516 28.7％

　　報告セグメント計 129,346 20.8％

その他 417 △38.4％

　　合計 129,764 20.4％

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない「Ｍ＆Ａ事業」、「プライベートエクイティ事業」、「航空事業」及び

「共同保有プラットフォーム事業」セグメント等であります。

３．リースファンド事業において当社が販売した出資金、国内不動産ファンド事業において当社が販売した不動産商品販売額及

び海外不動産ファンド事業において当社グループが販売した出資金（海外不動産）の最近２連結会計年度の販売額は、以下

のとおりです。

(単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当連結会計年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

リースファンド事業   

　出資金販売額 184,372 233,227

国内不動産ファンド事業   

　不動産商品販売額 73,840 94,950

海外不動産ファンド事業   

　出資金販売額（海外不動産） 12,880 16,850

上記の用語の意味は以下のとおりです。

[出資金販売額］[出資金販売額（海外不動産）］

　出資金（オペレーティング・リース事業の匿名組合出資持分及び任意組合出資持分並びに海外不動産を対象とした集団
投資事業案件に係る任意組合出資持分）について、リース開始日までに投資家へ私募の取扱いを行ったもの及びリース開
始日時点で当社又は当社子会社が一旦立替取得し、（連結）貸借対照表の「商品出資金」に計上したものについて、投資
家へ譲渡したものの合計額であります。なお、［出資金販売額］には、信託機能を活用した航空機リース事業案件に係る
信託受益権譲渡価額・航空機の売却価額、販売目的で保有する航空機の売却価額及び受益証券発行信託による個人投資家
向け航空機小口化商品の販売額を含めております。
［不動産商品販売額］

　不動産小口化商品は、信託受益権１個当たりの価額に販売個数を乗じた額となります。なお、現物不動産を一棟売却した

場合は、その販売価額となります。

(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

①経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

経営成績

　当社は、「金融で未来を拓く」を企業理念に掲げ、「小口化」という仕組みによる新たな投資の選択肢を提案

し、多くのお客さまに本当に価値ある資産をお届けしております。

　当連結会計年度は、主力のリースファンド事業、国内不動産ファンド事業及び海外不動産ファンド事業におい

て、お客さまの旺盛な需要に応える形で積極的な販売を推進してまいりました。その結果、売上高は129,764百

万円と過去最高（注）を更新し、親会社株主に帰属する当期純利益は18,156百万円となりました。

　なお、詳細は「第２　事業の状況　４．経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析　(1)経営成績等の状況の概要　①経営成績の状況」に記載したとおりであります。

（注）過去最高売上高：2024年9月期　107,781百万円

財政状態

　当社は、リースファンド事業において、匿名組合方式又は任意組合方式、金銭の信託方式によるオペレーティ

ング・リース事業案件の組成及び管理並びに投資家への匿名組合出資持分・任意組合出資持分・信託受益権・受

益証券発行信託の受益証券の譲渡を行っております。匿名組合方式又は任意組合方式のオペレーティング・リー

ス事業について、リース開始日時点で、当社は、投資家に譲渡することを前提に、一時的に当該匿名組合出資持

分又は任意組合出資持分を立替取得します。当社は、その立替取得した権利を「商品出資金」として（連結）貸

借対照表に計上し、投資家に譲渡いたします。金銭の信託方式のオペレーティング・リース事業については、当
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社が受託者である株式会社ＦＰＧ信託に金銭を信託し、その取得した信託受益権の未販売相当額を「金銭の信託

（組成用航空機）」として、(連結）貸借対照表に計上し、投資家に譲渡いたします。

　国内不動産ファンド事業においては、主に、不動産小口化商品を投資家に提供するため、不動産（不動産信託

受益権を含む。）を取得し、「組成用不動産」として（連結）貸借対照表上に計上し、投資家に譲渡します。

　海外不動産ファンド事業においては、事業開始日時点で、当社子会社である株式会社ＦＰＧ証券は、投資家に

譲渡することを前提に、一時的に任意組合出資持分を立替取得します。ＦＰＧ証券は、その立替取得した権利を

「商品出資金」として（連結）貸借対照表に計上し、投資家に譲渡いたします。

　当社グループは、これらの匿名組合出資持分、任意組合出資持分、信託受益権、受益証券発行信託の受益証

券、組成用不動産の取得資金といった案件組成資金は、手元資金の他、金融機関からの借入金、社債及びコマー

シャル・ペーパーによって調達しております。このため当社の連結財務諸表の資産の総額及び負債の総額は、組

成資産の組成や販売の状況、その資金調達の状況によって大きく影響を受けます。

　当連結会計年度においては、リースファンド事業の出資金販売額や不動産商品販売額が通期の過去最高を更新

する等、販売が好調に推移した結果、組成資産残高が減少したこと等により、資産合計は126,857百万円（前年

度末比103,762百万円の減少）となりました。組成資産取得のための返済を進めたため借入金・社債が減少した

こと等により、負債合計は、69,671百万円（前年度末比107,619百万円の減少）となりました。前年度の期末配

当6,894百万円、当期の中間配当5,467百万円の実施及び自己株式2,100百万円を取得した一方で、親会社株主に

帰属する当期純利益を18,156百万円計上したことによって、純資産合計は57,186百万円（前年度末比3,857百万

円の増加）となりました。

　なお詳細は「第２　事業の状況　４. 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析　(1)経営成績等の状況の概要　②財政状態の状況」に記載したとおりであります。

　また、当社グループの経営成績等に重要な影響を与える要因は、「第２　事業の状況　３. 事業等のリスク」

に記載したとおりであります。

②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社グループにおける主な資金需要は、投資家に販売する目的で一時的に保有する組成資産の取得資金、人件

費その他費用を含む運転資金及びその他法人税等の支払資金等の営業活動によるもの、配当金の支払資金や借入

金の返済資金といった財務活動によるものであります。設備投資は、主に当社グループにおける各拠点の維持・

拡大、その他事業拡大に関するものであります。また、主な資金の源泉は、組成資産の投資家への譲渡代金や当

社グループが収受する各種手数料等といった営業活動によるもの、資金需要を賄うための金融機関からの借入の

実行やコマーシャル・ペーパーの発行等により調達する資金等の財務活動によるものであります。

当連結会計年度の資金の状況につきまして、税金等調整前当期純利益の計上及び販売による商品出資金・組成

用不動産の減少があった一方で、組成資産取得のための借入金の返済を進めたこと等から、資金の残高は、前連

結会計年度末に比べて1,719百万円減少し、14,321百万円となりました。詳細は、「第２　事業の状況　４．経

営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(1)経営成績等の状況の概要　③キャッ

シュ・フローの状況」に記載したとおりであります。資金需要につきましては、リースファンド事業、国内不動

産ファンド事業及び海外不動産ファンド事業のさらなる成長を見据えた組成資産の取得のための資金需要が、今

後も継続して発生する想定です。

資金調達につきましては、当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを

基本方針とし、金融機関からの借入、コマーシャル・ペーパーの発行等を行っております。

当連結会計年度末において、有利子負債の残高は54,037百万円であります。また、当連結会計年度末におい

て、金融機関との間で総額148,600百万円のコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております

（借入実行残高17,254百万円、借入未実行残高131,346百万円）。

③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについ

ては、「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等　(1)連結財務諸表　注記事項（重要な会計上の見積り）」に

記載のとおりであります。
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５【重要な契約等】

財務上の特約が付された金銭消費貸借契約

契約日 弁済期限
期末残高

（百万円）

相手方の

属性
財務制限条項 担保

2025年９月25日
～2025年９月30日

2026年６月30日
～2026年８月31日

1,852 都市銀行、地方銀行 有（注） なし

2024年11月1日
～2025年９月25日

2026年４月17日
～2029年10月31日

3,000 都市銀行、地方銀行 有（注） なし

2025年６月24日
～2025年９月25日

2026年６月30日
～2028年12月29日

16,702
都市銀行、地方銀行

、第二地方銀行
有（注） なし

2025年６月９日 2026年1月30日 500 地方銀行 有（注） なし

2025年７月９日

～2025年７月16日
2026年６月30日 3,900 都市銀行 有（注） なし

（注）財務制限条項の内容については、「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項

（連結貸借対照表関係）　※５．財務制限条項　当連結会計年度　(1)～(5)」に記載しております。

 

株主間契約

　当社は、MARCUS JUNG氏及びMICHIEL MULLER氏との間で、FPG Asset & Investment Management B.V.の運営に関

する株主間契約を締結しております。当社は、FPG Asset & Investment Management B.V.及びその子会社から、オ

ペレーティング・リース事業案件の組成サポートを受けております。

 

６【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社グループは、設備等の資産について、事業セグメント別の管理を行っていないため、セグメントごとの記

載を省略しております。

　なお、当連結会計年度における重要な設備投資等はありません。

 

２【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

なお、当社グループは、設備等の資産について、事業セグメント別の管理を行っていないため、セグメントごと

の記載を省略しております。

(1）提出会社

2025年９月30日現在
 

事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額
従業員数
(人)建物

（百万円）

工具、器具
及び備品
（百万円）

合計
（百万円）

本社
東京営業本部
（東京都千代田区）

業務施設 26 67 94 183

札幌支店
（札幌市中央区）

業務施設 1 0 2 6

盛岡営業所
（岩手県盛岡市）

業務施設 14 1 15 4

仙台支店
（仙台市青葉区）

業務施設 1 1 2 9

水戸営業所
（茨城県水戸市）

業務施設 10 2 12 4

高崎支店
（群馬県高崎市）

業務施設 8 1 10 7

大宮支店
（さいたま市大宮区）

業務施設 2 0 2 9

横浜支店
（横浜市西区）

業務施設 7 1 8 5

金沢支店
（石川県金沢市）

業務施設 1 0 1 5

名古屋支店
（名古屋市中区）

業務施設 15 1 17 19

京都営業所
（京都市下京区）

業務施設 18 3 21 5

大阪営業本部
（大阪市北区）

業務施設 8 1 9 21

岡山支店
（岡山市北区）

業務施設 10 1 12 6

広島支店
（広島市中区）

業務施設 0 0 0 6

高松支店
（香川県高松市）

業務施設 0 0 0 6

今治営業所
（愛媛県今治市）

業務施設 0 1 1 3

福岡支店
（福岡市中央区）

業務施設 23 3 27 11

（注）各事業所の建物は賃借しており、駐車場等を含めた当連結会計年度の賃借料総額は、378百万円であります。
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   (2）国内子会社

2025年９月30日現在
 

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額
従業員数
（人）建物

(百万円)

工具、器具

及び備品

（百万円）

航空機
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

㈱ＦＰＧ証券
本社
（東京都千
代田区）

業務施設 － － － － － 6

㈱ＦＰＧ信託
本社
（東京都千
代田区）

業務施設 － 1 － － 1 12

㈱オンリー
ユーエア

本社他
（東京都千
代田区他）

業務施設 12 49 1,907 11 1,980 29

㈱ＡＮＤ
ＯＷＮＥＲＳ

本社
（東京都千
代田区）

業務施設 － － － － － 1

 

（注）１．建物は賃借しており、当連結会計年度の賃借料総額は、66百万円であります。

２．㈱ＦＰＧ証券及び㈱ＡＮＤ ＯＷＮＥＲＳについては全額減損損失を計上しているため、期末帳簿価額はあり

ません。

３．帳簿価額「その他」は、機械及び装置及び車両運搬具の合計であります。

 

   (3）在外子会社

2025年９月30日現在
 

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額
従業員数
（人）建物

（百万円）

工具、器具
及び備品
（百万円）

合計
（百万円）

FPG Amentum
Limited

本社
（アイルランド）

業務施設 － 4 4 26

 

３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設

該当事項はありません。

 

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 216,000,000

計 216,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数（株）

（2025年９月30日）

提出日現在
発行数（株）

（2025年12月19日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 83,803,600 83,803,600
東京証券取引所

プライム市場

完全議決権株式であり、権利内

容に何ら限定のない当社におけ

る標準となる株式であり、単元

株式数は100株であります。

計 83,803,600 83,803,600 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数（株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

2023年10月１日～

2024年９月30日

（注）１

△3,670,000 85,403,600 － 3,095 － 3,045

2024年10月１日～

2025年９月30日

（注）２

△1,600,000 83,803,600 － 3,095 － 3,045

（注）１．2024年５月10日付で自己株式3,670,000株の消却を行っております。これにより、発行済株式総数は3,670,000

株減少し、85,403,600株となっております。

２．2024年11月８日付で自己株式860,000株の消却及び2025年５月９日付で自己株式740,000株の消却を行っており

ます。これにより、発行済株式総数は1,600,000株減少し、83,803,600株となっております。

 

（５）【所有者別状況】

       2025年９月30日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未
満株式
の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数

（人）
－ 17 33 371 182 193 35,223 36,019 －

所有株式数

（単元）
－ 134,875 22,376 276,553 88,380 1,671 313,023 836,878 115,800

所有株式数の

割合（％）
－ 16.12 2.67 33.05 10.56 0.20 37.40 100.00 －

（注）自己株式70,281株は、「個人その他」に702単元及び「単元未満株式の状況」に81株を含めて記載しております。

EDINET提出書類

株式会社ＦＰＧ(E24651)

有価証券報告書

 38/128



（６）【大株主の状況】

  2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

ＨＴホールディングス株式会社 東京都港区麻布台１-２-１-5002 24,300,000 29.02

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口)

東京都港区赤坂１-８-１ 9,534,300 11.39

株式会社日本カストディ銀行（信託口) 東京都中央区晴海１-８-12 2,929,700 3.50

谷村　尚永 東京都港区 2,199,600 2.63

 STATE STREET BANK WEST CLIENT -

 TREATY 505234

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業

部）

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH

QUINCY, MA 02171, U.S.A.

（東京都港区港南２-15-１）

890,100 1.06

JP MORGAN CHASE BANK 385781

(常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業

部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF,

LONDON,E14 5JP, UNITED KINGDOM

(東京都港区港南２-15-１)

825,420 0.99

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

505001

(常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業

部)

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1,

BOSTON, MASSACHUSETTS

(東京都港区港南２-15-１)

802,714 0.96

セントラル短資株式会社 東京都中央区日本橋本石町３-３-14 672,700 0.80

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

505103

(常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業

部)

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1,

BOSTON, MASSACHUSETTS

(東京都港区港南２-15-１)

 

592,081 0.71

ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM

 

東京都港区虎ノ門２-６-１

 

545,149 0.65

計 － 43,291,764 51.70

（注）上記のほか、自己株式が70,281株あります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2025年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式）

－

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株

式であります。普通株式 70,200

完全議決権株式（その他） 普通株式 83,617,600 836,176 同上

単元未満株式 普通株式 115,800 － －

発行済株式総数  83,803,600 － －

総株主の議決権  － 836,176 －

(注)　「単元未満株式」欄には当社所有の自己株式81株が含まれております。

②【自己株式等】

    2025年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ＦＰＧ
東京都千代田区

丸の内二丁目７番２号
70,200 - 70,200 0.08

計 － 70,200 - 70,200 0.08
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得、

　　　　　　　　会社法第155条第７号及び会社法第155条第13条による普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第３号の規定に基づく取得

区分 株式数（株） 価額の総額（百万円）

取締役会（2024年４月26日）での決議状況

（取得期間2024年５月１日～2024年10月31日）
上限1,000,000 上限2,000

当事業年度前における取得自己株式 860,000 1,899

当事業年度における取得自己株式 42,900 100

残存決議株式の総数及び価額の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － －

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） － －

（注）１. 取得期間及び取得自己株式は、約定日基準で記載しております。

２. 当該決議に基づく自己株式の取得は、2024年10月16日をもって終了しております。

 

区分 株式数（株） 価額の総額（百万円）

取締役会（2024年10月31日）での決議状況

（取得期間2024年11月１日～2025年４月30日）
上限1,000,000 上限2,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 782,500 1,999

残存決議株式の総数及び価額の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － －

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） － －

（注）１. 取得期間及び取得自己株式は、約定日基準で記載しております。

２. 当該決議に基づく自己株式の取得は、2025年４月22日をもって終了しております。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号の規定に基づく取得

区分 株式数（株） 価額の総額（百万円）

当事業年度における取得自己株式 42 0

当期間における取得自己株式 4 0

（注）当期間における取得自己株式には、2025年12月１日から本有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取りによる株式数は含めておりません。
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会社法第155条第13号の規定に基づく取得

区分 株式数（株） 価額の総額（百万円）

当事業年度における取得自己株式 － －

当期間における取得自己株式 850 －

（注）１．譲渡制限付株式報酬制度による無償取得によるものです。

２．当期間における取得自己株式には、2025年12月１日から本有価証券報告書提出日までの無償取得に

よる株式数は含めておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（百万円）

株式数（株）
処分価額の総額
（百万円）

引き受ける者の募集を行った取得

自己株式
－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 1,600,000 3,747 － －

合併、株式交換、株式交付、会社分

割に係る移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他（譲渡制限付株式報酬制度に

よる処分）
17,350 47 － －

保有自己株式数 70,281 － 71,135 －

（注）１. 保有自己株式数は、受渡日基準で記載しております。

２. 当期間における処理自己株式には、2025年12月１日から本有価証券報告書提出日までの単元未満株

式の売渡による株式数は含めておりません。

３. 当期間における保有自己株式には、2025年12月１日から本有価証券報告書提出日までの自己株式の

取得、単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含めておりません。

３【配当政策】

当社は、株主還元につきましては、持続的な成長と企業価値向上のために必要な内部留保を確保しつつ、継続的

かつ安定的な配当を実施することを基本方針とし、連結配当性向50％を目安とした配当を実施することとしており

ます。

2025年９月期の配当につきましては、１株当たり期末配当金65円20銭とし、１株当たり中間配当金65円20銭を合

わせた年間合計を130円40銭（連結配当性向60.3％）とさせて頂きました。

内部留保資金につきましては、案件組成資金、その他今後の成長資金に充当し、さらなる企業価値向上のために

有効活用してまいります。

配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

 

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

2025年4月28日
5,467 65.20

取締役会決議

2025年12月23日
5,459 65.20

定時株主総会決議(予定)
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、株主をはじめ、顧客・従業員・地域社会等の各種のステークホルダーの立場を踏まえた上で、透明・公

正かつ迅速・果断な意思決定を行う仕組みであるコーポレート・ガバナンスの強化が、企業の持続的な成長と中長

期的な企業価値の向上のために重要であるとの認識に立ち、そのための経営体制の実現に取り組んでおります。

　そして、このような観点から、当社では、独立社外取締役や独立社外監査役を主体とした取締役会及び監査役会

を構成し、「取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能の分離」、「取締役会の強い独立性」、「取締役会の

監督機能の強化」、「独立社外取締役と監査役会の密接な情報共有と連携」等を図っております。

　また、その実現に当たっては、ＦＰＧグループ倫理基本原則に従って、健全な企業文化を構築していくことが重

要であり、これを2023年10月に刷新したＦＰＧグループコンプライアンス・ポリシーに以下のとおり定め、これに

基づいて役職員が行動してまいります。

(1)高い倫理観にもとづいた正攻法の企業活動を行います。

(2)お客様の最善の利益を勘案し、誠実・公正なお客様本位の業務運営を遂行します。

(3)全ての関係者の人格や多様性を尊重します。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

　当社は、執行役員制度を導入し、個々の分野の業務執行は、取締役会が選任する執行役員が担当し、取締役会

は、経営上の重要な事項についての意思決定と業務執行の監督に注力する体制とすることで、意思決定の迅速化と

業務執行の機能強化による経営の効率化を図っております。

　また、当社は、監査役が取締役の業務執行の監査を行う体制が、経営の健全性・透明性を高める観点から最も適

切であると判断し、監査役会設置会社の形態を採用しております。

a.取締役会

　本書提出日現在、当社の取締役会は７名で構成されており、５名が会社法第２条第15号に定める社外取締役であ

ります。社外取締役は各々の知見に照らし、取締役会において独立した立場から意見を述べることで、経営の透明

性・公正性の確保に貢献しております。

　また、取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べ、取締役の業務執行の状況を監視しております。

（取締役会構成員の氏名等）

議長：代表取締役　谷村尚永

構成員：取締役　石黒正、社外取締役　大原慶子、社外取締役　迫本栄二、社外取締役　田島穣

社外取締役　正宗エリザベス、社外取締役　武藤華子

※当社は、2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案し

ており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役の状況は、後記「（２）役員の状況」のとおりとなる

予定です。

（取締役会の活動状況）

　取締役会は原則として毎月１回、又は必要に応じて適時に開催しております。当事業年度においては、当社及び

当社グループにおける年度予算、組織体制、リスクマネジメント及びコンプライアンス・プログラムに関連した事

項、その他経営に関する重要事項並びに法令・定款・取締役会規程で定められた事項につき検討のうえ、決議・報

告を行っております。また、取締役会では当社執行役員に対して適時ヒアリングを行い、職務の執行状況を監督し

ております。

　当事業年度において、当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりで

あります。
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役職名 氏名 開催回数 出席回数

代表取締役 谷村　尚永 14回 14回

取締役 石黒　正 14回 14回

社外取締役 大原　慶子 14回 14回

社外取締役 迫本　栄二 14回 14回

社外取締役 田島　穣 14回 14回

社外取締役 正宗　エリザベス 14回 14回

社外取締役 武藤　華子 14回 14回

b.監査役会

　本書提出日現在、当社の監査役会は３名の監査役から構成されております。このうち常勤監査役は１名であ

ります。また、監査機能の一層の強化を図るため、知識・経験を豊富に有する社外監査役３名を選任しており

ます。監査役会は、最低毎月１回、また必要に応じて適時に開催しております。各監査役は、監査役会で策定

された監査計画に基づき監査役監査を実施し、取締役の業務執行の監査及び監視を行っております。

（監査役会構成員の氏名等）

議長：常勤社外監査役　川嶋秀行

構成員：社外監査役　山内一英、社外監査役　笹森良子

※当社は、2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役２名選任の件」を提案

しており、当該議案が承認可決されますと、当社の監査役の状況は、後記「（２）役員の状況」のとおり

となる予定です。

c.執行役員・執行役員会

　本書提出日現在、執行役員は14名選任しており、各執行役員は、代表取締役の指揮・監督の下、取締役会の

決定に従い、規程等に定められた権限及び責任の範囲で自己の職務を執行するとともに代表取締役が兼任する

代表執行役員が議長を務める執行役員会を必要に応じて開催しております。

（執行役員・執行役員会構成員の氏名等）

議長 代表執行役員 谷村　尚永 海外不動産部担当

 専務執行役員 髙橋　和樹  

 専務執行役員 向井　英伸 経営企画部・情報システム1部・情報システム2部担当

 常務執行役員 三杯　力
ウェルスサービス推進部・営業推進部・営業サポート1部・営

業サポート2部担当

 執行役員 鈴木　智倫 盛岡営業所・仙台支店・高崎支店・ 大宮支店担当

 執行役員 大嶋　智之 広島支店・高松支店・今治営業所・福岡支店担当

 執行役員 倉田　修

財務部・リスク管理部・ストラクチャードファイナンス1部・

ストラクチャードファイナンス2部・プロダクト管理部・融資

部担当

 執行役員 森垣　智哉
東京営業1部・東京営業2部・東京営業3部・東京営業4部・札

幌支店・水戸営業所・横浜支店担当

 執行役員 川村　仁 国内不動産部・不動産業務部担当

 執行役員 池田　将和 総務部・人事1部・人事2部担当

 執行役員 山道　善隆 名古屋支店・静岡営業所・金沢支店担当

 執行役員 今井　啓輔 大阪営業1部・大阪営業2部・京都営業所・岡山支店担当

 執行役員 坪内　悠介  経理１部・経理２部・経理３部担当

 執行役員 柏木　麗  ビジネスソリューション部・法務部・コンプライアンス部担当

d.コンプライアンス委員会

　当社は、コンプライアンス態勢の推進、向上を図るため、代表執行役員が委員長を務めるコンプライアンス

委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、次年度コンプライアンス・プログラム案を審議し、

当年度コンプライアンス・プログラムの運用状況を報告するほか、事故処理規程及び苦情処理基本規程に基づ

く事故や苦情の半期毎の総括報告、その他コンプライアンス上の重要事項等の審議・報告を行っております。

なお、当社はグループベースでのマネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止に向けた取組を毎期のコン

プライアンス・プログラムの定例項目としており、当該取組の責任者をコンプライアンス部担当執行役員とし
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ております。当社はコンプライアンス委員会を、少なくとも半期に１回開催する運用としております。コンプ

ライアンス委員会の構成は、委員長が代表執行役員、副委員長がコンプライアンスオフィサーであるコンプラ

イアンス部担当執行役員、委員がその他の執行役員及びコンプライアンス統括責任者であるコンプライアンス

部長となります。委員会にはオブザーバーとして監査役及び内部監査室長並びに法務部長が出席し、意見を述

べることができるものとしております。

③ 企業統治に関するその他の事項

a. 内部統制システムの整備・運用状況

　当社は、当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制

を整備・推進するにあたり、会社法に基づく内部統制システムの基本方針として、取締役会において以下のと

おり決議しております。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 当社は、既に定めある「ＦＰＧグループ　コンプライアンス・ポリシー」を法令遵守及び倫理維持の基

本方針とし、取締役及び使用人に周知徹底し、業務遂行上の最重要課題のひとつとして位置づけ、そ

の遵守及び推進を求める。

② 取締役会は、コンプライアンスに関する重要事項を審議するため設置する「コンプライアンス委員会」

を通じて、定期的にコンプライアンス態勢を見直し、問題点の把握と改善に努める。

③ 当社は、取締役及び使用人の職務の執行における法令・社内規程・規則等の遵守状況について日常的に

相互監視を行うとともに、監査役及び内部監査室は連携し、定期的に、その遵守体制の有効性の検証

を行う。また、内部通報制度を設置し、不祥事、コンプライアンス上疑義ある行為等について通報窓

口を設置し、早期発見と是正を図る。コンプライアンス違反者に対しては、「社員就業規則」に基づ

く懲戒を含め厳正に対処する。

④ 複数名の社外取締役を置くことにより、取締役及び使用人の職務執行に対する監督機能の強化を図る。

⑤ 既に定めある、「反社会的勢力への対応に関する基本方針」に基づき要領等に明文化し周知徹底を図

り、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断し、警察、弁護士

等とも連携して毅然とした態度で組織的に対応する。

⑥ 金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するために「財務報告に係る内部統制の基本方針」を

制定し、財務報告に係る内部統制の整備、運用を適切に行う。

⑦ コンプライアンス統括部門を強化し、法務部との連携を図りながら、当社の事業に適用される法令、金

融庁の監督指針及びガイドライン等の最新の内容を正確に把握し、法改正に応じて所要の規程改定を

行い、その内容を関連部署に周知徹底することにより、法令遵守態勢を整備する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 取締役及び執行役員の職務の執行に際しては、既に定めある「取締役会規程」及び「執行役員規程」に

基づき取締役会議事録、執行役員会議事録等の文書（電磁的情報を含む）・記録の作成、保存及び管

理を適正に行う。

② 監査役及び内部監査室は連携し、定期的に情報の保存及び管理について、監査を行う。

③ 個人情報は、法令及び「個人情報保護基本規程」に基づき厳重かつ適切に管理する。

④ 取締役及び執行役員は、開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集し、法令等に従って適時かつ適切に開

示する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① リスク管理の体制については、既に定めある「ＦＰＧグループ リスクマネジメント基本規程」に基づ

き、リスクマネジメント最高責任者の下、独立専門部署としてのリスクマネジメント統括部門及びリ

スクマネジメント委員会を設置し、全社的なリスクマネジメント体制を総合的に整備・強化する。

② 当社は、業務戦略遂行に際し、取締役会が統制する範囲で事業計画達成のために必要なリスクを適正に

取ることを基本方針とする。リスク管理にあたっては、当社におけるリスクのうち、特に経営に重大

な影響を及ぼすおそれのあるリスクを主要リスクとして把握し、その監視、評価、報告を通じて、資

本の健全性を確保しつつ、リスクに見合った収益を安定的に計上する基盤を提供する。
③ リスクマネジメント統括部門は、主要リスクの状況・変化等を絶えず把握・監視するとともに、適時適
切に取締役会及びリスクマネジメント委員会に報告することにより、リスクを統括的に管理する。ま
た、主要リスクは、当社における事業特性・リスクプロファイル等の変化を踏まえ、必要に応じて見直
す。
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④ リスク管理体制・管理手法については、これを定期的にレビューし、不断の見直し・整備を図る。

⑤ 当社グループの事業に悪影響をもたらす危機（クライシス）により、当社グループのブランド毀損や企

業価値・信用の低下を招くようなレピュテーションリスクの発現又はそのおそれがある場合には、

「ＦＰＧグループ クライシスマネジメント規程」に基づき、その被害を最小限に抑えるため事態の収

拾、回復又は予防を図る対応をとる。

⑥ 自然災害、パンデミック、社会インフラ停止等の緊急災害時の対応について、「ＦＰＧグループ緊急災

害時対策規程」に基づき、行動原則及び安全確保の原則を定め、防災計画の策定等の防災管理体制の整

備及び発生時の対策本部設置等の対応体制の整備を行う。大規模災害や新型インフルエンザの流行等の

当社に著しい損害を及ぼす事態の発生を想定し、未然に防止する。万一、当社に著しい損害を及ぼす災

害が発生した場合には対応として、事業への損害、業務の中断を最小限にとどめるために、あらかじめ

「ＦＰＧグループ事業継続計画（ＢＣＰ）」を策定し、事業継続態勢の実効性向上を図る。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役会の意思決定の迅速化・監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入

し、業務執行権限を法令に反しない範囲で執行役員会又は各執行役員に委譲する。各執行役員は、代

表取締役の指揮・監督の下、取締役会の決定に従い、規程等に定められた権限及び責任の範囲で、自

己の職務を執行する。

② 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則毎月

開催するとともに、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行い、相互に職務執行を監督す

る。取締役会の手続及び取締役会の権限範囲等は、既に定めある「取締役会規程」に基づき、常に見

直し改善を図り、それに則った厳格な運営を行う。

③ 取締役及び執行役員による効果的な業務運営を確保するため、取締役は「取締役会規程」に基づき、ま

た、執行役員は「執行役員規程」、「組織規程」、「職務権限規程」及び「職務分掌規程」に基づ

き、職務執行に関する基本的職務・責任権限に関する事項を明確にすることで組織の適切かつ効率的

な運営を図る。

④ 取締役会は、当社の企業理念を定めるとともに、事業運営方針及び年度計画を策定し、取締役及び使用

人に周知徹底し、適切な経営管理に努め、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。

⑤ その他社内規程を整備することにより、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。

⑥ 前各号の業務運営状況を把握し、改善を図るため、内部監査室による内部監査を実施し、取締役会は、

その内部監査の報告を踏まえ、毎年、これらの体制を検証する。

⑦ 取締役は、必要と認める場合は、当社の費用において、弁護士、公認会計士等の外部の専門家から助言

を受けることができる。

(5) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 当社は、子会社において、当社グループの経営方針に従った適正な業務運営及び当社による実効性のあ

る管理が行われるよう、「関係会社管理規程」を制定し、もって、子会社の取締役及び使用人の職務

の執行が、法令及び定款に適合することを確保し、子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告が

適時に行われる体制を整備する。

② 当社は、子会社の取締役に当社取締役又は当社使用人その他適切な人材を選任するとともに、子会社の

財務報告の適正性を確保するための体制を整備・運用せしめ、その業務の状況を当社が監理し、もっ

て、子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。特に、重要な事項について

は、当社の執行役員会での審議又は取締役会への付議を行う。

③ 当社は、「ＦＰＧグループ　リスクマネジメント基本規程」に基づき、子会社を含む当社グループ全体

のリスク管理を行い、子会社のリスク管理体制の整備・充実を図る。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことの求めがあった場合には、取締役会は監査役と協議

の上、監査役を補助すべき使用人の人数、権限、所属する組織、指揮命令権等について決定し、使用人

の人事発令等を速やかに行う。

(7) 前項の使用人の取締役からの独立性及び監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

前項により設置される監査役を補助すべき使用人の独立性を確保し、監査役の使用人に対する指示の

実効性を確保するため、使用人は、監査役以外の者からの指揮命令を受けないものとし、当該使用人

の人事（異動、評価、懲戒等）に関しては、代表取締役が監査役の同意を得た上決定する。
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(8) 監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

① 監査役は取締役会、執行役員会及び子会社におけるそれらを含めた重要な会議に出席し、業務執行状況

の報告を受け、意見を述べることができる。

② 監査役には当社及び子会社の主要な稟議書その他社内の重要書類を回付し、又は、要請があれば直ちに

関係書類・資料等を提出し、閲覧に供する。

③ 監査役は、定期的に代表取締役との監査役監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題等に関する意見

交換会を開催するほか、必要に応じて当社の他の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び

使用人からその業務及び財産の状況等に関する報告・説明を受けることができる。

④ 当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社又はその子会社に著

しい損害を及ぼすおそれのある事実、法令又は定款に違反する事項又は著しく不当な事項を発見したと

きは、直ちに監査役に報告する。

⑤ 監査役は、内部監査室の監査報告を受ける。

⑥ 前各号に定める他、当社は、当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこ

れらの者から報告を受けた者が、当社の監査役に報告をするための体制を確保するため、当社及び子会

社の関係社内規程において報告の仕組みを整備する。

⑦ 当社は、本項の報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するた

め、当社及び子会社の関係社内規程にその旨明記する

(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる

費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について会社法第388条に基づき費用の前払もしくは償還又は債務の

弁済の請求をしたときは、その職務の執行に必要でないと認める場合を除き、速やかに支払う。

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 取締役及び執行役員は、監査役の職責、心構え、監査体制、監査にあたっての基準、行動指針等を明確

にした「監査役監査基準」及び毎年策定する監査計画書を熟知するとともに、監査役監査の重要性・有

用性を十分認識し、また、監査役監査の環境整備、実効性確保に努める。

② 監査役が必要と認めたときは、代表取締役等と協議の上、特定の事項について、内部監査室に監査の協

力を求めることができる。また、監査役は、各部室店所に対しても、随時必要に応じ、監査への協力を

求めることができる。

③ 代表取締役は、監査役が、子会社の監査役と連携した監査の実施、子会社への監査結果の報告、子会社

の代表者との意見交換等を行うよう努める。

④ 監査役は、会計監査人と、両者の監査業務の品質及び効率を高めるため、相互協議に基づき、情報・意

見交換等の緊密な連携を図る。また、監査役、会計監査人及び内部監査室との間で、三様監査連絡会を

開催する。

⑤ 監査役は、監査の実施にあたり必要と認める場合は、弁護士、公認会計士等の外部の専門家から助言を

受けることができる。なお、これに伴い生ずる費用又は債務の処理は、前項に定める方針に従う。
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当社では、「内部統制システムの基本方針」に基づき、企業集団の業務の適正を確保するための体制整備とそ

の適切な運用に努めており、当連結会計年度における運用状況の概要は以下のとおりであります。

 
当社は、「コンプライアンス基本規程」に基づき、コンプライアンス委員会を当連結会計年度に２回開催

し、法令・社内規程等の遵守状況を審議した上で、必要に応じて、コンプライアンス態勢を見直した。ま

た、「ＦＰＧグループ　リスクマネジメント基本規程」に基づき、子会社を含む当社グループのリスクの把

握・監視・評価を行い、その管理及びリスク低減に努めた。

当社の取締役会は、社外取締役５名を含む取締役７名で構成し、監査役３名も出席した上で開催し、取締

役の職務執行を監督した。また、取締役会は、執行役員を選任し、各執行役員は、代表取締役の指揮・監督

の下、各自の権限及び責任の範囲で、職務を執行した。

子会社については、「関係会社管理規程」に基づき、重要な事項を当社取締役会において審議し、子会社

の適正な業務運営及び当社による実効性のある管理の実現に努めた。

内部監査室は、取締役会の承認を受けた内部監査計画に基づき、内部管理態勢の有効性・適切性につい

て、各部室店を対象とする監査を実施し、その結果及び改善状況等を、取締役会及び監査役に報告した。

監査役は、監査方針を含む監査計画を策定し、月１回の定時監査役会に加えて適宜臨時監査役会を開催し

監査役間の情報共有に基づき会社の状況を把握し、必要な場合は提言の取りまとめを行った。さらに、取締

役会に出席するとともに、取締役・執行役員その他使用人と対話を行い、内部監査室・会計監査人と連携

し、取締役及び使用人の職務の執行状況を監査した。

常勤監査役は、主要な稟議書の回付を受け取締役及び使用人の職務の執行状況を監査するとともに、コン

プライアンス委員会等の重要会議に出席し必要な場合は意見を述べた。

b. 非業務執行取締役及び監査役との間の責任限定契約

当社は、定款において、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除

く。）及び監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨

を規定しております。

当該定款及び会社法の規定に基づき、当社は、社外取締役及び社外監査役全員との間で責任限定契約を締結

しており、その内容の概要は以下のとおりであります。

(ⅰ) 社外取締役の責任限定契約

社外取締役は、会社法第423条第１項の責任について、当社の取締役として職務を行うにつき、当該契約の締

結日以降、その任務懈怠により会社に損害を与えた場合において、善意でかつ重大な過失がないときは、会社

法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を

超える部分については当然に免責される。

(ⅱ) 社外監査役の責任限定契約

社外監査役は、会社法第423条第１項の責任について、当社の監査役として職務を行うにつき、当該契約の締

結日以降、その任務懈怠により会社に損害を与えた場合において、善意でかつ重大な過失がないときは、会社

法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を

超える部分については当然に免責される。

c. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社及び当社の子会社（株式会社ＦＰＧ証券、株式会社ＦＰＧ信託、株式会社オンリーユーエア、株式会社

ＦＰＧリアルエステート、株式会社ＡＮＤ　ＯＷＮＥＲＳ）は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠

償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、取締役、監査役、執行役員、管理職従業員及び退任役員

（以下「役員等」という。）が、当社又は当社子会社の役員等としての業務につき行った行為に起因して負担

することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が塡補されます。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が

損なわれないようにするため、被保険者が違法に利益又は便宜を得たことや、法令違反を認識しながら行った

行為等に起因して損害賠償請求を受けた場合は、塡補の対象としないこととしております。なお、保険料は全

額当社及び当社子会社が負担しております。
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d. 取締役の定数

当社の取締役の定数は10名以内とする旨を定款に定めております。

e. 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任は、累積投票によらないものとする旨を

定款に定めております。

f. 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会を円滑に運営するた

め、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の

２以上をもって行う旨を定款に定めております。

g. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

(ⅰ)中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決

議によって毎年３月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

(ⅱ)自己株式の取得

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規

定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

(ⅲ)取締役会決議による取締役及び監査役の責任を免除することを可能にする定款の定め

当社は、取締役及び監査役が期待された役割を十分発揮できるように、会社法第426条第１項の規定に基づ

き、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）

の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨を定款に定めております。
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（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　2025年12月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。

男性6名　女性4名　（役員のうち女性の比率　40.0％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(株)

代表取締役社長

代表

執行役員

谷村　尚永
1959年７月

25日生

1983年４月 住商リース株式会社（現 三井住友ファイナンス＆リー

ス株式会社）入社

1998年８月 ING Lease Japan N.V. 東京支店在日代表

2001年11月 有限会社ファイナンシャル・プロダクト・グループ

　　　　　（現 当社）設立

　　　　　 当社 代表取締役社長（現任）

2011年８月 ＨＴホールディングス株式会社 代表取締役（現任）

2012年12月 当社 代表執行役員（現任）

2013年３月 株式会社ＦＰＧ証券 代表取締役会長（現任）

2014年10月 ベルニナ信託株式会社（現 株式会社ＦＰＧ信託） 取

締役

2015年３月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役会長（現任）

2015年５月 Amentum Capital Ltd.（現 FPG Amentum Limited） 取

締役（現任）

2019年11月 北日本航空株式会社（現 株式会社オンリーユーエア）

取締役

2020年６月 同社（現 株式会社オンリーユーエア） 代表取締役会

長（現任）

2023年11月 株式会社ＡＮＤ　ＡＲＴ（現 株式会社ＡＮＤ　ＯＷＮ

ＥＲＳ） 取締役会長

2024年３月 同社（現 株式会社ＡＮＤ　ＯＷＮＥＲＳ） 代表取締

役会長（現任）

(注)３ 2,199,600

取締役 石黒　 正
1955年４月

26日生

1978年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社SBI新生銀

行）入行

2000年３月 同行 執行役員 企業戦略部長

2004年６月 株式会社新生銀行（現 株式会社SBI新生銀行） 常務執

行役 事業法人部長

2005年１月 同行 常務執行役 コーポレートアフェアーズ部門長

2005年９月 野村ホールディングス株式会社 経営企画部 シニアエ

グゼクティブオフィサー

2006年４月 野村信託銀行株式会社 執行役 企画管理部門管轄

2010年４月 同行 専務執行役

2015年５月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役社長

2016年３月 当社 専務執行役員

2016年３月 株式会社ＦＰＧ信託 取締役（現任）

2016年12月 当社 取締役（現任）

2019年11月 北日本航空株式会社（現 株式会社オンリーユーエア）

取締役（現任）

(注)３ －

取締役 大原　慶子
1959年10月

18日生

1988年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

1988年４月 小松綜合法律事務所（後 小松・狛法律事務所）入所

1992年９月 Weil, Gotshal & Manges LLPニューヨーク事務所 入所

1993年８月 弁護士登録（ニューヨーク州）

1993年10月 小松・狛法律事務所 復帰

2000年２月 神谷町法律事務所 創立 パートナー（現任）

2012年９月 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師

2017年３月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

　　　　　 監事（現任）

2017年６月 日本弁護士連合会 外国弁護士及び国際法律業務委員会

　　　　　 委員長

2018年12月 当社 社外取締役（現任）

2019年６月 富士急行株式会社 社外取締役（現任）

2020年６月 大成建設株式会社 社外監査役（現任）

(注)３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(株)

取締役 迫本　栄二
1956年11月

４日生

1990年６月 株式会社タックスコンサルティンググループ（現 銀座

Ｋ.Ｔ.Ｃコンサルティング株式会社） 代表取締役（現

任）

1993年３月 公認会計士開業登録

1993年７月 税理士開業登録

2003年８月 松竹映画劇場株式会社 代表取締役（現任）

2004年４月 新創税理士法人（現 銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人） 代表

社員（現任）

2006年２月 株式会社西武ホールディングス 社外監査役

2011年８月 新橋演舞場株式会社 監査役（現任）

2011年８月 演舞場サービス株式会社 監査役（現任）

2015年５月 株式会社プリンスホテル（現 株式会社西武不動産）

監査役（現任）

2015年６月 株式会社永谷園（現 株式会社永谷園ホールディング

ス） 社外取締役

2020年12月 当社 社外取締役（現任）

2022年４月 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 監査

役（現任）

2024年10月 株式会社永谷園ホールディングス 取締役（現任）

(注)３ －

取締役 田島　穣
1958年１月

24日生

1980年４月 三菱地所株式会社 入社

1994年４月 MEC UK Ltd. Director and General Manager

2003年４月 Rockefeller Group International, Inc. 取締役副社

長 兼 最高投資責任者

2008年４月 三菱地所株式会社 経営企画部長

2009年４月 同社 経営企画部長 兼 メック情報開発株式会社（現

三菱地所ITソリューションズ株式会社） 代表取締役社

長

2010年４月 三菱地所株式会社 執行役員 経営企画部長

2012年４月 同社 執行役員 ビルアセット開発部長

2013年４月 同社 常務執行役員

2016年６月 同社 執行役常務

2017年４月 同社 グループ執行役員 兼 三菱地所リアルエステート

サービス株式会社 代表取締役社長

2019年４月 同社 常務執行役員

2019年６月 同社 グループ執行役員 兼 丸の内熱供給株式会社 代

表取締役社長

2022年10月 当社 顧問

2022年12月 当社 社外取締役（現任）

2023年６月 株式会社ノジマ 取締役 兼 執行役、事業推進部長 兼

総務部長

2025年10月 株式会社ノジマ シニアアドバイザー（現任）

(注)３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(株)

取締役
正宗

エリザベス

1960年４月

５日生

1987年４月 在日オーストラリア大使館 貿易促進庁 入庁

1996年４月 在インドネシアオーストラリア大使館 参事官

1999年４月 在ベトナムオーストラリア大使館 公使参事官

2002年８月 在韓国オーストラリア大使館 公使参事官

2007年８月 在日オーストラリア大使館 公使 兼 貿易促進庁 日本

総支配人

2011年10月 オーストラリア貿易促進庁 東北アジア地域本部本部長

2013年９月 オーストラリア貿易促進庁 貿易本部本部長

2015年７月 株式会社アット・アジア・アソシエイツ・ジャパン 代

表取締役（現任）

2016年12月 株式会社パソナグループ 顧問

2017年12月 株式会社パソナグループ 淡路ユース・フェデレーショ

ン 専務理事

2018年６月 株式会社フェイス 社外取締役

2019年６月 荒川化学工業株式会社 社外取締役（現任）

2022年６月 テクノホライゾン株式会社 社外取締役

2023年６月 アステリア株式会社 社外取締役（現任）

2023年10月 当社 顧問

2023年11月 株式会社パソナグループ 淡路ユース・フェデレーショ

ン 学長

2023年12月 当社 社外取締役（現任）

(注)３ －

取締役 武藤　華子
1965年４月

16日生

1986年８月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行

1997年７月 株式会社さくら銀行（現 株式会社三井住友銀行） 証

券企画部付

　　　　　 株式会社さくら総合研究所（現 SMBCコンサルティング

株式会社） 出向 シニア・アナリスト

1999年10月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 入社

2003年６月 同社 IR部 マネージャー

2004年６月 同社 取締役会事務局部長、監査委員会事務局部長

2008年５月 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社（現 株

式会社KJRマネジメント） IR・広報部長

2012年４月 株式会社ネクソン 広報室長

2013年５月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイ

テッド・ジャパン Head of External Relations and

Communication Services

2018年11月 日本エア・リキード株式会社（現 日本エア・リキード

合同会社） 広報本部長

2022年７月 コーン・フェリー・ジャパン株式会社 パートナー

2023年６月 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社 社外取締役

2023年12月 当社 社外取締役（現任）

2025年３月 江崎グリコ株式会社 社外取締役（現任）

(注)３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(株)

常勤監査役 川嶋　秀行
1961年12月

27日生

1984年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行

1993年７月 興銀証券株式会社（現 みずほ証券株式会社）入社

2008年２月 Mizuho International plc, Deputy President

2011年５月 Mizuho Securities Asia Limited, Deputy President

2012年１月 Mizuho Securities Asia Limited, President

2014年４月 みずほ証券株式会社 業務監査部長

2016年４月 同社 執行役員 業務監査部長

2017年４月 同社 常務取締役 内部監査グループ長 兼 株式会社み

ずほフィナンシャルグループ 常務執行役員 内部監査

副グループ長兼 Mizuho International plc, Member

of Board of Directors

2019年４月 同社 理事 兼 みずほ証券プリンシパルインベストメン

ト株式会社 監査役

2019年６月 同社 取締役 監査等委員 兼 株式会社みずほフィナン

シャルグループ 監査委員会付理事 兼 みずほ証券プリ

ンシパルインベストメント株式会社 監査役

2021年７月 当社 顧問

2021年12月 当社 社外監査役（現任）

2023年６月 株式会社ＦＰＧ証券 監査役（現任）

2023年６月 株式会社ＦＰＧエアサービス（現 株式会社オンリー

ユーエア） 監査役（現任）

2023年11月 株式会社ＡＮＤ　ＡＲＴ（現 株式会社ＡＮＤ　ＯＷＮ

ＥＲＳ） 監査役（現任）

2024年６月 株式会社ＦＰＧ信託 監査役（現任）

(注)４ －

監査役 山内　一英
1960年10月

19日生

1983年４月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行

2011年６月 三菱UFJリース株式会社（現 三菱HCキャピタル株式会

社）入社

2012年７月 同社 理事

2013年５月 三菱UFJリース株式会社（現 三菱HCキャピタル株式会

社） 理事 兼 Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co.,

Ltd.（現 Bangkok Mitsubishi HC Capital Co.,

Ltd.） 社長

2013年６月 三菱UFJリース株式会社（現 三菱HCキャピタル株式会

社） 執行役員 兼 Bangkok Mitsubishi UFJ Lease

Co., Ltd.（現 Bangkok Mitsubishi HC Capital Co.,

Ltd.） 社長

2015年６月 三菱UFJリース株式会社（現 三菱HCキャピタル株式会

社） 常勤監査役

2018年６月 同社 特命顧問

　　　　　 三菱オートリース株式会社 常勤監査役

　　　　　 三菱オートリース・ホールディングス株式会社（現 三

菱オートリース株式会社） 常勤監査役

2023年７月 三菱HCキャピタル株式会社 非常勤顧問

2023年９月 当社 顧問

2023年12月 当社 社外監査役（現任）

2024年３月 株式会社デジタルホールディングス 取締役監査等委員

（現任）

(注)５ －

 

 

EDINET提出書類

株式会社ＦＰＧ(E24651)

有価証券報告書

 53/128



 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(株)

監査役 笹森　良子
1962年２月

９日生

1984年４月 株式会社三越（現 株式会社三越伊勢丹） 入社

2007年２月 同社 専門館事業本部営業開発部ゼネラルマネージャー

2009年４月 同社 専門館事業部事業企画部長 兼 総務部長

2011年４月 株式会社三越伊勢丹 専門館事業部恵比寿店長

2013年４月 同社 営業本部地域店舗事業部伊勢丹府中店営業統括部

長

2015年４月 同社 営業本部三越日本橋本店営業統括部リビング・Ｉ

ＤＳ営業部長 兼 計画担当長

2016年４月 同社 執行役員 営業本部商品統括部リビング統括部長

兼 統括部付（コンプライアンス担当）

2017年４月 同社 執行役員 百貨店事業本部商品統括部リビング統

括部長 兼 統括部付（コンプライアンス担当）

2018年４月 同社 参与 関連・不動産事業本部付 兼 株式会社三越

伊勢丹プロパティ・デザイン商業施設部

2019年４月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 参与

　　　　　 株式会社エムアイ友の会 代表取締役社長

2021年４月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 参与 取締役会

室監査委員会運営部組織監査（現 グループ監査） 担

当

　　　　　 株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン 監査役

　　　　　 株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ 監

査役

　　　　　 株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポート 監査役

　　　　　 株式会社三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ 監査役

　　　　　 株式会社三越伊勢丹イノベーションズ 監査役

　　　　　 株式会社三越伊勢丹トランジット 監査役

　　　　　 株式会社フラテリパラディソジャパン 監査役

　　　　　 株式会社ロングレインジャパン 監査役

2022年４月 株式会社伊勢丹会館 監査役

2023年４月 株式会社静岡伊勢丹 監査役

2024年９月 当社 顧問

2024年12月 当社 社外監査役（現任）

2025年６月 京極運輸商事株式会社 社外取締役（現任）

(注)６ －

計 2,199,600

（注）１．取締役大原慶子、迫本栄二、田島穣、正宗エリザベス及び武藤華子は、社外取締役であります。

２．監査役川嶋秀行、山内一英及び笹森良子は、社外監査役であります。

３．2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会終結の時までとする。

４．2021年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会終結の時までとする。

５．前任者の辞任に伴う就任であるため、補欠として選任された監査役の任期は当社定款の定めにより、退任した

監査役の任期の満了する時までとなる。なお、前任者の任期は、2021年12月22日開催の定時株主総会の終結の

時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までである。

６．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会終結の時までとする。
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　2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役２

名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定で

あります。

　なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しておりま

す。

男性6名　女性4名　（役員のうち女性の比率　40.0％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(株)

代表取締役社長

代表

執行役員

谷村　尚永
1959年７月

25日生

1983年４月 住商リース株式会社（現 三井住友ファイナンス＆リー

ス株式会社）入社

1998年８月 ING Lease Japan N.V. 東京支店在日代表

2001年11月 有限会社ファイナンシャル・プロダクト・グループ

　　　　　（現 当社）設立

　　　　　 当社 代表取締役社長（現任）

2011年８月 ＨＴホールディングス株式会社 代表取締役（現任）

2012年12月 当社 代表執行役員（現任）

2013年３月 株式会社ＦＰＧ証券 代表取締役会長（現任）

2014年10月 ベルニナ信託株式会社（現 株式会社ＦＰＧ信託） 取

締役

2015年３月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役会長（現任）

2015年５月 Amentum Capital Ltd.（現 FPG Amentum Limited） 取

締役（現任）

2019年11月 北日本航空株式会社（現 株式会社オンリーユーエア）

取締役

2020年６月 同社（現 株式会社オンリーユーエア） 代表取締役会

長（現任）

2023年11月 株式会社ＡＮＤ　ＡＲＴ（現 株式会社ＡＮＤ　ＯＷＮ

ＥＲＳ） 取締役会長

2024年３月 同社（現 株式会社ＡＮＤ　ＯＷＮＥＲＳ） 代表取締

役会長（現任）

(注)３ 2,199,600

取締役 石黒　 正
1955年４月

26日生

1978年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社SBI新生銀

行）入行

2000年３月 同行 執行役員 企業戦略部長

2004年６月 株式会社新生銀行（現 株式会社SBI新生銀行） 常務執

行役 事業法人部長

2005年１月 同行 常務執行役 コーポレートアフェアーズ部門長

2005年９月 野村ホールディングス株式会社 経営企画部 シニアエ

グゼクティブオフィサー

2006年４月 野村信託銀行株式会社 執行役 企画管理部門管轄

2010年４月 同行 専務執行役

2015年５月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役社長

2016年３月 当社 専務執行役員

2016年３月 株式会社ＦＰＧ信託 取締役（現任）

2016年12月 当社 取締役（現任）

2019年11月 北日本航空株式会社（現 株式会社オンリーユーエア）

取締役（現任）

(注)３ －

取締役 大原　慶子
1959年10月

18日生

1988年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

1988年４月 小松綜合法律事務所（後 小松・狛法律事務所）入所

1992年９月 Weil, Gotshal & Manges LLPニューヨーク事務所 入所

1993年８月 弁護士登録（ニューヨーク州）

1993年10月 小松・狛法律事務所 復帰

2000年２月 神谷町法律事務所 創立 パートナー（現任）

2012年９月 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師

2017年３月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

　　　　　 監事（現任）

2017年６月 日本弁護士連合会 外国弁護士及び国際法律業務委員会

　　　　　 委員長

2018年12月 当社 社外取締役（現任）

2019年６月 富士急行株式会社 社外取締役（現任）

2020年６月 大成建設株式会社 社外監査役（現任）

(注)３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(株)

取締役 迫本　栄二
1956年11月

４日生

1990年６月 株式会社タックスコンサルティンググループ（現 銀座

Ｋ.Ｔ.Ｃコンサルティング株式会社） 代表取締役（現

任）

1993年３月 公認会計士開業登録

1993年７月 税理士開業登録

2003年８月 松竹映画劇場株式会社 代表取締役（現任）

2004年４月 新創税理士法人（現 銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人） 代表

社員（現任）

2006年２月 株式会社西武ホールディングス 社外監査役

2011年８月 新橋演舞場株式会社 監査役（現任）

2011年８月 演舞場サービス株式会社 監査役（現任）

2015年５月 株式会社プリンスホテル（現 株式会社西武不動産）

監査役（現任）

2015年６月 株式会社永谷園（現 株式会社永谷園ホールディング

ス） 社外取締役

2020年12月 当社 社外取締役（現任）

2022年４月 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 監査

役（現任）

2024年10月 株式会社永谷園ホールディングス 取締役（現任）

(注)３ －

取締役 田島　穣
1958年１月

24日生

1980年４月 三菱地所株式会社 入社

1994年４月 MEC UK Ltd. Director and General Manager

2003年４月 Rockefeller Group International, Inc. 取締役副社

長 兼 最高投資責任者

2008年４月 三菱地所株式会社 経営企画部長

2009年４月 同社 経営企画部長 兼 メック情報開発株式会社（現

三菱地所ITソリューションズ株式会社） 代表取締役社

長

2010年４月 三菱地所株式会社 執行役員 経営企画部長

2012年４月 同社 執行役員 ビルアセット開発部長

2013年４月 同社 常務執行役員

2016年６月 同社 執行役常務

2017年４月 同社 グループ執行役員 兼 三菱地所リアルエステート

サービス株式会社 代表取締役社長

2019年４月 同社 常務執行役員

2019年６月 同社 グループ執行役員 兼 丸の内熱供給株式会社 代

表取締役社長

2022年10月 当社 顧問

2022年12月 当社 社外取締役（現任）

2023年６月 株式会社ノジマ 取締役 兼 執行役、事業推進部長 兼

総務部長

2025年10月 株式会社ノジマ シニアアドバイザー（現任）

(注)３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(株)

取締役
正宗

エリザベス

1960年４月

５日生

1987年４月 在日オーストラリア大使館 貿易促進庁 入庁

1996年４月 在インドネシアオーストラリア大使館 参事官

1999年４月 在ベトナムオーストラリア大使館 公使参事官

2002年８月 在韓国オーストラリア大使館 公使参事官

2007年８月 在日オーストラリア大使館 公使 兼 貿易促進庁 日本

総支配人

2011年10月 オーストラリア貿易促進庁 東北アジア地域本部本部長

2013年９月 オーストラリア貿易促進庁 貿易本部本部長

2015年７月 株式会社アット・アジア・アソシエイツ・ジャパン 代

表取締役（現任）

2016年12月 株式会社パソナグループ 顧問

2017年12月 株式会社パソナグループ 淡路ユース・フェデレーショ

ン 専務理事

2018年６月 株式会社フェイス 社外取締役

2019年６月 荒川化学工業株式会社 社外取締役（現任）

2022年６月 テクノホライゾン株式会社 社外取締役

2023年６月 アステリア株式会社 社外取締役（現任）

2023年10月 当社 顧問

2023年11月 株式会社パソナグループ 淡路ユース・フェデレーショ

ン 学長

2023年12月 当社 社外取締役（現任）

(注)３ －

取締役 武藤　華子
1965年４月

16日生

1986年８月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行

1997年７月 株式会社さくら銀行（現 株式会社三井住友銀行） 証

券企画部付

　　　　　 株式会社さくら総合研究所（現 SMBCコンサルティング

株式会社） 出向 シニア・アナリスト

1999年10月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 入社

2003年６月 同社 IR部 マネージャー

2004年６月 同社 取締役会事務局部長、監査委員会事務局部長

2008年５月 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社（現 株

式会社KJRマネジメント） IR・広報部長

2012年４月 株式会社ネクソン 広報室長

2013年５月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイ

テッド・ジャパン Head of External Relations and

Communication Services

2018年11月 日本エア・リキード株式会社（現 日本エア・リキード

合同会社） 広報本部長

2022年７月 コーン・フェリー・ジャパン株式会社 パートナー

2023年６月 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社 社外取締役

2023年12月 当社 社外取締役（現任）

2025年３月 江崎グリコ株式会社 社外取締役（現任）

(注)３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(株)

常勤監査役 川嶋　秀行
1961年12月

27日生

1984年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行

1993年７月 興銀証券株式会社（現 みずほ証券株式会社）入社

2008年２月 Mizuho International plc, Deputy President

2011年５月 Mizuho Securities Asia Limited, Deputy President

2012年１月 Mizuho Securities Asia Limited, President

2014年４月 みずほ証券株式会社 業務監査部長

2016年４月 同社 執行役員 業務監査部長

2017年４月 同社 常務取締役 内部監査グループ長 兼 株式会社み

ずほフィナンシャルグループ 常務執行役員 内部監査

副グループ長兼 Mizuho International plc, Member

of Board of Directors

2019年４月 同社 理事 兼 みずほ証券プリンシパルインベストメン

ト株式会社 監査役

2019年６月 同社 取締役 監査等委員 兼 株式会社みずほフィナン

シャルグループ 監査委員会付理事 兼 みずほ証券プリ

ンシパルインベストメント株式会社 監査役

2021年７月 当社 顧問

2021年12月 当社 社外監査役（現任）

2023年６月 株式会社ＦＰＧ証券 監査役（現任）

2023年６月 株式会社ＦＰＧエアサービス（現 株式会社オンリー

ユーエア） 監査役（現任）

2023年11月 株式会社ＡＮＤ　ＡＲＴ（現 株式会社ＡＮＤ　ＯＷＮ

ＥＲＳ） 監査役（現任）

2024年６月 株式会社ＦＰＧ信託 監査役（現任）

(注)４ －

監査役 山内　一英
1960年10月

19日生

1983年４月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行

2011年６月 三菱UFJリース株式会社（現 三菱HCキャピタル株式会

社）入社

2012年７月 同社 理事

2013年５月 三菱UFJリース株式会社（現 三菱HCキャピタル株式会

社） 理事 兼 Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co.,

Ltd.（現 Bangkok Mitsubishi HC Capital Co.,

Ltd.） 社長

2013年６月 三菱UFJリース株式会社（現 三菱HCキャピタル株式会

社） 執行役員 兼 Bangkok Mitsubishi UFJ Lease

Co., Ltd.（現 Bangkok Mitsubishi HC Capital Co.,

Ltd.） 社長

2015年６月 三菱UFJリース株式会社（現 三菱HCキャピタル株式会

社） 常勤監査役

2018年６月 同社 特命顧問

　　　　　 三菱オートリース株式会社 常勤監査役

　　　　　 三菱オートリース・ホールディングス株式会社（現 三

菱オートリース株式会社） 常勤監査役

2023年７月 三菱HCキャピタル株式会社 非常勤顧問

2023年９月 当社 顧問

2023年12月 当社 社外監査役（現任）

2024年３月 株式会社デジタルホールディングス 取締役監査等委員

（現任）

(注)４ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(株)

監査役 笹森　良子
1962年２月

９日生

1984年４月 株式会社三越（現 株式会社三越伊勢丹） 入社

2007年２月 同社 専門館事業本部営業開発部ゼネラルマネージャー

2009年４月 同社 専門館事業部事業企画部長 兼 総務部長

2011年４月 株式会社三越伊勢丹 専門館事業部恵比寿店長

2013年４月 同社 営業本部地域店舗事業部伊勢丹府中店営業統括部

長

2015年４月 同社 営業本部三越日本橋本店営業統括部リビング・Ｉ

ＤＳ営業部長 兼 計画担当長

2016年４月 同社 執行役員 営業本部商品統括部リビング統括部長

兼 統括部付（コンプライアンス担当）

2017年４月 同社 執行役員 百貨店事業本部商品統括部リビング統

括部長 兼 統括部付（コンプライアンス担当）

2018年４月 同社 参与 関連・不動産事業本部付 兼 株式会社三越

伊勢丹プロパティ・デザイン商業施設部

2019年４月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 参与

　　　　　 株式会社エムアイ友の会 代表取締役社長

2021年４月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 参与 取締役会

室監査委員会運営部組織監査（現 グループ監査） 担

当

　　　　　 株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン 監査役

　　　　　 株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ 監

査役

　　　　　 株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポート 監査役

　　　　　 株式会社三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ 監査役

　　　　　 株式会社三越伊勢丹イノベーションズ 監査役

　　　　　 株式会社三越伊勢丹トランジット 監査役

　　　　　 株式会社フラテリパラディソジャパン 監査役

　　　　　 株式会社ロングレインジャパン 監査役

2022年４月 株式会社伊勢丹会館 監査役

2023年４月 株式会社静岡伊勢丹 監査役

2024年９月 当社 顧問

2024年12月 当社 社外監査役（現任）

2025年６月 京極運輸商事株式会社 社外取締役（現任）

(注)５ －

計 2,199,600

（注）１．取締役大原慶子、迫本栄二、田島穣、正宗エリザベス及び武藤華子は、社外取締役であります。

２．監査役川嶋秀行、山内一英及び笹森良子は、社外監査役であります。

３．2025年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会終結の時までとする。

４．2025年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会終結の時までとする。

５．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会終結の時までとする。
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②　社外役員の状況

a. 社外取締役

当社は、取締役７名のうち、社外取締役５名とすることで、社外の様々な見識を取締役会の意思決定に反映

するとともに、取締役会の監督機能の一層の強化を図っております。

社外取締役大原慶子氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、

弁護士としての豊富な経験と国際企業法務に関する専門的かつ高度な知見を有しており、適切な業務執行及び

監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。同氏は、神谷町法律事務所パートナー等を兼

職しておりますが、当社と同氏の兼職先との間には、特別な利害関係はありません。

社外取締役迫本栄二氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計並びに税務に関する高度な専門性、

豊富な経験及び高い見識を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任

しております。同氏は、銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人代表社員等を兼職しております。当社は銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士

法人と顧客紹介契約を締結しておりますが、本契約による同税理士法人への手数料支払実績はありません。な

お、本契約は一般の他の取引先と同様の条件によるものであり、その内容、規模、互いに与える影響等に鑑み

て同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、当社と同氏の兼職先との間には、

特別な利害関係はありません。

社外取締役田島穣氏は、長年にわたり大手不動産会社にて国内外の不動産物件の開発・運用に従事し、代表

者として不動産会社の経営にも携わる等、不動産業界における豊富な経験及び高度な専門的知識並びに企業経

営に関する知見を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しており

ます。同氏は、株式会社ノジマシニアアドバイザーを兼職しておりますが、当社と同氏の兼職先との間には、

特別な利害関係はありません。

社外取締役正宗エリザベス氏は、長年にわたり外交官の職に従事し国際渉外に長けており、国際的なビジネ

スにおいて豊富な経験と高い見識を有し、また、会社の代表者として、働く女性の意識改革、グローバル人材

の育成等に係るコンサルティングを行っており、企業経営に関する知見も併せ持っていることから、適切な業

務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。同氏は、株式会社アット・アジ

ア・アソシエイツ・ジャパン代表取締役等を兼職しておりますが、当社と同氏の兼職先との間には、特別な利

害関係はありません。

社外取締役武藤華子氏は、大手銀行系シンクタンクでのアナリストとしての経験を活かして、主に上場企業

における広報、IR担当の責任者として活躍してきたほか、企業の人事戦略及び組織変革に関するコンサルティ

ングについても豊富な経験と高い見識を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締

役として選任しております。同氏は、江崎グリコ株式会社社外取締役等を兼職しておりますが、当社と同氏の

兼職先との間には、特別な利害関係はありません。

その他、各社外取締役とも、主要な取引先の出身者等ではないこと等、当社との間には特別な利害関係はな

く、独立した立場での業務執行の監督が可能と判断しております。

各社外取締役は、各々の知見に照らし、取締役会において独立した立場から意見を述べ議決に参加すること

で、様々な視点を踏まえた取締役会の意思決定や監督機能の一層の強化に寄与しております。

b. 社外監査役

当社の社外監査役は、３名であります。当社の監査役はすべて社外監査役であり、取締役の職務の執行につ

いて、適切な監査を受けることで、経営の透明性・公正性を確保しております。

社外監査役川嶋秀行氏、山内一英氏及び笹森良子氏は、他社での経験が豊富であり、適切な監査の遂行が可

能であると判断し社外監査役として選任しております。

社外監査役川嶋秀行氏は、当社の連結子会社である株式会社ＦＰＧ証券、株式会社ＦＰＧ信託、株式会社オ

ンリーユーエア及び株式会社ＡＮＤ　ＯＷＮＥＲＳの監査役を兼任しております。その他、各社外監査役と

も、主要な取引先の出身者等ではないこと等、当社との間には特別な利害関係はなく、独立した立場での監査

が可能と判断しております。

各社外監査役は、取締役会に出席し、各々の豊富な経験を踏まえ、独立した立場から意見を述べるととも

に、当社の会計監査人、内部監査室、業務執行部門と連携し、取締役の職務の執行状況を監査し、当社の経営

の健全性を高めております。
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c. 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針

当社は、社外役員の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準（東証

「上場管理等に関するガイドライン」）に準拠し、企業経営や専門分野等の豊富な経験と幅広い知見に基づき

客観的に当社の経営監督を担える方を選任する方針であります。当社は、各社外役員は、上記の関係を踏ま

え、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にはないと判断し、全員を東京証券取引所に対し

て、独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席及び随時の情報徴求等を通じて、業務執行部門の監督・監

査を行っております。社外監査役のうち常勤監査役が、業務監査の中心を担っており、すべての社外監査役

は、監査役会等を通じ、常に情報を共有して、監査を行っております。また、内部監査室とも、随時連携し、

相互に情報を共有しながら監査を行っております。

社外取締役は、監査役と随時の情報共有を図ることで、社外監査役を含めた監査役と連携しております。内

部監査室からの監査結果等についても、適時に報告を受け、課題を共有しております。

また、社外取締役及び社外監査役とも、会計監査人と適時の面談、定期的な報告会への出席等によって、情

報共有を図り、連携しております。

（３）【監査の状況】

① 監査役監査の状況

(監査役監査の組織・人員)

　有価証券報告書提出日現在、監査役会は、監査役３名から構成されており、いずれも社外監査役であります。

　常勤監査役の川嶋秀行及び監査役山内一英は金融機関における業務・監査役等の経験、監査役の笹森良子は百

貨店グループ会社の社長・監査役の経験を有する等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

　また、監査役補助業務については、当社の監査役会は経営企画部の一部のスタッフの補助業務を受けており十

分な機能を果たしています。

　なお、当社は、2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役２名選任の件」

を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き３名の監査役（いずれも社外監査役）で

構成されることになります。

(監査役及び監査役会の活動状況)

a.監査役会開催回数と出席状況

　監査役会は原則として毎月１回開催する他、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては14回開

催しました。個々の監査役の出席状況は次のとおりとなっております。

役職名 氏名 開催回数 出席回数

社外監査役 常峰　仁 ４回 ４回

常勤社外監査役 川嶋　秀行 14回 14回

社外監査役 山内　一英 14回 14回

社外監査役 笹森　良子 10回 10回

(注）社外監査役の常峰仁は2024年12月20日開催の第23期定時株主総会の終結の時をもって、辞任により退任しました。また、社外監

査役の笹森良子は、同株主総会において新たに監査役に選任されました。なお、開催回数は在任中の期間に係るものでありま

す。

b.監査役会の具体的な活動及び検討事項

　監査役会は、当社「監査役監査基準」に基づいて、会社の事業及び業務に潜在するリスクを十分検討したうえ

で監査方針・監査の重点項目・各監査役の職務分担を含む監査計画を作成し、各監査役は、下記「監査役の活動

状況」に記載のとおり、上記監査計画に基づいて取締役の職務執行が法令・定款に適合し、会社業務が適正に遂

行されているかの視点で監査を行いました。

　監査役会は、会計監査人と定期的に、また、必要に応じて臨時に緊密な情報交換を行い、会計監査人の監査の

方法及び結果の相当性及び会計監査人の報酬についての検討を行いました。

　また、内部監査室長は、内部監査の計画及び結果を監査役会で報告し、各監査役は必要に応じて意見を述べま

した。
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　さらに、４名の社外取締役は13回、１名の社外取締役は11回の監査役会に陪席し、常勤監査役からの報告、内

部監査の報告を聴取することにより社内の重要な情報を共有しました。

　各監査役は、以上の監査の結果に基づいて各自監査報告書を作成し、監査役会で協議し、監査役会の監査報告

書を決議し株主総会に報告しました。

c.監査役の活動状況

　各監査役は、監査役会で定めた上記の監査計画に基づいて主として次のような活動により監査を実施しまし

た。

・取締役会への出席と意見の陳述。取締役会は当事業年度14回開催され、書面決議は７回行われましたがいずれ

の監査役も100%の出席率でした。また、取締役会実効性評価アンケートへ参加し、意見を提出しました。

・取締役会においては、主要な執行役員・部長を報告者とする業務状況のヒアリングを実施しております。

・半期ごとに開催される全社会議への出席。いずれの監査役も２回開催された会議に出席しました。

・監査役は分担して全店を対象として営業拠点往査を実施、拠点長等との面談を実施し、営業拠点を含む全社的

な内部統制の状況を確認しました。

・会計監査人との定期的又は非定期の面談、期中レビュー及び監査報告と意見交換。

当事業年度８回（うち１回はウェブ会議）開催されましたがいずれの監査役も100%の出席率でした。また、監

査役は監査計画を含む一連の上記面談を通じて監査上の主要な検討事項について綿密な協議を行いました。

　常勤監査役は、以上の活動に加え、執行役員会、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会等の

重要会議に陪席し必要に応じて意見を述べるとともに、主要な執行役員・部長と個別に面談を実施しました。

加えて、重要会議の議事録、重要な決裁書類を査閲、内部通報の報告受領等を通じて、内部統制システムの整

備・運用の監視を行うことにより、取締役の職務の執行を監査しました。また、常勤監査役は、内部監査室と

随時の面談、内部監査結果の確認等を通じ、相互に情報を共有しながら監査を行いました。常勤監査役のこれ

らの活動から得られた情報は監査役会で社外監査役に報告され、各監査役は重要な事項について議論しまし

た。さらに、上述のように当社の監査役会は５名の社外取締役が陪席しており、これらの情報は社外取締役に

も共有されています。

② 内部監査の状況

　当社では、代表取締役社長直轄の内部監査室(子会社兼任者２名)が、独立した立場から、当社の業務活動全

般に関して、会計監査人と連携の上、内部統制の有効性を評価し、業務の改善に貢献しております。内部監査

室は、監査役とも連携し年度監査計画を策定し、取締役会の承認を受けております。内部監査室は、同計画に

基づいて、被監査部門に対する監査を実施し、監査結果について、代表取締役社長のみならず、取締役会、監

査役及び監査役会に対しても直接報告しております。また、内部監査室は、改善要請事項等への対応状況を継

続的にモニタリング、代表取締役等に対して報告を実施し、内部監査の実効性を高めております。その他、会

計監査人と連携し、内部統制の整備・運用の強化を図っております。

③ 会計監査の状況

a. 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

b. 継続監査期間

18年

c. 業務を執行した公認会計士

佐々木 浩一郎

野瀨 直人

d. 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士15名及びその他15名となっております。

e. 会計監査人の選任方針と理由

　監査役会は、会計監査人の選任に際しては、当社が制定する「監査役会規程」、「監査役監査基準」、「会

計監査人の再任要領」及び「会計監査人の評価及び選定基準」に従い、会計監査人との面談の実施や、取締役

及び社内関係部署から入手した情報の評価を行い、会計監査人の独立性、監査の品質管理体制、監査従事者の

適格性、監査手続の妥当性を評価することとしております。監査役会は、これらの手続を実施した結果、EY新

日本有限責任監査法人が当社の会計監査人として適格であると判断し、再任しております。
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＜参考：会計監査人の解任又は不再任の決定の方針＞

　監査役会は、会計監査人が、会社法第340条第１項各号に該当する場合、「監査役会規程」に従い、監査役

全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があ

ると判断した場合その他会計監査人を解任又は不再任とするべき理由があると判断した場合、株主総会に提出

する会計監査人の解任又は不再任及び新たな会計監査人の選任に関する議案の内容を「監査役会規程」に従い

決定いたします。

f. 提出会社の監査役会及び監査役による会計監査人の評価

当社の監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」に従い、EY新日本有限責任監査法人との面談の実施

や、取締役及び社内関係部署から入手した情報の評価を通じて、会計監査人の独立性、監査の品質管理体制、

監査従事者の適格性、監査手続の妥当性を評価し、EY新日本有限責任監査法人が当社の会計監査人として適格

であると評価いたしました。

④監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

提出会社 44 － 46 －

連結子会社 12 － 15 －

計 56 － 62 －

（注）前連結会計年度における、当社の監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前々連結会計

年度に係る追加報酬４百万円があります。また、連結子会社の監査証明業務に基づく報酬について、

上記以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬２百万円があります。

当連結会計年度における、当社の監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前連結会計年

度に係る追加報酬４百万円があります。

ｂ.監査公認会計士等と同一のネットワーク（Ernst&Youngのメンバーファーム）に属する組織に対する報酬（a.

を除く）

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

提出会社 － － － －

連結子会社 － 4 9 2

計 － 4 9 2

（前連結会計年度）

連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。

（当連結会計年度）

連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　該当事項はありません。

ｄ.監査報酬の決定方針

　監査報酬については、会計監査人より監査の体制・手続き・日程等の監査計画、監査見積時間等の提示を

受け、その妥当性を検証の上、「会計監査人の報酬額当否判断要領」に基づいて、監査役会の同意を得て決

定しております。

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　監査役会は、取締役が提案した監査報酬額について、「監査役会規程」、「監査役監査基準」及び「会計

監査人の報酬額当否判断要領」に基づき、会計監査人による算定根拠、監査計画の内容、前年度の監査実

績、当社の規模や業務の複雑性を踏まえ、また、外部の公表データを参考にし、評価を行いました。その結
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果、監査役会は、取締役の提案した金額は妥当な範囲内であると判断し、会社法第399条に基づいて同意いた

しました。

（４）【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

ａ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

　当社は、2024年８月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議して

おります。取締役の報酬額案の策定にあたっては、経営監督機能を担うという取締役の役割に鑑みて、各取締役の

職責や職位を考慮し、業務執行取締役については、経営監督機能に加えて業務執行機能をも担うという役割に鑑み

て、過年度の業績と報酬額の実績及び開示済みの当期業績予想を考慮した上で、社外取締役との協議により、個人

別の固定報酬原案を作成することとしております。その上で、最終的には当該原案に基づき取締役会にて個人別の

年間報酬額を決定することとしております。なお取締役の報酬については、株主総会の決議にて報酬総額の最高限

度のみを定める「総額枠方式」を採用し、その報酬総額の枠内で取締役の個人別の報酬額を取締役会において決定

しております。当社の取締役の個人別の報酬は、業績連動報酬及び非金銭報酬に係る部分はなく、固定報酬のみで

構成されております。取締役の報酬の支払は、年間報酬額を12等分した額を在任期間に応じて毎月１回支給するも

のとし、退職慰労金等退任後に報酬を支払う制度は設けないものとしております。当社の取締役会は、当事業年度

の取締役の個人別の報酬につきまして、上記方針に従ったプロセスを経て、算定されたものであると判断しており

ます。

　また、監査役の報酬額は、非業務執行取締役である社外取締役の報酬額とのバランスを考慮しつつ、常勤監査

役、非常勤監査役の職務執行状況を勘案して株主総会で承認された報酬の限度額内で個々の監査役の報酬額案を策

定し、監査役会で決定することとしております。

 

ｂ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容

　取締役の報酬額は、2024年12月20日開催の定時株主総会の決議により、年額500百万円以内（使用人分の給与は

含まれません。）と決定しております。なお、当該決議当時の取締役の員数は７名（うち社外取締役は５名）、本

書提出日現在７名（社外取締役５名）です。

　監査役の報酬額は、2021年12月22日開催の定時株主総会の決議により、年額50百万円以内と決定しております。

なお、当該決議当時の監査役の員数は３名（うち社外監査役は３名）、本書提出日現在３名（社外監査役は３名）

です。

 

ｃ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の

範囲

　取締役の報酬額はその算定方法も含め、株主総会で承認された報酬の限度額内で取締役会が決定権限を有してお

ります。また、監査役の報酬額はその算定方法も含め、株主総会で承認された報酬の限度額内で監査役会が決定権

限を有しております。

　取締役の報酬額については、社外取締役との協議により、過年度の業績等を勘案して定性的に評価して全取締役

の報酬額の原案を策定し、業務執行取締役がその原案を受け入れ、取締役会で承認しております。

　また、監査役の報酬額については、過年度の業績、非業務執行取締役である社外取締役の報酬額等を勘案して、

全監査役が協議し、各監査役の報酬額の原案を策定し、監査役会で決定しております。

 

ｄ.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容

　2025年９月期の取締役の報酬額については、過去の業績と報酬の関係に関するデータ及び2025年９月期の業績予

想、各取締役の担当職務を参考として、社外取締役と協議の上で、報酬額の算定方法の決定に関する方針に基づ

き、2025年９月期の報酬額の原案を決定いたしました。当該原案は、2024年12月20日の取締役会において協議の

上、承認されました。
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② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる役
員の員数
（人）固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金 非金銭報酬等

取締役

（社外取締役を除く）
195 195 － － － 2

監査役

（社外監査役を除く）
－ － － － － －

社外役員 70 70 － － － 9

③報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等

氏名

  

会社区分

報酬等の種類別の総額（百万円）

報酬等の総額

（百万円）

役員区分
固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金 非金銭報酬等

谷村　尚永 186 取締役 提出会社 186 － － －

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

（５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、株式の価値変動又は株式に係る配当によって利益を受け取る事を目的として保有する投資株式を純

投資目的の投資株式、それ以外の目的で保有する投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分して

おります。当社は純投資目的以外の目的である投資株式については、事業上戦略的意義を有する場合のみ投資

株式を保有いたします。

 

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

　該当事項はありません。

 

③　保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。

 

④　当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤　当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変

更したもの

該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2024年10月１日から2025年９月30

日まで）の連結財務諸表及び事業年度（2024年10月１日から2025年９月30日まで）の財務諸表について、EY新日本

有限責任監査法人による監査を受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
　当社は連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。会計基準等の内容を適切に把握

し、会計基準等の変更等に的確に対応するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準設定主体や会

計に関する専門機関が実施する研修への参加等を行っております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2024年９月30日)

当連結会計年度
(2025年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,441 14,321

売掛金 709 618

有価証券 ※３ 301 ※３ 328

営業投資有価証券 710 789

商品 361 356

貯蔵品 142 107

商品出資金 124,760 51,940

金銭の信託（組成用航空機） 2,100 －

組成用不動産 ※３ 68,332 46,598

その他 6,813 4,476

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 221,673 119,535

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 128 164

工具、器具及び備品（純額） 146 145

航空機（純額） 2,071 1,907

その他 25 11

有形固定資産合計 ※１ 2,373 ※１ 2,228

無形固定資産   

のれん 334 301

その他 64 100

無形固定資産合計 399 401

投資その他の資産   

投資有価証券 37 84

関係会社株式 ※２,※３ 1,933 ※２,※３ 2,144

繰延税金資産 3,456 1,634

敷金及び保証金 ※３ 555 ※３ 585

その他 ※２ 189 ※２ 242

投資その他の資産合計 6,173 4,691

固定資産合計 8,946 7,321

資産合計 230,619 126,857
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2024年９月30日)

当連結会計年度
(2025年９月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 699 1,254

短期借入金 ※５ 89,145 ※５ 19,866

コマーシャル・ペーパー 10,000 1,000

１年内返済予定の長期借入金 5,355 4,992

１年内償還予定の社債 100 －

未払法人税等 6,277 3,286

契約負債 16,994 6,449

賞与引当金 686 702

その他 2,488 3,449

流動負債合計 131,746 41,000

固定負債   

社債 1,000 1,000

長期借入金 ※３,※５ 44,021 ※５ 27,145

資産除去債務 129 141

退職給付に係る負債 4 4

その他 388 380

固定負債合計 45,543 28,670

負債合計 177,290 69,671

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,095 3,095

資本剰余金 2,671 2,671

利益剰余金 49,151 51,200

自己株式 △1,871 △177

株主資本合計 53,047 56,789

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1 36

為替換算調整勘定 158 234

その他の包括利益累計額合計 159 271

非支配株主持分 122 125

純資産合計 53,329 57,186

負債純資産合計 230,619 126,857
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2023年10月１日
　至　2024年９月30日)

当連結会計年度
(自　2024年10月１日
　至　2025年９月30日)

売上高 ※１ 107,781 ※１ 129,764

売上原価 69,435 93,717

売上総利益 38,346 36,046

販売費及び一般管理費 ※２ 9,713 ※２ 10,628

営業利益 28,633 25,417

営業外収益   

受取利息 781 1,169

金銭の信託運用益 370 98

不動産賃貸料 1,470 1,407

航空機賃貸収入 73 154

持分法による投資利益 362 485

その他 14 239

営業外収益合計 3,072 3,555

営業外費用   

支払利息 720 1,289

支払手数料 927 760

為替差損 865 123

不動産賃貸費用 244 292

減価償却費 12 －

その他 26 12

営業外費用合計 2,796 2,479

経常利益 28,909 26,493

特別利益   

固定資産売却益 ※３ 460 －

事業譲渡益 ※４ 14 －

事業終了益 ※５ 125 －

特別利益合計 600 －

特別損失   

減損損失 ※７ 1 ※７ 54

固定資産除却損 ※６ 4 ※６ 0

関係会社株式評価損 61 120

関係会社出資金評価損 1 1

特別損失合計 68 177

税金等調整前当期純利益 29,441 26,316

法人税、住民税及び事業税 9,418 6,362

法人税等調整額 △448 1,805

法人税等合計 8,969 8,167

当期純利益 20,472 18,148

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に

帰属する当期純損失（△）
15 △8

親会社株主に帰属する当期純利益 20,457 18,156
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【連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2023年10月１日
　至　2024年９月30日)

当連結会計年度
(自　2024年10月１日
　至　2025年９月30日)

当期純利益 20,472 18,148

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1 35

為替換算調整勘定 5 83

持分法適用会社に対する持分相当額 △4 4

その他の包括利益合計 ※ 1 ※ 123

包括利益 20,474 18,271

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 20,458 18,268

非支配株主に係る包括利益 15 2
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

    （単位：百万円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,095 2,671 40,723 △2,457 44,033

当期変動額      

剰余金の配当   △9,543  △9,543

親会社株主に帰属する当期
純利益   20,457  20,457

連結範囲の変動   0  0

自己株式の取得    △1,899 △1,899

自己株式の消却  △2,485  2,485 －

利益剰余金から資本剰余金
への振替  2,485 △2,485  －

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 8,428 585 9,014

当期末残高 3,095 2,671 49,151 △1,871 53,047

 

      

 その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
 

その他有価証券評価差
額金

為替換算調整勘定
その他の包括利益累

計額合計

当期首残高 － 158 158 106 44,298

当期変動額      

剰余金の配当     △9,543

親会社株主に帰属する当期
純利益     20,457

連結範囲の変動     0

自己株式の取得     △1,899

自己株式の消却     －

利益剰余金から資本剰余金
への振替     －

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

1 △0 1 15 16

当期変動額合計 1 △0 1 15 9,031

当期末残高 1 158 159 122 53,329
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当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

    （単位：百万円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,095 2,671 49,151 △1,871 53,047

当期変動額      

剰余金の配当   △12,361  △12,361

親会社株主に帰属する当期
純利益   18,156  18,156

自己株式の取得    △2,100 △2,100

自己株式の処分  1  46 47

自己株式の消却  △3,747  3,747 －

利益剰余金から資本剰余金
への振替  3,746 △3,746  －

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 2,048 1,693 3,742

当期末残高 3,095 2,671 51,200 △177 56,789

 

      

 その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
 

その他有価証券評価差
額金

為替換算調整勘定
その他の包括利益累

計額合計

当期首残高 1 158 159 122 53,329

当期変動額      

剰余金の配当     △12,361

親会社株主に帰属する当期
純利益     18,156

自己株式の取得     △2,100

自己株式の処分     47

自己株式の消却     －

利益剰余金から資本剰余金
への振替     －

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

35 76 112 2 114

当期変動額合計 35 76 112 2 3,857

当期末残高 36 234 271 125 57,186
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2023年10月１日
　至　2024年９月30日)

当連結会計年度
(自　2024年10月１日
　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 29,441 26,316

減価償却費 152 277

減損損失 1 54

のれん償却額 334 33

有形固定資産売却損益（△は益） △460 －

関係会社株式評価損 61 120

固定資産除却損 4 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 83 △11

受取利息及び受取配当金 △781 △1,386

支払利息 720 1,289

支払手数料 927 759

為替差損益（△は益） 96 △15

持分法による投資損益（△は益） △362 △485

売上債権の増減額（△は増加） △160 124

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △62 △79

商品出資金の増減額（△は増加） △41,360 72,820

金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増

加）
16,285 2,100

組成用不動産の増減額（△は増加） △30,702 21,734

差入保証金の増減額（△は増加） △271 572

仕入債務の増減額（△は減少） △374 554

契約負債の増減額（△は減少） 3,281 △10,546

その他 2,186 2,769

小計 △20,958 117,004

利息及び配当金の受取額 1,083 1,829

利息の支払額 △737 △1,278

法人税等の支払額 △8,652 △9,308

営業活動によるキャッシュ・フロー △29,266 108,246

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 1,400

有価証券の取得による支出 △307 △13

有形固定資産の取得による支出 △1,006 △146

有形固定資産の売却による収入 8,375 －

無形固定資産の取得による支出 △46 △85

投資有価証券の取得による支出 △37 △40

関係会社株式及び出資金の取得による支出 △237 △360

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
△138 －

敷金及び保証金の差入による支出 △30 △16

敷金及び保証金の回収による収入 6 6

子会社の清算による収入 3 72

その他の支出 △10 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,569 806
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2023年10月１日
　至　2024年９月30日)

当連結会計年度
(自　2024年10月１日
　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 13,772 △69,279

社債の償還による支出 － △100

長期借入れによる収入 55,100 29,800

長期借入金の返済による支出 △27,623 △47,039

長期ノンリコースローンによる収入 － 2,112

長期ノンリコースローンの返済による支出 △5,791 △2,112

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 1,000 △9,000

自己株式の取得による支出 △1,899 △2,100

配当金の支払額 △9,543 △12,361

手数料の支払額 △916 △752

その他の支出 △47 △41

その他の収入 178 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 24,229 △110,874

現金及び現金同等物に係る換算差額 △74 102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,458 △1,719

現金及び現金同等物の期首残高 14,584 16,041

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △1 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 16,041 ※ 14,321
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　9社

主な連結子会社の名称

株式会社ＦＰＧ証券

FPG Amentum Limited

ＡＭＥＮＴＵＭ ＡＬＰＨＡ ＬＩＭＩＴＥＤ

株式会社ＦＰＧ信託

株式会社オンリーユーエア

株式会社ＦＰＧリアルエステート

株式会社ＡＮＤ　ＯＷＮＥＲＳ

合同会社Ｆｂｉｔ第１号

その他１社

 

（連結の範囲の変更）

　2024年10月にＡＭＥＮＴＵＭ ＡＬＰＨＡ ＬＩＭＩＴＥＤを、2025年４月に合同会社Ｆｂｉｔ第１号を

それぞれ新たに設立したことに伴い、当連結会計年度より、両社を連結の範囲に加えております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

株式会社ＡＬＩＰ第１号等　944社

（連結の範囲から除いた理由）

　匿名組合事業の営業者である子会社については、その事業の損益及び収支が実質的に当社及び当社の子会

社に帰属しないかあるいは軽微なため、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51

年大蔵省令第28号）第５条第１項第２号により、海外不動産の集団投資事業案件で投資ビークルとして利用

する子会社については、支配が一時的であるため、同規則第５条第１項第１号により、それぞれ連結の範囲

から除外しております。また、それ以外の子会社については、同規則第５条第２項により、子会社の資産、

売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目が、いずれも連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないことから、連結の範囲から除外しております。

(3) 開示対象特別目的会社

該当事項はありません。

 

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社の数 3社

持分法適用の関連会社の名称

FPG Asset & Investment Management B.V.

FPG Asset & Investment Management Asia Pte.Ltd.

FPG AIM Americas Inc.

 
(2) 持分法を適用しない非連結子会社のうち主要な会社等の名称

株式会社ＡＬＩＰ第１号等　944社

（持分法を適用しない理由）

匿名組合事業の営業者である子会社については、その事業の損益及び収支が実質的に当社及び当社の子会

社に帰属しないかあるいは軽微なため、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51

年大蔵省令第28号）第10条第１項第２号により、海外不動産の集団投資事業案件で投資ビークルとして利用

する子会社については、財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であるため、同規則第10条第１項

第１号により、それぞれ持分法の適用範囲から除外しております。また、それ以外の子会社については、同

規則第10条第２項により、子会社の損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がな

いため持分法の適用範囲から除外しております。
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３．連結子会社及び持分法適用関連会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、株式会社ＦＰＧ証券、株式会社ＦＰＧ信託、株式会社オンリーユーエア及び合同会社Ｆｂ

ｉｔ第１号の４社の決算日は３月31日、株式会社ＡＮＤ　ＯＷＮＥＲＳの決算日は８月31日、株式会社ＦＰＧリ

アルエステート、FPG Amentum Limited及びＡＭＥＮＴＵＭ ＡＬＰＨＡ ＬＩＭＩＴＥＤの決算日は12月31日、そ

の他１社の決算日は９月30日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算

に基づく財務諸表を使用しております。

持分法適用関連会社の決算日は、12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

 

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

a.子会社株式（持分法非適用の非連結子会社株式）

　移動平均法による原価法を採用しております。

b.その他有価証券

 市場価格のない株式等　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

 以外のもの           売却原価は移動平均法により算定）によっております。

 市場価格のない株式等　移動平均法による原価法を採用しております。

② 営業投資有価証券

a.その他営業投資有価証券

　市場価格のない株式等　　　移動平均法による原価法を採用しております。

b.投資事業組合出資金等

投資事業組合への出資金は、投資事業組合財産の持分相当額を流動資産の「営業投資有価証券」として

計上しております。投資事業組合への出資金額を「営業投資有価証券」に計上し、投資事業組合が獲得

した純損益及びその他有価証券評価差額金のうち、持分相当額を営業損益及びその他有価証券評価差額

金として「営業投資有価証券」に加減しております。

③ 棚卸資産

  商品

 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。

④ デリバティブ

　時価法を採用しております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

主として定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附属設備については

定額法、航空機は主に定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び建物附属設備 ６～18年

工具、器具及び備品 　２～15年

航空機　　　　　　  ２～15年

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しており

ます。
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(3) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費

用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持

分に含めております。

(4) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

(5) 退職給付に係る会計処理の方法

　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支

給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。

(6) 重要な収益及び費用の計上基準

収益認識に関する計上基準

　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

① リースファンド事業

　当社は、匿名組合方式又は任意組合方式、金銭の信託方式によるオペレーティング・リース事業案件の

組成及び管理並びに投資家への匿名組合出資持分・任意組合出資持分・信託受益権・受益証券発行信託の

受益証券の販売を行うことで、手数料等の収益を得ております。

　当社が提供するオペレーティング・リース事業案件は、主に匿名組合方式、金銭の信託方式でありま

す。

　匿名組合方式の場合、匿名組合の営業者となる子会社（特別目的会社）において、リース物件を取得

し、オペレーティング・リース事業を行います。当社は当該リース事業に係る匿名組合出資持分の私募の

取扱いを行うほか、リース開始時点で、当社が一時的に立替取得し、（連結）貸借対照表の「商品出資

金」に計上するとともに、当該匿名組合出資持分を投資家に譲渡します。

　金銭の信託方式の場合、当社が信託の受託者である株式会社ＦＰＧ信託に金銭を信託し、同社は、特定

金外信託契約に基づき、当社が信託した金銭をもってリース物件（航空機）を取得し、オペレーティン

グ・リース事業を行います。当社は、当該特定金外信託契約に係る信託受益権の未販売相当額を、「金銭

の信託（組成用航空機）」として、（連結）貸借対照表に計上し、投資家に譲渡いたします。

　当社が、投資家に、匿名組合出資持分又は信託受益権を譲渡することで、オペレーティング・リース事

業の損益等が投資家に帰属することになります。従って、当社は、オペレーティング・リース事業の案件

を組成し、当該リース事業に係る匿名組合出資持分又は信託受益権を投資家に販売することを履行義務と

して識別し、これらの販売時点で履行義務が充足されたと判断し、販売等に関する手数料を収益として認

識しております。管理については、契約で定める一定期間にわたり履行義務が充足されると判断されるこ

とから、時の経過に応じて管理に関する手数料を収益として認識しております。

② 国内不動産ファンド事業

 国内不動産を対象とした株式会社ＦＰＧ信託の信託機能を活用した不動産小口化商品を投資家に提供し

ております。

 当該商品については、当社が取得した対象不動産を株式会社ＦＰＧ信託に信託し、その信託受益権を投

資家に譲渡することで、対象不動産から生じる損益等が、受益者である投資家に帰属する仕組みでありま

す。当社は、対象不動産の取得及び信託受益権の投資家への譲渡、運用指図を含む一連の業務を通じて、

収益を得ております。

 当社及び当社子会社は、信託受益権を投資家に譲渡した時点で、対象不動産の損益等が投資家に帰属す

ることから、信託受益権を投資家に販売することを履行義務とし、これらの販売時点で、履行義務が充足

されたと判断し、信託受益権の譲渡価額を収益として認識しております。また、管理については、契約で

定める一定期間にわたり履行義務が充足されると判断されることから、時の経過に応じて管理に関する手

数料を収益として認識しております。
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③ 海外不動産ファンド事業

 海外不動産を対象とした集団投資事業案件を投資家に提供しております。当該案件については、海外不

動産を保有し賃貸する事業案件への投資を行う任意組合の組成及び管理並びに投資家への任意組合出資持

分の販売を行うことで、当社及び当社子会社は手数料を得ております。

 当社及び当社子会社は、任意組合出資持分を投資家に譲渡した時点で、賃貸事業の損益等が投資家に帰

属することから、任意組合出資持分を投資家に販売することを履行義務とし、これらの販売時点で履行義

務が充足されたと判断し、手数料を収益として認識しております。また、管理については、契約で定める

一定期間にわたり履行義務が充足されると判断されることから、時の経過に応じて管理に関する手数料を

収益として認識しております。

(7) のれんの償却方法及び償却期間

　20年間の定額法による償却を行っております。

　なお、重要性の乏しいものについては、発生時に全額償却しております。

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

① 商品出資金の会計処理

当社及び当社の子会社は匿名組合出資持分及び任意組合出資持分を「商品出資金」として計上しており

ます。子会社（特別目的会社）が行うオペレーティング・リース事業の組成時に、当社及び当社の子会社

が立て替えた金額を「商品出資金」に計上し、投資家に出資持分を譲渡した場合には、「商品出資金」を

減額し、対応する手数料を売上高に計上しております。

② 金銭の信託（組成用航空機）の会計処理

当社が組成する信託機能を活用した航空機リース事業案件は、信託の受託者である株式会社ＦＰＧ信託

が、特定金外信託契約に基づき、当社が信託した金銭をもってリース物件（航空機）を取得し、オペレー

ティング・リース事業を行うところ、当初委託者兼受益者たる当社は、当該特定金外信託契約に係る信託

受益権を投資家に譲渡するものであり、当社は、この法的実態に鑑み、未販売の当該信託受益権相当額を

「金銭の信託（組成用航空機）」に計上しております。当該信託受益権を投資家に譲渡した場合には、

「金銭の信託（組成用航空機）」を減額し、対応する手数料を売上高に計上しております。

③ 組成用不動産の会計処理

当社は、不動産小口化商品を組成し、投資家に販売する目的で取得した不動産（不動産信託受益権を含

む。）を「組成用不動産」として計上しております。投資家に当該不動産にかかる信託受益権を譲渡した

際に「組成用不動産」を減額するとともに、不動産信託受益権の売買価額相当額を売上高に計上しており

ます。
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（重要な会計上の見積り）

繰延税金資産

① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

(単位：百万円)

 前連結会計年度 当連結会計年度

繰延税金資産 3,456 1,634

 

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

前連結会計年度（2024年９月30日）

　当社は将来課税所得の見積りや一時差異等のスケジューリングの結果、回収可能性があると判断した将来減

算一時差異等について繰延税金資産を計上しております。しかしながら、繰延税金資産の回収可能性は将来の

課税所得水準の見積りに依存するため、結果として将来の繰延税金資産の計上額が変動し、税金費用に影響を

与える可能性があります。

　将来の課税所得水準の見積りに際して、現在のところ、当社の事業活動に重要な影響を与える事象はないと

見込んでおりますが、今後、当社の想定と異なる状況となった場合には、翌連結会計年度以降の繰延税金資産

の回収可能性の判断に影響を与える可能性があります。

 

当連結会計年度（2025年９月30日）

 該当事項はありません。

（会計方針の変更）

　（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計

基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項た

だし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022

年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりま

す。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。

　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表におけ

る取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当

該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、

当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

（未適用の会計基準等）

（リースに関する会計基準等）

 ・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）
 ・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）等
 
(1）概要

 企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全ての
リースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検
討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての
定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号
の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されまし
た。
 借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナン
ス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減
価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 (2）適用予定日

     2028年９月期の期首より適用予定です。

 (3）当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
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（連結貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2024年９月30日）
当連結会計年度
（2025年９月30日）

有形固定資産の減価償却累計額 822百万円 1,062百万円

 

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2024年９月30日）
当連結会計年度
（2025年９月30日）

関係会社株式 1,933百万円 2,144百万円

関係会社出資金 147 150

 

※３　担保提供資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2024年９月30日）
当連結会計年度
（2025年９月30日）

担保提供資産   

　関係会社株式 7百万円 7百万円

　敷金及び保証金 115 135

　組成用不動産

　有価証券

5,871

289

－

302

担保付債務   

　長期借入金 3,000百万円 －百万円

(注)１　関係会社株式は、関係会社の銀行借入金又はリース債務の物上保証に供しております。

２　前連結会計年度においては、敷金及び保証金のうち、90百万円を国内不動産ファンド事業を行うた

め、宅地建物取引業法に基づき、法務局に供託しております。また、同敷金及び保証金のうち、25百

万円を、信託業法に基づき、法務局に供託しております。

　　当連結会計年度においては、敷金及び保証金のうち、110百万円を国内不動産ファンド事業を行うた

め、宅地建物取引業法に基づき、法務局に供託しております。また、同敷金及び保証金のうち、25百

万円を、信託業法に基づき、法務局に供託しております。

３　有価証券は、海外不動産ファンド事業において、投資ビークルとして利用している任意組合の出資先

であるリミテッドパートナーシップのノンリコースローンの保証人として、指定された金融機関に預

託しております。

 

４　コミットメントライン契約等

(借手側)

前連結会計年度（2024年９月30日）

当社グループは、主にリースファンド事業、国内不動産ファンド事業及び海外不動産ファンド事業における

案件組成資金を効率的に調達するため、金融機関と、コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結して

おります。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

コミットメントライン及び

当座貸越極度額の総額
141,850百万円

借入実行残高 78,905百万円

差引額 62,945百万円

 

なお、上記契約のうちコミットメントライン及び当座貸越極度額の総額115,150百万円及び借入実行残高

64,205百万円には、財務制限条項が付されております。詳細は、「注記事項（連結貸借対照表関係）※５ 財

務制限条項」をご参照ください。
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当連結会計年度（2025年９月30日）

当社グループは、主にリースファンド事業、国内不動産ファンド事業及び海外不動産ファンド事業における

案件組成資金を効率的に調達するため、金融機関と、コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結して

おります。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

コミットメントライン及び

当座貸越極度額の総額
148,600百万円

借入実行残高 17,254百万円

差引額 131,346百万円

 

なお、上記契約のうちコミットメントライン及び当座貸越極度額の総額117,900百万円及び借入実行残高

10,454百万円には、財務制限条項が付されております。詳細は、「注記事項（連結貸借対照表関係）※５ 財

務制限条項」をご参照ください。

 

(貸手側)

前連結会計年度（2024年９月30日）

当社は、海外不動産ファンド事業において投資ビーグルとして利用している任意組合との間で、貸出コミッ

トメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における貸出コミットメントライン契約に係る貸

出未実行残高等は以下のとおりであります。

コミットメントライン総額 ４百万米ドル

貸出実行残高 －百万米ドル

差引額 ４百万米ドル

 

当連結会計年度（2025年９月30日）

当社は、海外不動産ファンド事業において投資ビーグルとして利用している任意組合との間で、貸出コミッ

トメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における貸出コミットメントライン契約に係る貸

出未実行残高等は以下のとおりであります。

コミットメントライン総額 ４百万米ドル

貸出実行残高 －百万米ドル

差引額 ４百万米ドル

 

※５　財務制限条項

前連結会計年度（2024年９月30日）

　当社グループの借入金（短期借入金及び長期借入金）106,270百万円について、以下の財務制限条項が付されて

おります。

(1) 対象となる借入金残高　25,155百万円

①純資産基準

　各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、契約締結の前事業年度末日（2023年９月30日）の連結貸借対

照表の純資産額の75％に相当する金額以上に維持すること。

②経常損益基準

　各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。

 

(2) 対象となる借入金残高　15,700百万円

①純資産基準

　各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額

の75％に相当する金額以上に維持すること。

②経常損益基準

　各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。
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(3) 対象となる借入金残高　43,765百万円

①純資産基準

　各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末

日（2023年９月30日）の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75％に相当する金額以上に維持するこ

と。

②経常損益基準

　各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。

 

(4) 対象となる借入金残高　500百万円

①純資産基準

　各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末

日（2018年９月30日）の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75％に相当する金額以上に維持するこ

と。

②経常損益基準

　各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。

 

(5) 対象となる借入金残高　8,350百万円

①純資産基準

　各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末

日（2023年９月30日）の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75％に相当する金額以上に維持するこ

と。

②経常損益基準

　各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を２期連続して損失としないこと。

 

(6) 対象となる借入金残高　3,000百万円

①純資産基準

　各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末

日（2022年９月30日）の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75％に相当する金額以上に維持するこ

と。

②経常損益基準

　各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。

 

(7) 対象となる借入金残高　1,300百万円

①純資産基準

　各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、契約締結の前事業年度末日（2023年９月30日）の連結貸借対

照表の純資産額の75％に相当する金額以上に維持すること。

②経常損益基準

　各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を２期連続して損失としないこと。

 

(8) 対象となる借入金残高　500百万円

①純資産基準

　各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額

の75％に相当する金額以上に維持すること。

②経常損益基準

　各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を２期連続して損失としないこと。

 

(9) 対象となる借入金残高　8,000百万円

①純資産基準

　各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、契約締結の前事業年度末日（2023年９月30日）の連結貸借対

照表の純資産額の75％に相当する金額以上に維持すること。

②経常損益基準

　各事業年度末日及び各第２四半期会計期間末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を２期連続して

損失としないこと。
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当連結会計年度（2025年９月30日）

　当社グループの借入金（短期借入金及び長期借入金）25,954百万円について、以下の財務制限条項が付されてお

ります。

(1) 対象となる借入金残高　1,852百万円

①純資産基準

　各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、契約締結の前事業年度末日（2024年９月30日）の連結貸借対

照表の純資産額の75％に相当する金額以上に維持すること。

②経常損益基準

　各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。

 

(2) 対象となる借入金残高　3,000百万円

①純資産基準

　各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額

の75％に相当する金額以上に維持すること。

②経常損益基準

　各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。

 

(3) 対象となる借入金残高　16,702百万円

①純資産基準

　各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末

日（2024年９月30日）の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75％に相当する金額以上に維持するこ

と。

②経常損益基準

　各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。

 

(4) 対象となる借入金残高　500百万円

①純資産基準

　各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末

日（2018年９月30日）の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75％に相当する金額以上に維持するこ

と。

②経常損益基準

　各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。

 

(5)対象となる借入金残高　3,900百万円

①純資産基準

　各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末

日（2024年９月30日）の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75％に相当する金額以上に維持するこ

と。

②経常損益基準

　各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を２期連続して損失としないこと。

 

　なお、上記の「契約」とは財務制限条項を定めた契約を指し、これらの契約に基づき個別に借入の実行を約す

るものとは異なる場合があります。

 

（表示方法の変更）

　従来「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等（１）連結財務諸表 注記事項（連結貸借対照表関係）４　コ

ミットメントライン契約等」において、主な契約に付された財務制限条項の概要を記載しておりましたが、当連

結会計年度より、開示の明瞭性を高めるため、「第２　事業の状況　５ 重要な契約等　財務上の特約が付され

た金銭消費貸借契約」に係る財務制限条項を記載する方法に変更致しました。なお、この表示方法の変更を反映

させるため、前連結会計年度についても記載しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ＦＰＧ(E24651)

有価証券報告書

 83/128



（連結損益計算書関係）

※１．顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧

客との契約から生じる収益の金額は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記

事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2023年10月１日
　　至　2024年９月30日）

当連結会計年度
（自　2024年10月１日
　　至　2025年９月30日）

給料手当 2,923百万円 3,225百万円

賞与引当金繰入額 692 682

地代家賃 516 522

租税公課 963 1,416

退職給付費用 142 167

 

※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2023年10月１日
　　至　2024年９月30日）

当連結会計年度
（自　2024年10月１日
　　至　2025年９月30日）

車両運搬具 0百万円 -百万円

賃貸資産（航空機） 460 -

計 460 -

 

※４．事業譲渡益

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

　当社の保険事業（保険代理店業務）の譲渡に伴う利益を計上しております。

 

当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

　該当事項はありません。

 

※５．事業終了益

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

 当連結会計年度に連結除外となった株式会社ＦＬＩＰ第２８１号によるオペレーティング・リース事業の終

了に伴う利益を計上しております。

 

当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

 該当事項はありません。

 

※６．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2023年10月１日
　　至　2024年９月30日）

当連結会計年度
（自　2024年10月１日
　　至　2025年９月30日）

建物 1百万円 0百万円

工具、器具及び備品 1 0

ソフトウエア 0 -

計 4 0
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※７．減損損失

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

(1) 減損損失を認識した資産

場所 用途 種類 減損損失

千葉県成田市 事業用資産 建物、航空機等 37百万円

東京都千代田区 事業用資産 建物等 17百万円

 

(2) 減損損失の認識に至った経緯

　当社連結子会社である株式会社オンリーユーエアで進めるプライベートジェット事業について、当初想

定していた収益が見込めなくなったため、当該事業用資産の帳簿価額を当該事業用航空機の2025年９月末

日における正味売却価額に相当する金額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上してお

ります。

　当社連結子会社である株式会社ＡＮＤ　ＯＷＮＥＲＳで進める事業について、当初想定していた収益が

見込めなくなったため、当該事業用資産の帳簿価額全額を減損損失として特別損失に計上しております。

 

(3) 資産のグルーピングの方法

　減損損失の算定に当たっては、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す最小の単位に拠って資産のグルーピングを行っております。

 

(4) 回収可能額の算定方法

　当資産グループの回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により算定しております。正味売却価額が

得られる資産グループについては、正味売却価額と使用価値との比較において正味売却価額が高い場合、

正味売却価額を採用しております。正味売却価額は第三者による合理的に算定された評価額から処分費用

見込額を控除して算出しております。正味売却価額が得られない資産グループについては、将来キャッ

シュ・フローに基づく使用価値がマイナスの場合は回収可能価額はゼロとしております。

（連結包括利益計算書関係）

※　その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当連結会計年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 1百万円 52百万円

組替調整額 － －

法人税等及び税効果調整前 1 52

法人税等及び税効果額 － △16

その他有価証券評価差額金 1 35

為替換算調整勘定：   

当期発生額 5 83

為替換算調整勘定 5 83

持分法適用会社に対する持分相当額：   

当期発生額 △4 4

持分法適用会社に対する持分相当額 △4 4

その他の包括利益合計 1 123
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首
株式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式     

普通株式 89,073,600 － 3,670,000 85,403,600

合計 89,073,600 － 3,670,000 85,403,600

自己株式     

普通株式（注） 3,672,101 860,088 3,670,000 862,189

合計 3,672,101 860,088 3,670,000 862,189

（注）増加株式数860,088株は、市場買付によるものが860,000株、単元未満株式の買取によるものが88株であります。減

少株式数3,670,000株は、すべて自己株式の消却によるものであります。

 

２．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2023年12月22日

定時株主総会
普通株式 6,234 73.00 2023年９月30日 2023年12月25日

2024年４月26日

取締役会
普通株式 3,309 38.75 2024年３月31日 2024年６月４日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2024年12月20日

定時株主総会
普通株式 6,894 利益剰余金 81.55 2024年９月30日 2024年12月23日

 

当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首
株式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式     

普通株式（注）１ 85,403,600 － 1,600,000 83,803,600

合計 85,403,600 － 1,600,000 83,803,600

自己株式     

普通株式（注）２、３ 862,189 825,442 1,617,350 70,281

合計 862,189 825,442 1,617,350 70,281

（注）１．普通株式の発行済株式の減少株式数1,600,000株は、自己株式の消却によるものであります。

　　　２．普通株式の自己株式の増加株式数825,442株は、市場買付によるものが825,400株、単元未満株式の買取による

ものが42株であります。

　　　３．普通株式の自己株式の減少株式数1,617,350株は、自己株式の消却によるものが1,600,000株、譲渡制限付株式

報酬としての自己株式処分によるものが17,350株であります。

 

２．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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３．配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2024年12月20日

定時株主総会
普通株式 6,894 81.55 2024年９月30日 2024年12月23日

2025年４月28日

取締役会
普通株式 5,467 65.20 2025年３月31日 2025年６月３日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案として、株式の配当に関する事項を次のとおり提案しておりま

す。

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2025年12月23日

定時株主総会
普通株式 5,459 利益剰余金 65.20 2025年９月30日 2025年12月24日

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当連結会計年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

現金及び預金勘定

預入期間が３か月を超える定期預金

17,441百万円

△1,400

14,321百万円

－

現金及び現金同等物 16,041 14,321

 

（リース取引関係）

（借主側）

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度
（2024年９月30日）

当連結会計年度
（2025年９月30日）

１年内 353 369

１年超 1,008 717

合計 1,361 1,087

 

（貸主側）

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度
（2024年９月30日）

当連結会計年度
（2025年９月30日）

１年内 1,757 257

１年超 2,690 57

合計 4,448 315
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、リースファンド事業において、主に匿名組合方式又は任意組合方式、金銭の信託方式によるオペ

レーティング・リース事業の案件組成、匿名組合出資持分又は任意組合出資持分、信託受益権の譲渡を行って

おります。

匿名組合方式又は任意組合方式については、投資家に譲渡するまで一時的に当社及び当社子会社が保有する

場合、当該持分を「商品出資金」として連結貸借対照表に計上しています。金銭の信託方式により組成した信

託受益権については、その未販売相当額を「金銭の信託（組成用航空機）」として、連結貸借対照表に計上し

ています。海外不動産ファンド事業においては、任意組合方式により投資持分を組成しており、投資家に譲渡

するまで一時的に当社及び当社子会社が保有する場合、当該持分を「商品出資金」として連結貸借対照表に計

上しています。

当社は、リースファンド事業、国内不動産ファンド事業及び海外不動産ファンド事業の遂行に必要な資金に

ついて、自己資金による他、金融機関から円建又は外貨建で借入れを行っております。また、当社は効率的に

案件組成資金を調達するため、金融機関との間で、コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結してお

り、当連結会計年度末における資金調達枠の総額は、148,600百万円（借入金の実行残高は17,254百万円）であ

ります。

一時的な余資については、主に流動性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引は、為

替リスクを軽減するため、為替予約又は通貨関連デリバティブ取引を行う場合があります。なお、当社グルー

プは、投機的なデリバティブ取引は行わない方針であります。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

商品出資金及び金銭の信託（組成用航空機）の内容については(1)に記載のとおりです。またリスクについて

は、主として為替変動リスク及びリース物件価額の変動による市場リスクに晒されております。

有価証券は、その他有価証券として保有している外貨建ＭＭＦで、海外不動産投資商品の組成の一環として

取得したものであります。これは、安全性の高い金融商品でありますが、為替変動リスクに晒されておりま

す。

未払法人税等については、１年以内の支払期日で、流動性リスクに晒されております。

借入金については、流動性リスクに晒されております。また、借入金について、金利の変動リスクに加え

て、外貨建借入の場合は、為替変動リスクに晒されております。

また、デリバティブ取引は、主として為替変動リスク、信用リスクに晒されております。

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク

取引金融機関は、投資適格以上の格付を有する金融機関に限定しております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）

リース物件価額の変動による市場リスクは、当社グループが当該リスクを負担することがないよう短期間で

の匿名組合出資持分又は任意組合出資持分、信託受益権の譲渡に努めております。

為替リスクにつきましては、担当部署で、為替の変動状況を予測し、必要に応じて、デリバティブ取引を実

施することで、為替リスクを減殺します。

借入金の金利変動リスクは、財務部が、金利動向を注視し、必要に応じて対策を図ることとしております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）

各部署からの報告に基づき、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持等

により流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれます。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 
前連結会計年度（2024年９月30日）

 
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価（百万円） 差 額 （ 百 万 円 ）

有価証券 301 301 ―

投資有価証券 0 0 ―

資産計 302 302 ―

長期借入金（※３） 49,376 49,498 122

負債計 49,376 49,498 122

デリバティブ取引（※４）

ヘッジ会計が適用されてい

ないもの

133 133 ―

デリバティブ取引計 133 133 ―

（※）１．「現金及び預金」「金銭の信託(組成用航空機)」「短期借入金」「未払法人税等」については、現金
         であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に一致若しくは近似するものであることか

ら、記載を省略しております。
　　 ２． 市場価格のない株式及び組合出資金等は、上記表中には含まれておりません。

 当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区 分
連結貸借対照表計上額
（ 百 万 円 ）

商 品 出 資 金  

　組 合 出 資 金 124,760

営 業 投 資 有 価 証 券  

　非 上 場 株 式 106

　組 合 出 資 金 603

関 係 会 社 株 式 及 び
関 係 会 社 出 資 金

2,081

投 資 有 価 証 券 37

 商品出資金は、当社及び当社子会社が投資家に譲渡することを前提に一時的に匿名組合出資持分又は
任意組合出資持分を立替取得した場合の権利であり、営業投資有価証券は、非上場株式及び投資事業有
限責任組合への出資であり、関係会社株式及び関係会社出資金は、非上場の子会社及び関連会社に係る
ものであり、投資有価証券は非上場の合同会社に対する出資金であります。
 なお、営業投資有価証券における連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資は、
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021年６月17日）第24-
16項に定める取扱いに基づき、時価開示の対象とはしておりません。当該出資の連結貸借対照表計上額
は603百万円であります。

３．１年内返済予定分を含めております。
４．デリバティブ取引は、発生した正味の債権・債務を純額で表示しております。
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当連結会計年度（2025年９月30日）

 
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価（百万円） 差 額 （ 百 万 円 ）

有価証券 327 327 ―

投資有価証券 1 1 ―

資産計 328 328 ―

長期借入金（※３） 32,137 31,687 △449

負債計 32,137 31,687 △449

デリバティブ取引（※４）

ヘッジ会計が適用されてい

ないもの

△25 △25 ―

デリバティブ取引計 △25 △25 ―

（※）１．「現金及び預金」「金銭の信託(組成用航空機)」「短期借入金」「未払法人税等」については、現金
         であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に一致若しくは近似するものであることか

ら、記載を省略しております。
　　 ２． 市場価格のない株式及び組合出資金等は、上記表中には含まれておりません。

 当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区 分
連結貸借対照表計上額
（ 百 万 円 ）

商 品 出 資 金  

　組 合 出 資 金 51,940

営 業 投 資 有 価 証 券  

　非 上 場 株 式 106

　組 合 出 資 金 682

有 価 証 券 1

関 係 会 社 株 式 及 び
関 係 会 社 出 資 金

2,294

投 資 有 価 証 券 83

 商品出資金は、当社及び当社子会社が投資家に譲渡することを前提に一時的に匿名組合出資持分又は
任意組合出資持分を立替取得した場合の権利であり、営業投資有価証券は、非上場株式及び投資事業有
限責任組合への出資であり、有価証券は受益証券発行信託の受益証券であり、関係会社株式及び関係会
社出資金は、非上場の子会社及び関連会社に係るものであり、投資有価証券は非上場の合同会社に対す
る出資金、非上場の元本保証型債券等であります。
 なお、営業投資有価証券における連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資は、
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021年６月17日）第24-
16項に定める取扱いに基づき、時価開示の対象とはしておりません。当該出資の連結貸借対照表計上額
は682百万円であります。

３．１年内返済予定分を含めております。
４．デリバティブ取引は、発生した正味の債権・債務を純額で表示しております。

 

（注）１．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2024年９月30日）

 
１ 年 以 内
（ 百 万 円 ）

１年超５年以内
（ 百 万 円 ）

５年超10年以内
（ 百 万 円 ）

10 年 超
（ 百 万 円 ）

現 金 及 び 預 金 17,441 ― ― ―

合 計 17,441 ― ― ―

当連結会計年度（2025年９月30日）

 
１ 年 以 内
（ 百 万 円 ）

１年超５年以内
（ 百 万 円 ）

５年超10年以内
（ 百 万 円 ）

10 年 超
（ 百 万 円 ）

現 金 及 び 預 金 14,321 ― ― ―

合 計 14,321 ― ― ―
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（注）２．長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2024年９月30日）

 
１ 年 以 内

( 百 万 円 )

１ 年 超

２ 年 以 内

( 百 万 円 )

２ 年 超

３ 年 以 内

( 百 万 円 )

３ 年 超

４ 年 以 内

( 百 万 円 )

４ 年 超

５ 年 以 内

( 百 万 円 )

５ 年 超

( 百 万 円 )

長期借入金（※） 5,355 37,674 3,882 1,637 692 135

合 計 5,355 37,674 3,882 1,637 692 135

（※）１年内返済予定分を含めております。
 
当連結会計年度（2025年９月30日）

 
１ 年 以 内

( 百 万 円 )

１ 年 超

２ 年 以 内

( 百 万 円 )

２ 年 超

３ 年 以 内

( 百 万 円 )

３ 年 超

４ 年 以 内

( 百 万 円 )

４ 年 超

５ 年 以 内

( 百 万 円 )

５ 年 超

( 百 万 円 )

長期借入金（※） 4,992 5,384 4,022 16,909 618 211

合 計 4,992 5,384 4,022 16,909 618 211

（※）１年内返済予定分を含めております。

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

 

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2024年９月30日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

 有価証券(※１) ― 301 ― 301

 投資有価証券(※１) 0 ― ― 0

資産計 0 301 ― 302

 デリバティブ取引(※２)

ヘッジ会計が適用されていないもの
― 133 ― 133

デリバティブ取引計 ― 133 ― 133

（※）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     １．有価証券及び投資有価証券

 上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベ

ル１の時価に分類しております。

　外貨建ＭＭＦは取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しておりま

す。

２. デリバティブ取引

　為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格に基づき算出しており、レベル２の時価に分類してお

ります。
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当連結会計年度（2025年９月30日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

 有価証券(※１) ― 327 ― 327

 投資有価証券(※１) 1 ― ― 1

資産計 1 327 ― 328

 デリバティブ取引(※２)

ヘッジ会計が適用されていないもの
― △25 ― △25

デリバティブ取引計 ― △25 ― △25

（※）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     １．有価証券及び投資有価証券

 上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベ

ル１の時価に分類しております。

　外貨建ＭＭＦは取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しておりま

す。

２. デリバティブ取引

　為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格に基づき算出しており、レベル２の時価に分類してお

ります。

 

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2024年９月30日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金(※) ― 49,498 ― 49,498

負債計 ― 49,498 ― 49,498

（※）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

 長期借入金(１年内返済予定分を含めております。)

　長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた割引

現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

当連結会計年度（2025年９月30日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金(※) ― 31,687 ― 31,687

負債計 ― 31,687 ― 31,687

（※）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

 長期借入金(１年内返済予定分を含めております。)

　長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた割引

現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（2024年９月30日）

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式 ― ― ―

債券 ― ― ―

外貨建ＭＭＦ ― ― ―

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 0 14 △13

債券 ― ― ―

外貨建ＭＭＦ 301 307 △5

合計 302 322 △19

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額　106百万円）、投資事業有限責任組合への出資（連結貸借対照表計上額　603

百万円）及び合同会社出資金（連結貸借対照表計上額　37百万円）については、市場価格がないことから、上表に

は含めておりません。

 

当連結会計年度（2025年９月30日）

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式 ― ― ―

債券 ― ― ―

外貨建ＭＭＦ 327 320 6

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 1 16 △14

債券 ― ― ―

外貨建ＭＭＦ ― ― ―

合計 328 336 △8

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額　106百万円）、投資事業有限責任組合への出資（連結貸借対照表計上額　682

百万円）、受益証券発行信託の受益証券（連結貸借対照表計上額　1百万円）、合同会社出資金（連結貸借対照表

計上額　40百万円）及び非上場の元本保証型債券等（連結貸借対照表計上額　42百万円）については、市場価格が

ないことから、上表には含めておりません。

 

２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　2023年10月1日　至　2024年９月30日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2024年10月1日　至　2025年９月30日）

　該当事項はありません。

 

３．減損処理を行ったその他有価証券

前連結会計年度（自　2023年10月1日　至　2024年９月30日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2024年10月1日　至　2025年９月30日）

　該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前連結会計年度（2024年９月30日）

区分
対象物の
種類

取引の種類
契約額
（百万円）

契約額のうち
１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引以外

の取引
通貨

為替予約取引     

円買
(US$売)

3,405 ― 133 133

 
当連結会計年度（2025年９月30日）

区分
対象物の
種類

取引の種類
契約額
（百万円）

契約額のうち
１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引以外

の取引
通貨

為替予約取引     

円買
(US$売)

647 ― △25 △25

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

前連結会計年度(2024年９月30日)

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(2025年９月30日)

該当事項はありません。

（退職給付関係）

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は、退職金制度について確定拠出年金制度を採用しております。

また、一部の連結子会社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。なお、当社子会社が有す

る退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

 

２.簡便法を適用した確定給付制度

（1）簡便法を採用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
 

退職給付に係る負債の期首残高 4百万円

退職給付費用 0

退職給付の支払額 △0

退職給付に係る負債の期末残高 4

 

（2）退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表
 

非積立型制度の退職給付債務 4百万円

連結貸借対照表に計上された負債 4

 

退職給付に係る負債 4百万円

連結貸借対照表に計上された負債 4

 

（3）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用　　　　　　　　    0百万円

 

３．確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、139百万円であります。

なお、臨時に退職金３百万円を支払っております。
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当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は、退職金制度について確定拠出年金制度を採用しております。

また、一部の連結子会社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。なお、当社子会社が有す

る退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

 

２.簡便法を適用した確定給付制度

（1）簡便法を採用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
 

退職給付に係る負債の期首残高 4百万円

退職給付費用 0

退職給付の支払額 △0

退職給付に係る負債の期末残高 4

 

（2）退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表
 

非積立型制度の退職給付債務 4百万円

連結貸借対照表に計上された負債 4

 

退職給付に係る負債 4百万円

連結貸借対照表に計上された負債 4

 

（3）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用　　　　　　　　    0百万円

 

３．確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、154百万円であります。

なお、臨時に退職金12百万円を支払っております。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度
（2024年９月30日）

 
当連結会計年度
（2025年９月30日）

繰延税金資産    

未払事業税 324百万円 179百万円

売上高加算額 2,758  984

減損損失 －  12

賞与引当金 110  120

資産除去債務 38  43

税務上の繰越欠損金(注)２ 432  716

減価償却費 19  21

関係会社株式評価損 89  98

営業投資有価証券評価損 120  122

その他 205  260

繰延税金資産小計 4,099  2,559

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)２ △383  △710

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △195  △132

評価性引当額小計(注)１ △578  △843

繰延税金資産合計 3,520  1,716

    

繰延税金負債    

売上原価認容額 △40  △31

その他 △23  △49

繰延税金負債合計 △64  △81

繰延税金資産の純額 3,456  1,634
  

(注)１. 評価性引当額が264百万円増加しております。増加の主な内容は、当社において、連結子会社である株式会

社オンリーユーエア等において、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したことに伴うものです。

２. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
 

     前連結会計年度(2024年９月30日)

 
１年以内

（百万円）

１年超

２年以内

（百万円）

２年超

３年以内

（百万円）

３年超

４年以内

（百万円）

４年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）

合計

（百万円）

税務上の繰越欠

損金（a）
- - - - - 432 432

評価性引当額 - - - - - △383 △383

繰延税金資産 - - - - - 49 (b)49

         （a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

（b）税務上の繰越欠損金432百万円（法定実効税率を乗じた額）について、繰延税金資産49百万円を計上して

おります。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と

判断しております。
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     当連結会計年度(2025年９月30日)

 
１年以内

（百万円）

１年超

２年以内

（百万円）

２年超

３年以内

（百万円）

３年超

４年以内

（百万円）

４年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）

合計

（百万円）

税務上の繰越欠

損金（a）
- - - - 9 706 716

評価性引当額 - - - - △9 △701 △710

繰延税金資産 - - - - - 5 (b)5

         （a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

（b）税務上の繰越欠損金716百万円（法定実効税率を乗じた額）について、繰延税金資産５百万円を計上して

おります。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と

判断しております。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳
 

前連結会計年度(2024年９月30日)

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた

め注記を省略しております。
 
当連結会計年度(2025年９月30日)

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた

め注記を省略しております。

３. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴

い、2026年４月１日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

　これに伴い、2026年10月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産

及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。

　この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は31百万円

増加し、法人税等調整額は31百万円減少しております。

（企業結合等関係）

　前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

　　重要性が乏しいため、注記を省略しております。

 

　当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

　　該当事項はありません。

 

（収益認識関係）

 １. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前連結会計年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

（単位：百万円)

 
報告セグメント

その他 合計リース
ファンド事業

国内不動産
ファンド事業

海外不動産
ファンド事業  計

 顧客との契約から生じる収益 28,448 75,093 2,486 106,028 609 106,637

 その他の収益 830 － 245 1,075 68 1,144

 外部顧客への売上高 29,278 75,093 2,731 107,103 678 107,781
 
(注)１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない「保険事業」、「Ｍ＆Ａ事業」、「プライベートエクイティ事業」、「航空事業」

及び「共同保有プラットフォーム事業」セグメント等であります。

２．その他の収益は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）の適用範囲外から生じた収益であります。
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当連結会計年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

（単位：百万円)

 
報告セグメント

その他 合計リース
ファンド事業

国内不動産
ファンド事業

海外不動産
ファンド事業  計

 顧客との契約から生じる収益 29,060 95,988 3,376 128,425 311 128,737

 その他の収益 781 － 139 921 105 1,026

 外部顧客への売上高 29,842 95,988 3,516 129,346 417 129,764
 
(注)１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない「Ｍ＆Ａ事業」、「プライベートエクイティ事業」、「航空事業」及び「共同保有

プラットフォーム事業」セグメント等であります。

２．その他の収益は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）の適用範囲外から生じた収益であります。

 

 ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等

（１）連結財務諸表　注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）４.会計方針に関する事項　

（６）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末

において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

 (１)顧客との契約から生じた債権、契約負債の残高等

前連結会計年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

（単位：百万円)

 
当連結会計年度

期首残高 期末残高

 顧客との契約から生じた債権 546 709

 契約負債 13,713 16,994

　契約負債は、リースファンド事業及び海外不動産ファンド事業に係る前受手数料として、履行義務充足前に対価を

受領したものであり、収益の認識に伴い取り崩しております。契約負債の増加要因は、主として前受手数料の増加に

よるものです。

　当連結会計年度に認識した収益のうち、当連結会計年度期首の契約負債残高に含まれていたものは、13,247百万円

であります。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の金額に重要性はあ

りません。

当連結会計年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

（単位：百万円)

 
当連結会計年度

期首残高 期末残高

 顧客との契約から生じた債権 709 618

 契約負債 16,994 6,449

　契約負債は、リースファンド事業及び海外不動産ファンド事業に係る前受手数料として、履行義務充足前に対価を

受領したものであり、収益の認識に伴い取り崩しております。契約負債の減少要因は、主として前受手数料の減少に

よるものです。

　当連結会計年度に認識した収益のうち、当連結会計年度期首の契約負債残高に含まれていたものは、16,429百万円

であります。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の金額に重要性はあ

りません。

(２) 残存履行義務に配分した取引価格

　当社及び連結子会社では、当初に予想される契約期間が１年以内の契約及び請求する権利を有している金額で収

益を認識する契約については、実務上の便法を適用し注記を省略しております。実務上の便法を適用し注記を省略

した取引を除き、残存履行義務に配分した取引価格の総額に重要性はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当

社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となるものであり

ます。

当社グループは、取り扱う事業（サービス）について包括的に戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、事業（サービス）別の事業セグメントから構成されており、重要性を踏まえ

「リースファンド事業」、「国内不動産ファンド事業」及び「海外不動産ファンド事業」の３つを報告セグメン

トとしております。

「リースファンド事業」は、主にオペレーティング・リース事業案件の組成及び管理並びに投資家への匿名組合

出資持分・任意組合出資持分・信託受益権の販売をしております。「国内不動産ファンド事業」は、主に当社

が取得した対象物件を株式会社ＦＰＧ信託に信託し、その信託受益権を投資家に販売しております。「海外不

動産ファンド事業」は、主に海外不動産を保有し賃貸する事業案件への投資を行う任意組合の組成及び管理並

びに投資家への任意組合出資持分の販売をしております。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計処理の原

則及び手続きに準拠した方法であります。

報告セグメントの利益は売上総利益ベースの金額であります。

なお、資産、負債その他につきましては、事業別セグメント別の管理を行っておりません。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

Ⅰ　前連結会計年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

     (単位：百万円）

 報告セグメント

その他
連結損益計

算書計上額 
リース

ファンド事業

国内不動産

ファンド事業

海外不動産

ファンド事業
計

売上高       

外部顧客への売上高 29,278 75,093 2,731 107,103 678 107,781

セグメント間売上高 － － － － － －

計 29,278 75,093 2,731 107,103 678 107,781

セグメント利益

（売上総利益）
26,119 9,725 2,352 38,196 150 38,346

（注）１.セグメント利益は、連結損益計算書の売上総利益と一致しているため、差異調整は行っておりません。

２.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない「保険事業」、「Ｍ＆Ａ事業」、「プライベートエクイ

ティ事業」、「航空事業」及び「共同保有プラットフォーム事業」セグメント等であります。
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Ⅱ　当連結会計年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

     (単位：百万円）

 報告セグメント

その他
連結損益計

算書計上額 
リース

ファンド事業

国内不動産

ファンド事業

海外不動産

ファンド事業
計

売上高       

外部顧客への売上高 29,842 95,988 3,516 129,346 417 129,764

セグメント間売上高 － － － － － －

計 29,842 95,988 3,516 129,346 417 129,764

セグメント利益又は損失（△）

（売上総利益又は損失（△））
23,145 10,076 3,105 36,328 △282 36,046

（注）１.セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の売上総利益と一致しているため、差異調整は行っており

ません。

２.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない「Ｍ＆Ａ事業」、「プライベートエクイティ事業」、「航

空事業」及び「共同保有プラットフォーム事業」セグメント等であります。

【関連情報】

Ⅰ　前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　「セグメント情報　３.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情

報」の「外部顧客への売上高」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

　連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

Ⅱ　当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　「セグメント情報　３.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情

報」の「外部顧客への売上高」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

　連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ＦＰＧ(E24651)

有価証券報告書

100/128



【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

Ⅰ　前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

     （単位：百万円）

 
リース

ファンド事業

国内不動産

ファンド事業

海外不動産

ファンド事業
その他 全社・消去 合計

減損損失 － － － 1 － 1
 

Ⅱ　当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

     （単位：百万円）

 
リース

ファンド事業

国内不動産

ファンド事業

海外不動産

ファンド事業
その他 全社・消去 合計

減損損失 － － － 54 － 54

（注）「その他」の金額は、プライベートジェット事業及び共同保有プラットフォーム事業に係る金額であります。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

Ⅰ　前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

     （単位：百万円）

 
リース

ファンド事業

国内不動産

ファンド事業

海外不動産

ファンド事業
その他 全社・消去 合計

当期償却額 － － － 301 33 334

当期末残高 － － － － 334 334
 
（注）１.当連結会計年度に株式会社ＡＮＤ　ＯＷＮＥＲＳ（2024年７月16日付けで株式会社ＡＮＤ　ＡＲＴから商号変更）を連結子会社

としておりますが、同社に係るのれん301百万円について、「その他」において、発生時に全額償却しております。

２.「全社・消去」は、各報告セグメントに配分していないのれんの償却額及び未償却残高であります。

Ⅱ　当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

     （単位：百万円）

 
リース

ファンド事業

国内不動産

ファンド事業

海外不動産

ファンド事業
その他 全社・消去 合計

当期償却額 － － － － 33 33

当期末残高 － － － － 301 301

（注）「全社・消去」は、各報告セグメントに配分していないのれんの償却額及び未償却残高であります。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

Ⅰ　前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

　該当事項はありません。
 

Ⅱ　当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

① 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

該当事項はありません。

② 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

 

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子会社
子会社146社
（注１）

東京都
千代田区

－ （注１）
（所有）
直接100.0

業務受託

業務受託
手数料
(注２①)
(注２③)

26,431

未収入金
(注２②)

3,321

契約負債
(注２③)

16,471

（注）１．子会社はリースファンド事業において、航空機、船舶又は海上輸送用コンテナを対象としたオペレーティン

グ・リース事業の営業を行っている会社、海外不動産ファンド事業において、海外不動産の集団投資事業案件

で投資ビークルとして利用している会社であります。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

① 業務受託に係る価格その他の取引条件は、当社が、リースの組成に際して、オペレーティング・リース事

業の賃借人、金融機関等と交渉して決定した手数料やその他の市場実勢を参考にした希望価額を子会社に

提示し、価格交渉の上で、決定しております。

② 未収入金は、主に当社が子会社から業務受託手数料を受領するときに係る消費税等で子会社が還付を受け

るまで一時猶予しているものであります。未収入金は流動資産「その他」に含まれております。

③ 子会社146社のうち、海外不動産ファンド事業において海外不動産の集団投資事業案件で投資ビークルとし

て利用している会社との取引金額は、関連当事者に該当する期間の取引のみ取引金額に含めております。

また、期末残高については、関連当事者に該当しなくなった場合には、その該当しなくなった時点の残高

を期末残高に含めております。

 

当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

 

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子会社
子会社124社
（注１）

東京都
千代田区

－ （注１）
（所有）
直接100.0

業務受託

業務受託
手数料
(注２①)
(注２③)

26,336

未収入金
(注２②)

2,249

契約負債
(注２③)

7,217

（注）１．子会社はリースファンド事業において、航空機、船舶又は海上輸送用コンテナを対象としたオペレーティン

グ・リース事業の営業を行っている会社、海外不動産ファンド事業において、海外不動産の集団投資事業案件

で投資ビークルとして利用している会社であります。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

① 業務受託に係る価格その他の取引条件は、当社が、リースの組成に際して、オペレーティング・リース事

業の賃借人、金融機関等と交渉して決定した手数料やその他の市場実勢を参考にした希望価額を子会社に

提示し、価格交渉の上で、決定しております。

② 未収入金は、主に当社が子会社から業務受託手数料を受領するときに係る消費税等で子会社が還付を受け

るまで一時猶予しているものであります。未収入金は流動資産「その他」に含まれております。

③ 子会社124社のうち、海外不動産ファンド事業において海外不動産の集団投資事業案件で投資ビークルとし

て利用している会社との取引金額は、関連当事者に該当する期間の取引のみ取引金額に含めております。

また、期末残高については、関連当事者に該当しなくなった場合には、その該当しなくなった時点の残高

を期末残高に含めております。

 

③ 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社

等

該当事項はありません。

 

④ 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。
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(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

① 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

該当事項はありません。

② 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子会社
子会社15社
（注１）

東京都
千代田区
等

－ （注１） － 業務受託

業務受託
手数料
(注１)
(注２)

301
契約負債
(注２)

1,029

（注）１．子会社は海外不動産ファンド事業において、海外不動産の集団投資事業案件で投資ビークルとして利用してい

る会社であります。連結子会社である株式会社ＦＰＧ証券は、海外不動産を保有し賃貸する事業案件への投資

を行う任意組合持分の出資持分を取得し、投資家に譲渡することで手数料を得ております。当該手数料の価額

は、親会社である株式会社ＦＰＧにおける案件の実績趨勢、当該子会社の業務内容及び市場の状況を踏まえ決

定しております。

２．子会社のうち７社は当連結会計年度中に関連当事者に該当しなくなったため、取引金額及び期末残高には、関

連当事者であった期間に関する金額を含めて記載しております。

 

当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子会社
子会社８社
（注１）

東京都
千代田区
等

－ （注１） － 業務受託

業務受託
手数料
(注１)
(注２)

425
契約負債
(注２)

316

（注）１．子会社は海外不動産ファンド事業において、海外不動産の集団投資事業案件で投資ビークルとして利用してい

る会社であります。連結子会社である株式会社ＦＰＧ証券は、海外不動産を保有し賃貸する事業案件への投資

を行う任意組合持分の出資持分を取得し、投資家に譲渡することで手数料を得ております。当該手数料の価額

は、親会社である株式会社ＦＰＧにおける案件の実績趨勢、当該子会社の業務内容及び市場の状況を踏まえ決

定しております。

２．子会社のうち８社は当連結会計年度中に関連当事者に該当しなくなったため、取引金額及び期末残高には、関

連当事者であった期間に関する金額を含めて記載しております。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

（開示対象特別目的会社関係）

１．開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要

前連結会計年度（自 2023年10月１日 至 2024年９月30日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日）

　該当事項はありません。

 

２．不動産特定共同事業法に基づく任意組合との取引金額等

前連結会計年度（自 2023年10月１日 至 2024年９月30日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）
 

 
前連結会計年度

（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当連結会計年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

１株当たり純資産額 629.36円 681.46円

１株当たり当期純利益金額 240.07円 216.18円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2024年９月30日）

当連結会計年度
（2025年９月30日）

純資産の部の合計額（百万円） 53,329 57,186

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
122 125

（うち非支配株主持分（百万円）） (122) (125)

普通株式に係る期末の純資産額

（百万円）
53,206 57,060

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（株）
84,541,411 83,733,319

 

３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当連結会計年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する当期純利益金額

（百万円）
20,457 18,156

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純利益金額（百万円）
20,457 18,156

普通株式の期中平均株式数（株） 85,214,488 83,989,143

 

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

利率（％） 担保 償還期限

株式会社ＦＰＧ
 第６回無担保社債

(銀行保証付私募債)

 年月日

 2020.１.27
1,000 1,000 0.30 なし

 年月日

 2027.１.25

株式会社ＦＰＧ
 第７回無担保社債

(銀行保証付私募債)
 2022.６.29

100

（100）
－ 0.48 なし  2025.６.27

合計 － －
1,100

（100）
1,000 － － －

（注）１．（　）内書きは、１年以内の償還予定額であります。

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内
（百万円）

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

－ 1,000 － － －

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 89,145 19,866 1.04 －

１年以内に返済予定の長期借入金 5,355 4,992 1.26 －

１年以内に返済予定のリース債務 39 34 6.00 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 44,021 27,145 1.22 2026年～2031年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 31 － － －

その他有利子負債

コマーシャル・ペーパー(１年以内返済予定)
10,000 1,000 0.68 －

合計 148,593 53,037 － －

（注）１．平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以

下のとおりであります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 5,384 4,022 16,909 618

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年

度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載

を省略しております。
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（２）【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高　　　　　　（百万円） 63,471 129,764

税金等調整前中間（当期）純利

益金額　　　　　　（百万円）
15,815 26,316

親会社株主に帰属する中間（当

期）純利益金額　　（百万円）
10,839 18,156

１株当たり中間（当期）純利益

金額　　　　　　　　　（円）
128.67 216.18
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,416 11,045

売掛金 290 136

有価証券 ※１ 301 ※１ 327

営業投資有価証券 710 789

貯蔵品 9 10

商品出資金 107,910 51,940

金銭の信託（組成用航空機） 2,100 －

組成用不動産 ※１ 68,332 46,598

その他 6,708 4,285

流動資産合計 199,780 115,133

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 114 151

工具、器具及び備品 72 90

有形固定資産合計 187 242

無形固定資産   

ソフトウエア 27 67

その他 11 11

無形固定資産合計 38 78

投資その他の資産   

関係会社株式 ※１ 29,078 ※１ 29,076

関係会社出資金 147 271

繰延税金資産 3,261 2,434

敷金及び保証金 ※１ 490 ※１ 519

その他 2,752 4,122

貸倒引当金 △70 △1,542

投資その他の資産合計 35,660 34,882

固定資産合計 35,886 35,203

資産合計 235,667 150,336
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  （単位：百万円）

 
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 671 1,235

短期借入金 96,145 44,466

コマーシャル・ペーパー 10,000 1,000

１年内返済予定の長期借入金 5,355 4,992

１年内償還予定の社債 100 －

未払法人税等 6,089 3,149

契約負債 16,140 6,302

賞与引当金 343 376

その他 1,270 2,174

流動負債合計 136,115 63,697

固定負債   

社債 1,000 1,000

長期借入金 ※１ 43,886 27,010

資産除去債務 125 137

長期預り金 301 327

固定負債合計 45,313 28,475

負債合計 181,429 92,172

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,095 3,095

資本剰余金   

資本準備金 3,045 3,045

資本剰余金合計 3,045 3,045

利益剰余金   

利益準備金 1 1

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 49,965 52,162

利益剰余金合計 49,966 52,163

自己株式 △1,871 △177

株主資本合計 54,236 58,127

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1 36

評価・換算差額等合計 1 36

純資産合計 54,238 58,164

負債純資産合計 235,667 150,336
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②【損益計算書】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(自　2023年10月１日
　至　2024年９月30日)

当事業年度
(自　2024年10月１日
　至　2025年９月30日)

売上高 105,218 125,123

売上原価 69,521 90,910

売上総利益 35,697 34,213

販売費及び一般管理費 ※２ 6,936 ※２ 8,323

営業利益 28,761 25,889

営業外収益   

受取配当金 516 1,152

受取利息 738 1,122

金銭の信託運用益 370 98

匿名組合投資利益 489 －

不動産賃貸料 1,470 1,407

その他 20 34

営業外収益合計 3,605 3,815

営業外費用   

支払利息 762 1,361

社債利息 22 46

支払手数料 927 759

為替差損 819 81

不動産賃貸費用 318 357

貸倒引当金繰入額 70 176

その他 48 10

営業外費用合計 2,968 2,793

経常利益 29,398 26,911

特別利益   

事業譲渡益 14 －

特別利益合計 14 －

特別損失   

固定資産除却損 ※３ 4 ※３ 0

関係会社株式評価損 314 286

関係会社出資金評価損 1 1

貸倒引当金繰入額 － 1,295

特別損失合計 320 1,583

税引前当期純利益 29,092 25,328

法人税、住民税及び事業税 9,098 6,212

法人税等調整額 △355 810

法人税等合計 8,743 7,022

当期純利益 20,348 18,305
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

        （単位：百万円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
 

資本準備金
その他資本剰
余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 3,095 3,045 － 3,045 1 41,646 41,647 △2,457 45,331

当期変動額          

剰余金の配当      △9,543 △9,543  △9,543

当期純利益      20,348 20,348  20,348

自己株式の取得        △1,899 △1,899

自己株式の消却   △2,485 △2,485    2,485 －

利益剰余金から資
本剰余金への振替   2,485 2,485  △2,485 △2,485  －

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

         

当期変動額合計 － － － － － 8,319 8,319 585 8,905

当期末残高 3,095 3,045 － 3,045 1 49,965 49,966 △1,871 54,236

 

    

 評価・換算差額等
純資産合計

 
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 － － 45,331

当期変動額    

剰余金の配当   △9,543

当期純利益   20,348

自己株式の取得   △1,899

自己株式の消却   －

利益剰余金から資
本剰余金への振替   －

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

1 1 1

当期変動額合計 1 1 8,906

当期末残高 1 1 54,238
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当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

        （単位：百万円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
 

資本準備金
その他資本剰
余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 3,095 3,045 － 3,045 1 49,965 49,966 △1,871 54,236

当期変動額          

剰余金の配当      △12,361 △12,361  △12,361

当期純利益      18,305 18,305  18,305

自己株式の取得        △2,100 △2,100

自己株式の処分   1 1    46 47

自己株式の消却   △3,747 △3,747    3,747 －

利益剰余金から資
本剰余金への振替   3,746 3,746  △3,746 △3,746  －

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

         

当期変動額合計 － － － － － 2,197 2,197 1,693 3,890

当期末残高 3,095 3,045 － 3,045 1 52,162 52,163 △177 58,127

 

    

 評価・換算差額等
純資産合計

 
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 1 1 54,238

当期変動額    

剰余金の配当   △12,361

当期純利益   18,305

自己株式の取得   △2,100

自己株式の処分   47

自己株式の消却   －

利益剰余金から資
本剰余金への振替   －

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

35 35 35

当期変動額合計 35 35 3,926

当期末残高 36 36 58,164
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　　子会社株式及び関連会社株式　移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 営業投資有価証券の評価基準及び評価方法

　　その他営業投資有価証券

　　　市場価格のない株式等  　移動平均法による原価法を採用しております。

　　投資事業組合出資金等

　　 投資事業組合への出資金は、投資事業組合財産の持分相当額を流動資産の「営業投資有価証券」として計上

しております。投資事業組合への出資金額を「営業投資有価証券」に計上し、投資事業組合が獲得した純損益

及びその他有価証券評価差額金のうち、持分相当額を営業損益及びその他有価証券評価差額金として「営業投

資有価証券」に加減しております。

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法を採用しております。

３．棚卸資産の評価基準及び評価方法

   貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。

４．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

主として定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附属設備については定

額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物附属設備　　　　　６～18年

　工具、器具及び備品　　４～15年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいて償却しております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

６．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

７．収益及び費用の計上基準

収益認識に関する計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充

足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①　リースファンド事業

　当社は、オペレーティング・リース事業案件の組成及び管理並びに投資家への匿名組合出資持分・任意組

合出資持分・信託受益権・受益証券発行信託の受益証券の販売を行うことで、手数料等の収益を得ておりま

す。

　当社が提供するオペレーティング・リース事業案件は、主に匿名組合方式及び金銭の信託方式でありま

す。
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　匿名組合方式の場合、匿名組合の営業者となる子会社（特別目的会社）において、リース物件を取得し、

オペレーティング・リース事業を行います。当社は当該リース事業に係る匿名組合出資持分の私募の取扱い

を行うほか、リース開始時点で、当社が一時的に立替取得し、貸借対照表の「商品出資金」に計上するとと

もに、当該匿名組合出資持分を投資家に譲渡します。

　金銭の信託方式の場合、当社が信託の受託者である株式会社ＦＰＧ信託に金銭を信託し、同社は、特定金

外信託契約に基づき、当社が信託した金銭をもってリース物件（航空機）を取得し、オペレーティング・

リース事業を行います。当社は、当該特定金外信託契約に係る信託受益権の未販売相当額を、「金銭の信託

（組成用航空機）」として、貸借対照表に計上し、投資家に譲渡いたします。

　当社が、投資家に、匿名組合出資持分又は信託受益権を譲渡することで、オペレーティング・リース事業

の損益等が投資家に帰属することになります。従って、当社は、オペレーティング・リース事業の案件を組

成し、当該リース事業に係る匿名組合出資持分又は信託受益権を投資家に販売することを履行義務として識

別し、これらの販売時点で履行義務が充足されたと判断し、販売等に関する手数料を収益として認識してお

ります。管理については、契約で定める一定期間にわたり履行義務が充足されると判断されることから、時

の経過に応じて管理に関する手数料を収益として認識しております。

②　国内不動産ファンド事業

　国内不動産を対象とした株式会社ＦＰＧ信託の信託機能を活用した不動産小口化商品を投資家に提供して

おります。

　当該商品については、当社が取得した対象不動産を株式会社ＦＰＧ信託に信託し、その信託受益権を投資

家に譲渡することで、対象不動産から生じる損益等が、受益者である投資家に帰属する仕組みであります。

当社は、対象不動産の取得及び信託受益権の投資家への譲渡、運用指図を含む一連の業務を通じて、収益を

得ております。

　当社は、信託受益権を投資家に譲渡した時点で、対象不動産の損益等が投資家に帰属することから、信託

受益権を投資家に販売することを履行義務とし、これらの販売時点で、履行義務が充足されたと判断し、信

託受益権の譲渡価額を収益として認識しております。また、管理については、契約で定める一定期間にわた

り履行義務が充足されると判断されることから、時の経過に応じて管理に関する手数料を収益として認識し

ております。

③　海外不動産ファンド事業

 海外不動産を対象とした集団投資事業案件を投資家に提供しております。当該案件については、海外不動

産を保有し賃貸する事業案件への投資を行う任意組合の組成及び管理並びに投資家への任意組合出資持分の

販売を行うことで、当社は手数料を得ております。

　当社は、任意組合出資持分を投資家に譲渡した時点で、賃貸事業の損益等が投資家に帰属することから、

任意組合出資持分を投資家に販売することを履行義務とし、これらの販売時点で履行義務が充足されたと判

断し、手数料を収益として認識しております。また、管理については、契約で定める一定期間にわたり履行

義務が充足されると判断されることから、時の経過に応じて管理に関する手数料を収益として認識しており

ます。

８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

① 商品出資金の会計処理

当社は、匿名組合出資持分を「商品出資金」として計上しております。子会社（特別目的会社）が行

うオペレーティング・リース事業の組成時に、当社が立替えた金額を「商品出資金」に計上し、投資家

に出資持分を譲渡した場合には、「商品出資金」を減額し、対応する手数料を売上高に計上しておりま

す。

② 金銭の信託（組成用航空機）の会計処理

当社が組成する信託機能を活用した航空機リース事業案件は、信託の受託者である株式会社ＦＰＧ信

託が、特定金外信託契約に基づき、当社が信託した金銭をもってリース物件（航空機）を取得し、オペ

レーティング・リース事業を行うところ、当初委託者兼受益者たる当社は、当該特定金外信託契約に係

る信託受益権を投資家に譲渡するものであり、当社は、この法的実態に鑑み、未販売の当該信託受益権

相当額を「金銭の信託（組成用航空機）」に計上しております。当該受益権を投資家に譲渡した場合に

は、「金銭の信託（組成用航空機）」を減額し、対応する手数料を売上高に計上しております。
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③ 組成用不動産の会計処理

　当社は、不動産小口化商品を組成し、投資家に販売する目的で取得した不動産(不動産信託受益権を含

む。）を「組成用不動産」として計上しております。投資家に当該不動産にかかる信託受益権を譲渡した

際に「組成用不動産」を減額するとともに、不動産信託受益権の売買価額相当額を売上高に計上しており

ます。

（重要な会計上の見積り）

繰延税金資産

① 当事業年度の財務諸表に計上した金額

　                                                                 (単位：百万円)

 前事業年度 当事業年度

繰延税金資産 3,261 2,434

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　①の金額の算出方法は、「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等　(1)連結財務諸表　注記事項（重要な会

計上の見積り）繰延税金資産　②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」の内容と同

一であります。

（会計方針の変更）

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」( 企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計

基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用しております。

　法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っております。なお、当該会計方針の変更による当事業年度の財務諸表への影響はありません。

（貸借対照表関係）

※１　担保提供資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

 
前事業年度

（2024年９月30日）
当事業年度

（2025年９月30日）

担保提供資産   

　関係会社株式 7百万円 7百万円

　敷金及び保証金 70 90

　組成用不動産

　有価証券

5,871

289

－

302

担保付債務   

　長期借入金 3,000百万円 －百万円

(注)１　関係会社株式は、関係会社の銀行借入金又はリース債務の物上保証に供しております。

２　前事業年度においては、敷金及び保証金のうち70百万円を、国内不動産ファンド事業を行うため、宅

地建物取引業法に基づき、法務局に供託しております。

　　当事業年度においては、敷金及び保証金のうち90百万円を、国内不動産ファンド事業を行うため、宅

地建物取引業法に基づき、法務局に供託しております。

３　有価証券は、海外不動産ファンド事業において、投資ビークルとして利用している任意組合の出資先

であるリミテッドパートナーシップのノンリコースローンの保証人として、指定された金融機関に預

託しております。

２　関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか以下のものがあります。

 
前事業年度

（2024年９月30日）
当事業年度

（2025年９月30日）

短期金銭債権 3,677百万円 2,350百万円

長期金銭債権 2,711 4,041

短期金銭債務 7,022 24,634

長期金銭債務 － －
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３　コミットメントライン契約等

　　(借手側)

前事業年度（2024年９月30日）

当社は、主にリースファンド事業、国内不動産ファンド事業及び海外不動産ファンド事業における案件組成
資金を効率的に調達するため、金融機関と、コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しておりま
す。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

コミットメントライン及び

当座貸越極度額の総額
141,850百万円

借入実行残高 78,905百万円

差引額 62,945百万円

上記のコミットメントライン契約及び当座貸越契約には、財務制限条項が付されているものがあります。

財務制限条項の詳細は、「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項（連結貸

借対照表関係）※５　財務制限条項」をご参照下さい。

当事業年度（2025年９月30日）

当社は、主にリースファンド事業、国内不動産ファンド事業及び海外不動産ファンド事業における案件組成
資金を効率的に調達するため、金融機関と、コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しておりま
す。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

コミットメントライン及び

当座貸越極度額の総額
148,600百万円

借入実行残高 17,254百万円

差引額 131,346百万円

上記のコミットメントライン契約及び当座貸越契約には、財務制限条項が付されているものがあります。

財務制限条項の詳細は、「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項（連結貸

借対照表関係）※５　財務制限条項」をご参照下さい。

　　(貸手側)

前事業年度（2024年９月30日）

当社は、海外不動産ファンド事業において投資ビーグルとして利用している任意組合との間で、貸出コミッ
トメントライン契約を締結しております。当事業年度末における貸出コミットメントライン契約に係る貸出未
実行残高等は以下のとおりであります。

コミットメントライン総額 ４百万米ドル

貸出実行残高 －百万米ドル

差引額 ４百万米ドル

当事業年度（2025年９月30日）

当社は、海外不動産ファンド事業において投資ビーグルとして利用している任意組合との間で、貸出コミッ
トメントライン契約を締結しております。当事業年度末における貸出コミットメントライン契約に係る貸出未
実行残高等は以下のとおりであります。

コミットメントライン総額 ４百万米ドル

貸出実行残高 －百万米ドル

差引額 ４百万米ドル

４　貸出極度額の総額及び貸出残高

当社は、効率的な資金調達を行うため、子会社との間で極度貸付契約を締結しております。当該契約に基づ

く貸付極度額の総額及び未実行残高は以下のとおりであります。

 

 
前事業年度

（2024年９月30日）
当事業年度

（2025年９月30日）

貸出極度額の総額 1,000百万円 1,000百万円

貸出実行残高 － －

差引額 1,000 1,000
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（損益計算書関係）

１　関係会社との取引に係るものが以下のとおり含まれております。

 
 
 

前事業年度
（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

営業取引による取引高   

売上高 27,185百万円 26,991百万円

売上原価 551 413

営業取引以外の取引による取引高 813 1,673

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度44％、当事業年度49％、一般管理費に属する費用のおおよ

その割合は前事業年度56％、当事業年度51％であります。

主要な費目及び金額は以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2023年10月１日
　　至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日
　　至　2025年９月30日）

給料手当 2,086百万円 2,382百万円

賞与引当金繰入額 343 376

地代家賃 452 469

租税公課 933 1,379

減価償却費 63 82

※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
 

前事業年度
（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

建物附属設備 1百万円 0百万円

工具、器具及び備品 0 0

一括償却資産 0 －

ソフトウエア 0 －

計 4 0

 

（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式

　前事業年度（2024年９月30日）

　　市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分
貸借対照表計上額
（百万円）

子会社株式 29,077

関連会社株式 0

子会社出資金 147

　当事業年度（2025年９月30日）

　　市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分
貸借対照表計上額
（百万円）

子会社株式 29,075

関連会社株式 0

子会社出資金 271
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2024年９月30日）
 

当事業年度
（2025年９月30日）

繰延税金資産    

未払事業税 289百万円 153百万円

売上高加算額 2,645  973

賞与引当金 105  136

資産除去債務 38  43

関係会社株式評価損 379  449

営業投資有価証券評価損 120  122

貸倒引当金 －  486

その他 207  219

繰延税金資産小計 3,786  2,583

評価性引当額 △470  △77

繰延税金資産合計 3,315  2,505

    

繰延税金負債    

売上原価認容額 △40  △31

その他 △14  △39

繰延税金負債合計 △54  △71

    

繰延税金資産の純額 3,261  2,434

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（2024年９月30日）
 

当事業年度
（2025年９月30日）

法定実効税率 法定実効税率と税効

果会計適用後の法人

税等の負担率との間

の差異が法定実効税

率の100分の５以下

であるため注記を省

略しております。

 30.6％

（調整）   

評価性引当額の増減  △1.6

受取配当金等永久に益金に算入されない項目  △1.4

交際費等永久に損金に算入されない項目  0.1

住民税均等割額等  0.1

その他  △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率   27.7

 

３. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴

い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

　これに伴い、2026年10月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び

繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。

　この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は31百万円増加

し、法人税等調整額は31百万円減少しております。

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第５　経理の状況　１.連結財務諸表等　

（１）連結財務諸表　注記事項（収益認識関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形

固定

資産

建物附属設備 114 56 0 18 151 306

工具、器具及び備品 72 66 0 48 90 366

計 187 122 0 67 242 673

無形

固定

資産

ソフトウエア 27 54 － 15 67 55

ソフトウエア仮勘定 11 49 49 － 11 －

電話加入権 0 － － － 0 －

計 38 104 49 15 78 55

（注）当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

①建物附属設備　本社　　０百万円、各支店・営業所計　　55百万円

②工具、器具及び備品　本社　　51百万円、各支店・営業所計　　15百万円

③ソフトウエア　社内利用ソフトウエア　　54百万円

④ソフトウエア仮勘定　社内利用ソフトウエア　　49百万円

【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

賞与引当金 343 376 343 376

貸倒引当金 70 1,472 － 1,542

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年10月１日から翌年９月30日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３カ月以内

基準日 ９月30日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・売渡し  

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

取次所 ―

買取・売渡手数料 無料

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由に

よって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

電子公告掲載ＵＲＬ： https://www.fpg.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）　当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、

定款に定めております。

①　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

②　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

③　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

④　株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを会社に請求する権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第23期）（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

2024年12月23日関東財務局長に提出。

(2）内部統制報告書及びその添付書類

2024年12月23日関東財務局長に提出。

(3) 半期報告書及び確認書

（第24期中）（自　2024年10月１日　至　2025年３月31日）

2025年５月13日関東財務局長に提出。

(4) 臨時報告書

2024年10月24日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。

2024年11月１日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。

2024年12月13日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。

2024年12月23日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書であります。

2024年12月25日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。

2025年１月９日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。

2025年１月23日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。

2025年２月28日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。

2025年３月11日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。

2025年６月13日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４（財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締

結）に基づく臨時報告書であります。

2025年６月24日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４（財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締

結）に基づく臨時報告書であります。

2025年11月10日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４（財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締

結）に基づく臨時報告書であります。
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(5) 自己株券買付状況報告書

（2024年12月度）（自2024年12月１日　至2024年12月31日）

2025年１月10日関東財務局長に提出。

（2025年１月度）（自2025年１月１日　至2025年１月31日）

2025年２月７日関東財務局長に提出。

（2025年２月度）（自2025年２月１日　至2025年２月28日）

2025年３月７日関東財務局長に提出。

（2025年３月度）（自2025年３月１日　至2025年３月31日）

2025年４月７日関東財務局長に提出。

（2025年４月度）（自2025年４月１日　至2025年４月30日）

2025年５月９日関東財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

 ２０２５年１２月１８日

株式会社　ＦＰＧ  

 取締役会　御中 

 

 EY新日本有限責任監査法人  

 東京事務所  

 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 佐々木　浩一郎

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 野瀨　直人

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ＦＰＧの２０２４年１０月１日から２０２５年９月３０日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ＦＰＧ及び連結子会社の２０２５年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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リースファンド事業及び海外不動産ファンド事業における組合出資持分に係る商品出資金の会計処理と連結の範囲

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

　会社グループはリースファンド事業においてオペレー

ティング・リース事業を行う匿名組合や任意組合を組成

し、また海外不動産ファンド事業において海外不動産ファ

ンド事業を行う任意組合を組成し、子会社を匿名組合の営

業者や任意組合の業務執行組合員とすることで当該リース

事業及び海外不動産ファンド事業を運営している。会社グ

ループは組成時に投資家に譲渡することを前提に匿名組合

出資持分または任意組合出資持分を一時的に立替取得する

が、これらの組合出資持分を投資家に譲渡することで、当

該リース事業の組成、販売及び管理に係る手数料収益を得

ている。２０２５年９月３０日現在、その匿名組合の営業

者及び任意組合を含む非連結子会社は944社であり、当該

匿名組合出資持分及び任意組合出資持分は会社の連結貸借

対照表に商品出資金として51,940百万円計上され、総資産

126,857百万円の40.9%を占めている。また、商品出資金の

会計処理方法は、連結財務諸表の「注記事項（連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項）４．会計方針に関

する事項 (9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

① 商品出資金の会計処理」及び財務諸表の「注記事項(重

要な会計方針)8．その他財務諸表作成のための基本となる

重要な事項 ①商品出資金の会計処理」に記載されてい

る。

　連結財務諸表作成会社は、原則としてすべての子会社を

連結の範囲に含めなければならないが、匿名組合の営業者

となっている子会社については当該匿名組合出資持分を会

社から投資家に譲渡することで当該リース事業の損益・収

支のほとんどすべてが会社ではなく当該投資家に帰属する

ことになるため、規則等により「連結の範囲に含めること

により連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく

誤らせるおそれがあると認められる子会社」であるとして

会社は連結の範囲に含めていない。また、同様に会社グ

ループがその出資持分を投資家へ譲渡する任意組合は、会

社または会社の子会社がその一部の組合持分を保有して組

合の業務執行組合員となって事業の意思決定を行うため当

該任意組合は子会社に該当するとされるが、その業務が管

理業務に準ずるものである事や支配が一時的である事を理

由として、当該任意組合を連結の範囲に含めていない。利

害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあるとして子会

社を連結から除外する場合は限定的であるとされており、

また、業務執行の内容が管理業務に準ずるものとして任意

組合を子会社ではないと判断する場合は、その業務内容を

個別に検討する必要がある。

　商品出資金は貸借対照表における金額的重要性が高く、

連結の範囲に関する事項は、連結財務諸表に与える潜在的

な影響が大きいことから、当監査法人は当該事項を監査上

の主要な検討事項に該当するものと判断した。

　当監査法人は、会社の連結範囲を検討するに当たり、主

として以下の監査手続を実施した。

・　取締役会議事録や稟議書等を閲覧し、新しく組成され

る組合の内容を検討した。

・　連結の範囲に係る内部統制の整備・運用状況の有効性

を評価した。

・　匿名組合の営業者となる子会社については、当該子会

社が、会社が出資持分を投資家へ譲渡する組合の営業者

となっており、当該事業以外に事業を営んでおらず、ま

た、これらの子会社と会社グループとの取引がほとんど

ないことについて、当期組成案件から抽出したサンプル

を対象に匿名組合契約書、子会社の決算書等を閲覧し検

討した。

・　組合組成にあたり、必要な資金調達及び資産の取得が

行われ、適切なリース賃借人との契約が成立しているこ

とについて、当期組成案件から抽出したサンプルを対象

に関連証憑を閲覧し検討した。

・　会社が組成した組合の出資持分が販売スケジュール通

りに外部の投資家へ譲渡されていることについて、抽出

したサンプルを対象に譲渡契約書や入金証憑を閲覧し検

討した。

・　新しいスキームによる商品の組成あるいはスキームの

変更の有無について、経営者へ質問及び取締役会議事録

や稟議書、関連資料を閲覧し、それらを連結から除外し

た判断過程を検討した。
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に

関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断

した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁

止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ＦＰＧの２０２５

年９月３０日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、株式会社ＦＰＧが２０２５年９月３０日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内

部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。

監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識

別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ

いて報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及

び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等（３）【監査の状

況】に記載されている。
 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 ２０２５年１２月１８日

株式会社　ＦＰＧ  

 取締役会　御中 

 

 EY新日本有限責任監査法人 

 東京事務所  

 
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 佐々木　浩一郎

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 野瀨　直人

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ＦＰＧの２０２４年１０月１日から２０２５年９月３０日までの第２４期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を

行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ＦＰＧの２０２５年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

リースファンド事業及び海外不動産ファンド事業における組合出資持分に係る商品出資金の会計処理

　連結財務諸表の監査報告書において、「リースファンド事業及び海外不動産ファンド事業における組合出資持分に係る

商品出資金の会計処理と連結の範囲」が監査上の主要な検討事項に該当すると判断し、監査上の対応について記載してい

る。

　連結の範囲に含めると判断した場合、当該リース事業における組合出資持分はその際の実情に応じて、個別財務諸表に

おいても組合財産の持分相当額を取り込む会計処理を採用し、計上されることとなる。これは連結財務諸表の監査報告書

に記載した監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由並びに監査上の対応と実質的に同一の内容であることから具体的

な記載を省略する。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。
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　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項

を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて

いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

　報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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